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開会 午前１０時０５分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） おはようございます。

会議に先立ち、町長のごあいさつをお願いいたします。町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） おはようございます。

本年もいよいよ押し迫り、緊急案件のない限り、今定例会が納めの町議会になり

ますので、一言ごあいさつを申し上げます。議員の皆様におかれましては、年末何

かとご多忙の中、ご出席を賜り、誠に厚くお礼を申し上げるところでございます。

まず、全国町村長大会が、１１月２９日に開催されました。それに出席して、そ

の概要を申し上げたいと思います。地域格差を解消し、町村が地域の特性を生かし

た自立的まちづくりを進めるために、町村の財源基盤の充実、強化が不可欠となっ

ております。そのために、次の３点が決議をされました。第１に、地方分権改革推

進法の速やかな成立を図るとともに、地方６団体の意見書の内容を早急に具体化す

ること。第２に、町村の安定的な財政運営に必要となる地方税、地方交付税等の一

般財源の総額を確保すること、第３に、地方交付税の持つ財源調整、財源補償機能

を堅持するとともに、新型交付税の導入が、町村の安定的な財政運営に支障を来す

ことのないように、その算定方法には十分注意すること、以上の３点について、そ

の実現を図るよう、強く要請されたところであります。

この背景には、平成の大合併がありますが、３,２２９ありました市町村は、１,

８１７まで減少しました。そのうち、町村は２,５５８ありましたが１,０３８と、

実に６割も減少したことになります。

取りわけ、財政上の特例措置を盛り込んだ市町村合併の特例に関する法律には、

平成１７年から１８年にかけ、大幅に町村の再編が行われ、日本の地図が大きく様

変わりをいたしたところでございます。

今回の平成の大合併を振り返ってみますと、あまりにも協議期間が短く、合意形

成ができなかったり、また、地理的条件や歴史・文化の違いから、また、個々の財

源事情の違いなどから合併に至らなかった事例もありました。合併後も、合併協議

で詰められなかった課題の克服と、計画や予測と異なる実態の対応に苦慮している

とお聞きいたしておりますし、また、あった模様でもございます。

さらには、格差社会が広がり、懸案の新型交付税の導入が検討されております

が、今後とも十分に重視していかなければならないと、そのように思っておりま

す。
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次に、１２月２日、３日に第５８回全国人権同和教育大会が愛媛県で開催されま

した。これまで、差別の実現から深く学ぶということを原点に、研究大会を積み重

ね、部落差別をはじめとするあらゆる差別を許さず、すべての人々の人権を実現し

ていくという考え方や行動、制度など、多くの教訓と成果を生み出してまいったと

ころでございます。この大会には、本町議員から、野中議員が「素直さと思いや

り」と題して、分科会で意見発表をなされました。野中議員におきましては、８月

６日の第２２回阿蘇郡市同和教育研究大会、１０月２１日、２２日の第３５回熊本

県人権教育研究大会に引き続いて、全国大会ということであります。公私ともご多

忙の中に、それぞれの気持ちを持ちながら、その活躍に心から敬意を表する次第で

ございます。

なお、議員の皆様方におかれましても、それぞれの研究大会に出席をしていただ

き、深く感謝を申し上げる次第でございます。

２１世紀は、人権の世紀と言われております。しかし、今日、社会の変化の中に

あって、なお、部落差別をはじめ、命と人間の尊厳を脅かす事態は、後を絶たず、

新たな人権課題を生じております。私達はこうした差別の現実を直視し、社会や暮

らしの中で、人権という普遍的な文化を築き上げることに全力を尽くさなければな

らないと思っております。

今後とも、人権重視を基調とする差別のない明るい開かれた高森町の実現に寄与

することができるよう、なお一層、推進を図ってまいる所存でございます。

本年も議員の皆様方には、重要かつ困難な問題が山積いたしております中におい

て、町民の代表として、よく重責を全うされ、本町の発展と町民福祉増進のため

に、絶大なるご盡力を賜りましたことに対し、深く敬意を表しますとともに、心か

らお礼を申し上げます。

いよいよ厳寒に向かいます折りから、皆様におかれましては、切にご愛自くださ

いまして、ご多幸な新春をお迎えいただきますよう、お祈りを申し上げます。

今時定例議会におきましては、条例案２件、予算案３件、議事議決案６件を合わ

せて１１件のご審議をお願いを申し上げるところでございます。諸議案の内容につ

きましては、後ほどご説明をさせていただきたいと存じますが、何とぞよろしくご

審議をいただきまして、ご決定を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げ、あい

さつといたします。よろしくお願いをいたします。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） どうもありがとうございました。
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ただいまから、平成１８年第４回高森町議会定例会を開会いたします。

これから、本日の会議を開きます。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（相馬俊行君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、１番 宇藤 敬君、２

番、白石博昭君を指名します。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２ 会期の決定

○議長（相馬俊行君） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。

会期の決定につきましては、議会運営委員会に付託してありましたので、委員長

の報告を求めます。議会運営委員長 本田生一君。

○議会運営委員長（本田生一君） おはようございます。７番 本田でございます。

会期の報告を申し上げます。議会運営委員会に付託されておりました平成１８年

第４回高森町議会定例会の会期につきましては、本日１２月１１日から１２月１５

日までの５日間と決定いたしております。以上、報告いたします。

○議長（相馬俊行君） 議会運営委員長の報告のとおり決定したいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、会期は、本日１２月１１日から

１２月１５日までの５日間と決定しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３ 議案第７０号 熊本県市町村総合事務組合の規約の一部変更について

○議長（相馬俊行君） 日程第３ 議案第７０号、熊本県市町村総合事務組合の規約の

一部変更についてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） おはようございます。

議案第７０号、熊本県市町村総合事務組合の規約の一部変更についての提案理由

をご説明いたします。

消防組織法の改正に伴いまして、熊本県市町村総合事務組合で共同処理します非

常勤消防団員に係る損害補償に関する根拠規定が同法第１５条の７から同法第２４

条に、また、非常勤消防団員に係る退職報償金に関する根拠規定が同法第１５条の
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８から同法第２５条に改められたことによる変更でございまして、法改正が平成１

８年６月１４日より施行されたことに伴いまして、附則で適用日を平成１８年６月

１４日といたしております。

なお、この組合規約の一部変更は、県下同文議決となっておりますことを付け加

えまして、提案説明といたします。

慎重ご審議の上、速やかにご決定をくださいますよう、よろしくお願いをいたし

ます。

○議長（相馬俊行君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

これから、議案第７０号について、採決いたします。

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定いたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７０号、熊本県市町

村総合事務組合の規約の一部変更については、原案のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） お諮りいたします。

日程第４ 議案第７１号から日程第１３ 議案第８０号については、本日は提案

のみといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議案第７１号から議案第８０号

については、本日は提案のみとすることに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第４ 議案第７１号 熊本県後期高齢者医療広域連合の設置について

○議長（相馬俊行君） 日程第４ 議案第７１号、熊本県後期高齢者医療広域連合の設

置についてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長 甲斐末久君。
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○税務課長（甲斐末久君） おはようございます。

議案第７１号、熊本県後期高齢者医療広域連合の設置について、提案説明申し上

げます。

熊本県後期高齢者医療広域連合の設置につきましては、本年６月の通常国会にお

いて、健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、平成２０年４月から高齢者の

医療の確保に関する法律が施行されることになりました。これに伴い、いわゆる７

５歳以上を対象とした後期高齢者医療制度が創設されました。この制度を運営する

ため、地方自治法第２８４条第３項の規定により、県下４８市町村をもって、熊本

県後期高齢者医療広域連合を設置するものであります。

規約の内容としましては、第１条の広域連合の名称から、１８条の補則となって

おります。

事業の内容としましては、第４条に規定されております被保険者の資格の管理、

医療給付、保険料の負担、保健事業及びその他後期高齢者医療制度の施行に関する

事務を行うものであります。

附則にありますように、平成１９年２月１日から施行し、平成１９年度は、その

準備期間で、平成２０年度から運営開始となる広域連合の設置規約で、県下同文議

決をお願いするものであります。

どうか、慎重審議を賜り、ご決定いただきますようお願いを申し上げ、提案説明

といたします。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第５ 議案第７２号 町道の路線の廃止について

日程第６ 議案第７３号 町道の路線の認定について

日程第７ 議案第７４号 土地改良事業の施行について

○議長（相馬俊行君） 日程第５ 議案第７２号、町道の路線の廃止についてから、日

程第７ 議案第７４号、土地改良事業の施行についてまで、３件を一括議題といた

します。

議案第７２号から議案第７４号まで、３件について、提案理由の説明を求めま

す。建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） おはようございます。

議案第７２号、町道の路線の廃止についてご説明申し上げます。

本路線は、道路改良後の認定により、起点が２カ所になっており、今後の維持管

理を明確にすることから廃止するものであります。
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ご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げて、提案説明とします。

続きまして、議案第７３号、町道の路線の認定についてご説明申し上げます。

路線番号２０１号、２０２号につきましては、議案７２号で提案しました路線番

号１４０号、社倉～蔵地線を分割して認定するものであります。また、路線番号２

０３号、２０４号につきましては、地域の生活環境の向上を図る上で、重要な路線

として提案するものであります。

ご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。

議案第７４号、土地改良事業の施行についてご説明申し上げます。

本事業は、現有します内山ため池の上流部に新たにため池を新設するものであ

り、降雨による自然水を排水路により取り込むことなどを行い、現在、使用してい

るポンプの稼働率、電気代の軽減を図るために、平成１９年度より３年を掛けて実

施するものであります。

ご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げまして、説明を終わりま

す。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第８ 議案第７５号 高森町有機農業推進施設の指定管理者の指定について

○議長（相馬俊行君） 日程第８ 議案第７５号、高森町有機農業推進施設の指定管理

者の指定についてを議題といたします。

本案について、提案理由の説明を求めます。企画財政審議員 甲斐敏文君。

○企画財政審議員（甲斐敏文君） 議案第７５号で提案いたしました高森町有機農業推

進施設の指定管理者の指定について、ご説明いたします。

本議案は、地方自治法第２４４条の２、第２項の規定により、次に掲げる３項目

について、議会の議決を経る必要があるため、提案するものであります。

まず、指定管理者に管理を行わせようとする対象施設の名称としましては、阿蘇

高森オーガニックアグリセンターです。２番目に、指定管理者となる団体等の名称

は、平成肉用牛生産組合、代表者、中川誠雄氏です。３番目に、指定の期間としま

しては、平成１９年４月１日から平成２２年３月３１日までの３年間となっていま

す。

なお、今回の指定につきましては、１１月２０日及び１１月２２日に２回の選定

審査会を開催し、応募されておりました３件について、各委員の採点を合計した総

合点により、 も高いものを選定審査会の選定意見として、町長に報告し、その意

見を尊重し、指定管理候補者として、選定した次第です。
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以上、議案第７５号について、説明申し上げましたが、審議の上、ご決定賜りま

すようお願い申し上げます。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第９ 議案第７６号 高森町営住宅条例の一部を改正する条例について

○議長（相馬俊行君） 日程第９ 議案第７６号、高森町営住宅条例の一部を改正する

条例についてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） おはようございます。

議案第７６号、高森町営住宅条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げ

ます。

本案は、公営住宅法施行令第５条第３号の改正に伴い、改正するものでありま

す。

このことにより、従来、生じております世帯構成と住宅規模等のミスマッチの解

消ができるものでございます。

ご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げまして、説明を終わりま

す。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１０ 議案第７７号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備について

○議長（相馬俊行君） 日程第１０ 議案第７７号、地方自治法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備についてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 議案第７７号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例についての提案説明をいたします。

今回、提案いたしました関係条例は、高森町表彰条例、高森町行政手続条例、高

森町政治倫理条例、高森町特別職報酬等審議会条例、高森町長等の給与及び旅費に

関する条例、高森町税条例、及び高森町奨学資金貸付条例の一部を改正する条例で

ございまして、平成１８年６月７日に、法律第５０号として公布されました地方自

治法の一部を改正する法律は、地方分権の推進に資するとともに、地方の自主性、

自立性の拡大を図るため、必要な措置を講ずることを目的として、助役に代えて副

市町村長を置くこと、収入役を廃止して会計管理者を置くことなど、地方自治法及

び関係法律の整備がなされております。
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この改正に伴い、先ほどの７条例中、収入役を削り、助役を副町長に、吏員を職

員に改めるものでございます。施行日は、平成１９年４月１日からとしており、経

過措置といたしまして、第３条、第４条及び第５条の改正後の規定は、収入役の在

職期間中においては、従前の例によるものといたしております。

慎重にご審議をいただき、ご決定賜りますようお願いを申し上げ、説明といたし

ます。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１１ 議案第７８号 平成１８年度高森町一般会計補正予算について

○議長（相馬俊行君） 日程第１１ 議案第７８号、平成１８年度高森町一般会計補正

予算についてを議題といたします。

本案について、提案理由の説明を求めます。町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 議案第７８号で提案いたしました平成１８年度高森町一般会計

補正予算（第５号）について、ご説明を申し上げます。

今回の補正予算の主なものは、職員退職の人事異動に伴います給与関係経費の調

整や各事業の入札後の事業費確定によります減額調整、町道維持補修経費、アスベ

スト対策経費等の補正であり、１,８１５万６,０００円の減額補正となっておりま

す。これを現計予算と合算いたしますと、４２億２,２７０万６,０００円となりま

す。

７ページの第２表、地方債補正は、入札が終了した各事業に係る減額調整と、県

道改良事業において、本町管内の県道の改良に伴います追加分の増額を行うもので

あります。

以下、歳入予算の主なものについてご説明を申し上げます。

１０ページの地方交付税は、普通交付税を今回の補正の財源として計上するもの

です。

１１ページの民生費国庫負担金は、身障関係負担金の平成１７年度清算金を減額

調整するものです。

１２ページの農林水産業費国庫負担金は、団体営ため池整備事業の事業費が減額

となったため、補正をするものです。また、土木費国庫補助金は、アスベスト対策

に係る国庫補助金を受け入れるものです。

１３ページの県支出金の総務費県補助金は、本年度地籍調査事業の事業費確定に

伴います補助金の減額を行うものです。また、農林水産業費県補助金は、団体営た

め池整備事業費の減額に伴います補正であります。
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１４ページの諸収入の雑入の新エネルギービジョン策定事業補助金につきまして

は、入札が終了し、事業費が減額となったため補正をするものです。

１５ページの町債につきましては、事業費確定はしたものの、調整及び現時点で

の確定見込みによる補正を行うものです。

次に、歳出予算の主なものについて、ご説明申し上げます。

１６ページの総務費の一般管理費は、人事異動に伴います給与関係費の補正を行

うものです。また、企画の委託料は、新エネルギービジョン策定事業の入札終了に

伴い減額をするものです。

１７ページの税務総務費は、人事異動に伴います給与関係費の補正を行うもので

す。

１８ページの選挙費は、来年４月に予定をされております熊本県議会議員一般選

挙執行経費の基準価格が減額されたことにより補正を行うものです。また、農業委

員会委員の選挙経費につきましては、来年３月が改選となりますことから、今回計

上いたしました。

２０ページの国土調査費は、本年度の地籍調査事業入札結果によります事業費が

確定したことに伴い減額補正を行うものです。

２１ページの民生費の老人福祉費は、施設負担金や入所措置費用の見込額による

補正を行うものです。

２２ページの衛生費の母子保健費は、就学前までの医療費を助成する乳幼児医療

助成金の申請の増加により、増額補正をするものです。

２３ページの農林水産業費の農地費には、坊ヶ平ため池整備事業の事業費が確定

したことにより、補正を行うものです。

２５ページの土木費の道路維持費は、町道維持補修に係ります工事費を計上して

おります。道路新設改良費は、町道整備事業費の調整と本町管内の県道改良に伴い

ます県への負担金の増額を行うものです。また、住宅管理費につきましては、人体

への悪影響が指摘されておりますアスベスト改修工事の補助金を国・県からの補助

金と合わせて、熊本県信用組合高森支店へ交付するものです。

２６ページの小学校の学校施設管理費は、高森中央小学校体育館の耐震補強、外

壁改修工事と周辺整備等の工事が終了したことによります補正を行うものです。

２７ページの中学校の学校施設管理費は、高森中学校の周辺整備事業が終了した

ことに伴い減額を行うものです。また、社会教育施設につきましては、色見、上色

見の両コミュニティーセンターの入札に伴い減額をするものです。
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２８ページの公共土木施設災害復旧費は、１１月９日に事業査定が行われました

祭場川の河川災害復旧工事経費を計上するものであります。

以上、今回、提案いたしております補正予算の主なものについて、その概要をご

説明を申し上げました。ご審議をいただき、決定を賜りますようよろしくお願いを

いたしまして、説明を終わります。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１２ 議案第７９号 平成１８年度高森町国民健康保険特別会計補正予算につ

いて

○議長（相馬俊行君） 日程第１２ 議案第７９号、平成１８年度高森町国民健康保険

特別会計補正予算についてを議題といたします。

本案について、提案理由の説明を求めます。税務課長 甲斐末久君。

○税務課長（甲斐末久君） 議案第７９号、平成１８年度高森町国民健康保険特別会計

補正予算について、説明申し上げます。

今回の補正予算につきましては、歳入予算に増減はなく、歳出予算の増減に伴

い、款項目の組み替えを行ったものです。

まず、６ページから説明申し上げます。総務費、総務管理費、一般管理費の旅費

において１万４,０００円の増、同じく、役務費において、共同電算電話料及び郵

便料として３０万円を増額補正、次の保険給付費、出産育児諸費、出産育児一時金

の負担金補助及び交付金において、６５万円を増額、これは、出産予定者の増によ

るものであります。次の老人保健拠出金、老人保健医療費拠出金の負担金補助及び

交付金については、１９７万円の減額、これは、老人保健医療費見込額の減による

ものであります。次に、７ページの介護納付金の負担金補助及び交付金において、

１００万円の増額、これは、介護納付金の納付見込額の増によるものであります。

次の保健事業費の旅費において、６,０００円の増額補正をさせていただきまし

た。

以上が今回の補正予算の内容でございます。

慎重審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げまして、説明といたしま

す。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１３ 議案第８０号 平成１８年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算につ

いて

○議長（相馬俊行君） 日程第１３ 議案第８０号、平成１８年度高森町簡易水道事業
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特別会計補正予算についてを議題といたします。

本案について、提案理由の説明を求めます。水資源対策課長 後藤秀希君。

○水資源対策課長（後藤秀希君） 議案第８０号、平成１８年度高森町簡易水道事業特

別会計補正予算（第３号）について、提案理由の説明を申し上げます。

今回の補正は、既定予算に歳入歳出それぞれ３９１万８,０００円を追加し、総

額を２億２,８６２万６,０００円とするものです。

補正予算の主なものとしまして、６ページの歳入は、平成１７年度の消費税確定

申告による還付金を計上、７ページの歳出は、１１月１３日の人事異動によります

人件費を減額、また、事務補助員雇用のための賃金、及び修繕料を増額補正してお

ります。

以上、説明申し上げましたが、ご審議の上、ご決定いただきますようお願いいた

します。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日は、これで散会いたします。

－－－－－－－○－－－－－－－

散会 午前１０時３９分



１２月１２日（火）

（第２日）
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平成１８年第４回高森町議会定例会（第２号）

平成１８年１２月１４日

午前１０時０２分開議

於 議 場

１．議事日程

開議宣告

日程第１ 議案に対する質疑・付託

日程第２ 休会の件

２．出席議員は次のとおりである。（１４名）

１ 番 宇 藤 敬 君 ２ 番 白 石 博 昭 君

３ 番 山 室 克 尋 君 ４ 番 山 村 將 護 君

５ 番 甲 斐 直 三 君 ６ 番 野 中 謙 三 君

７ 番 本 田 生 一 君 ８ 番 甲 斐 廣 國 君

９ 番 後 藤 和 昭 君 １０ 番 甲 斐 正 一 君

１１ 番 相 馬 俊 行 君 １２ 番 三 森 義 高 君

１３ 番 佐 伯 金 也 君 １４ 番 後 藤 英 範 君

３．欠席議員は次のとおりである。（０名）

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（２１名）

町 長 藤 本 正 一 君 助 役 阿 南 哲 也 君

収 入 役 芹 口 誓 彰 君 教 育 長 渡 辺 哲 郎 君

総 務 課 長 岩 下 健 治 君 企画財政課長 村 上 源 喜 君

商工観光課長 岩 下 昭 久 君 住民生活課長 瀬 井 公吉郎 君

保健福祉課長 佐 伯 秀 和 君 税 務 課 長 甲 斐 末 久 君

農林振興課長 岩 下 光 広 君 建 設 課 長 色 見 隆 夫 君

水資源対策課長 後 藤 秀 希 君 草部出張所長 岩 下 生 人 君

野尻出張所長 桐 原 一 紀 君 収 入 役 室 長 佐 伯 実 範 君

オーガニックアグリ
教育委員会事務局長 杉 田 則 秋 君 廣 木 冨 八 君

セ ン タ ー 長
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企画財政審議員 甲 斐 敏 文 君 総務課長補佐 古 澤 建 生 君

企画財政課長補佐 後 藤 正 三 君

５．本会議に職務のため出席した者の職氏名（２名）

議会事務局長 長 尾 和 博 君 議会事務局次長 古 庄 良 一 君
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開議 午前１０時０２分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） おはようございます。

これから、本日の会議を開きます。

お諮りいたします。

お手元に配布してあります日程にしたがって、議事を進めていきたいと思います

が、これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。それでは、日程にしたがって議事を進め

ます。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１ 議案に対する質疑・付託

○議長（相馬俊行君） 日程第１ 議案に対する質疑・付託についてを議題といたしま

す。なお、答弁については、自席からの発言を許します。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７１号 熊本県後期高齢者医療広域連合の設置について

○議長（相馬俊行君） 議案第７１号、熊本県後期高齢者医療広域連合の設置について

を議題といたします。

本案について、これから質疑を行います。質疑はありませんか。１３番 佐伯金

也君。

○１３番（佐伯金也君） 後期高齢者医療広域連合の設置ということでございますが、

これは、今回、初めて出てくる団体名でございまして、要は、健康保険診療の中、

また、老人医療等において、かなりな伸びを要しておると、そして、事務関係でい

ろいろと煩雑な面があるということで、後期高齢者医療については、切り離して、

新たな連合をつくって、おそらく、そちらの方で事務的なことをされるというふう

に、私の方は思っておりますけれども、今後、このような広域連合が出来上がりま

すと、差詰め、維持経費、管理費というものがかかってまいりますが、それぞれ加

入されていらっしゃる市町村それぞれから負担金等が生じてくると思いますが、ど

の程度の負担金が発生してくるのか、見込額がわかりましたら、お知らせをいただ

きたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 税務課長 甲斐末久君。

○税務課長（甲斐末久君） １８年度、本年度につきましては、一般会計の方で補正さ
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せていただいております。２１ページの民生費の社会福祉費、後期高齢者医療事業

費という形で負担金といたしまして、１８万８,０００円を今回、補正させていた

だいております。これにつきましては、３月までの諸準備、設置に伴う諸準備費用

という形で、均等割の１０％、４８市町村の均等割を１０％、高齢者人口割を５０

％、７５歳以上のですね、それから、住民基本台帳によります人口割を４０％とい

う形で、高森町の負担は１８年度について１８万８,０００円ということでなって

おります。

それから、１９年度は、３億５,０００万円を必要経費として見込んでおりま

す。それから、２０年度、稼働に移りまして、５億３,０００万円を見込んでおり

まして、１９年度で高森町の負担が２２５万１,０００円ですね。それから、２０

年度で３４０万８,０００円を一応、概算として計上されております。

以上でございます。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） いろいろと連合体とか、団体が出来上がってまいりますと、

それに対して、管理費とか、負担金とかというのが当然発生してまいります。現

在、高森町も加入しておる阿蘇広域行政事務組合についても同じような考え方から

いけば、連合体でございますから、負担金が発生しておるということですね。

今、税務課長が言われたそれぞれの負担割合が決定されておるようでございます

が、概算でという言葉が一番引っかかるわけですね。１９年度が２２５万円、２０

年が３４０万８,０００円と言われました。これが概算なんですが、概算というこ

とは、あくまでも、予定であるわけですが、大体、負担金の割合の比率というのが

決定されておるならば、推移というものは確定してくるべきじゃないかなと思いま

す。国民健康保険診療とかというものに対しては、大体、年間の経費等を算出し

て、その中から歳入部分を出してくるシステムでありますので、流れがわかってき

ていますから、大体、毎年毎年どの程度いるかというのがわかるんですが、今回、

この後期高齢者医療広域連合については、今回、初めて出来上がる連合でございま

す。ですから、どのようにして、推移していくのかというのは、今、税務課長が言

われたとおり、概算でしか、おそらく金額は出てこないと思うんですが、ただ、私

達が一番心配するのは、こういうふうにして、医療に係る新たな連合が出来上がっ

てきますと、どんどんまた負担金だけを出す団体が増えるというふうにしか、私は

考えないわけですね。介護保険にしたってそうですよ。元々介護保険は、介護保険

をすることによって、高齢者医療が減額するだろうというふうな、老人医療が少し



－ 23 －

は減るだろうというような思惑から出来上がって、そして、結果的には、やっぱり

お荷物が一つ増えたような感じになってくるわけです。

今回、後期高齢者医療についても、また同じような感じで、後期高齢者医療を使

われる方達は、おそらく介護保険等についても、だぶって申請、認定を受けていら

っしゃると思います。ですから、両方使われることが多くなってくると思うんです

が、その点について、介護保険は、阿蘇広域行政事務組合の方で、事務整理をされ

ていらっしゃる。そして、後期高齢者医療については、こういう形で新たな連合が

出来上がる、そうなってくると、阿蘇広域行政事務組合とこの広域連合とのいろん

な連携とかいうものについては、どのような協議がなされておるのか、そして、概

算であると言われる、その金額について、増えてくると思うんですよ。当初は概算

で出しても、また補正を組まないといけないことが出てくると思うんですが、その

点について、立ち上げるに当たって、どのような見込みにおいて、どのような計画

によって、こういうふうな連合設置というものが出来上がってきたのか、広域行政

事務組合との連携も視野に入れてやっていかなければならないと思いますが、その

点についても、どのような協議がなされていったのか、お聞かせをいただきたいと

思います。

○議長（相馬俊行君） 税務課長 甲斐末久君。

○税務課長（甲斐末久君） 広域連合の設置につきましては、準備委員会を設けて、そ

の中で、広域連合を設置した方が事務も効率的であり、広域連合によって運営した

がいいというような結論に達して、全国的に県を単位とした広域連合を設置すると

いうことに至ったということでございます。

それから、今回が初めてでございますので、先ほど、佐伯議員の言われましたよ

うに、独立したならば、高齢者の医療対策ができるのではないかというような趣旨

のもとに、開催されておるわけでございますけれども、実際、運用に当たってみ

て、実質は、その負担が増になるということも考えられるのじゃないかというとこ

ろも意見は出されておりますようです。

それと、介護保険との二本立ての負担金、個人負担になりますので、そこあたり

が、今、国の方ではそういった形に、いい方向で考えておりますけど、実際、運用

になった時が、どういった結果が出るかということが、ちょっとその点は、まだ今

後の課題となるように思われております。

以上です。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。
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○１３番（佐伯金也君） 税務課長におかれましては、１１月途中から税務課長という

ことでございますから、その辺の流れはよくわかっていらっしゃらないと思いま

す。

町長さんの方で、阿蘇広域行政事務組合の方にも出席をされております。今回の

後期高齢者医療広域連合とのかねあいについて、阿蘇広域行政事務組合等ではどの

ようなお話し合いがなされておったのか、介護保険等の伸びもありますことなが

ら、やはり、後期高齢者医療と十分重複する点がありますが、その点について、ど

のような協議がなされておったのか、町として、どのように対応していくつもりな

のかを、 後にお聞かせいただきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 佐伯議員の方からご質問があったのは、尤もかと思っておると

ころでもございます。

今、広域の後期高齢者と申しますのは、国の一つの方針、また、熊本県４８市町

村でやろうというような結論を得て、各広域に下がってきたというからやりますと

いうことでございます。各町村に大きな負担がかからないようにということが一つ

の目的、また、今後を見ていきますと、段階的、いろんなものを加味した今回の後

期高齢者の連合ではなかろうかと思っております。

今、佐伯議員がおっしゃいましたように、広域というのは、私どもも今、阿蘇広

域におりますけども、大変巨大化いたしまして、なかなかその管理をしていくとい

うのに、本当に苦慮いたしておるところでもございます。

また、こうやって後期高齢者、７５歳以上の方を対象にした連合をつくるという

ことでございますが、これも一つの流れとして、今の国の指針と言いますか、国の

政策としての方向性ではなかろうかなと思っております。

例えてみますならば、熊本市から数十名の職員を出すとか、いろんな案があって

ございますが、まだまだ未確定のところがあります。今後、十分、私どものこうい

う町村の小さいところは、本当に広域というのが、私どものために本当になるのか

どうか、十分検討してまいりたいと、そのように思っております。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、総務常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７１号は、総務常任

委員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７２号 町道の路線の廃止について

○議長（相馬俊行君） 議案第７２号、町道の路線の廃止についてを議題とします。

本案について、これから質疑を行います。質疑はありませんか。６番 野中謙三

君。

○６番（野中謙三君） ６番 野中です。

今回の町道の７２号について、一つだけお尋ねしたいんですけども、町道認定廃

止について、今一、高森町において、不透明な部分がありゃせんかなと思っており

ます。判断基準という点で、以前でしたら、町道の認定する際には、その部落内に

おいて、その地域内において、利用頻度の少ない路線を下ろして、新たな利用価値

のある、利用頻度の高い道を町道に編入していくといった、そういったやり方がな

されておりましたけども、今回、７２、７３号で出ておりますけども、その町道認

定の際の基準について、今一度、町長の方からお話を伺いしたいという１点。

それと、財政的に非常に苦しくなっておりますけども、地方交付税で、町道は算

定基礎に入っております。１キロメートル当たりの基準単価等がもし、わかればと

言いますか、書いてございますけども、地方交付税の算定基礎となる部分の価格が

わかれば、教えていただきたいと思いますし、高森町において、少しでも財源を確

保するということになれば、町道にどんどん入れた方がいいという場合もあり得る

と思いますので、そのあたりの考え方についても、町長の方にお考えをお聞きした

いと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、６番議員さんからご質問でございますが、当然、今まで、

里道なり、いろんな面で地域の方々が使用されてきたものと思っております。今、

１つの利便性、また、今、各地域に高齢者の方が多く住んでおられるところも現在

ございます。それと、もう１つ、危機管理道路ということで、どうしても、今から

今後維持していくために、町道として、認定をしていってやる方が私どもの方も、

今後の町の方針としては、やはり良いことではないか。それとまた、地域の方々の

強い要望と、なかなかそこの地域に住んでいただかないとわかない部分があるんじ

ゃなかろうかなと。ただ、はたから見て、もちろん、費用対効果とか、いろんな問
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題もあるかと思いますが、今回は、１つの私、思いますには、高齢者がとても多い

地域でもございますことと、今後、危機管理用道路として、救急車でもさっと入れ

るぐらいの道路等にするのが、私達の行政としての務めでもなかろうかなと思って

おります。

いろんな町道認定、いろんな諸問題がございますけども、今後、地域的に、いろ

んな問題等も提示されてくるものと、そのように思っておりますが、今回は、そう

いう危機管理用道路、また、利便性が考えて、当然、町道認定をしておくべきだろ

うと思って、今回、皆様方にお願いをしたところでございます。

○議長（相馬俊行君） 企画財政課長 村上源喜君。

○企画財政課長（村上源喜君） お尋ねの地方交付税の算入の件でございますが、あい

にく、単価表等、手元に持ち合わせておりません。しかし、議員おっしゃるよう

に、面積、延長それぞれ地方交付税の算定上の基礎となっております。それが、認

定することにより、また、廃止することにより、どういった影響があるかというよ

うなご質問だと思いますが、それらにつきましては、いわゆる改良に伴う費用、ま

た、維持に伴う費用、また、あるいは経済的な効果、その辺といろいろ見比べる、

比較する対象が多うございますので、ここで、私の方から認定した方がいい、廃止

したら困るというようなことは今のところ、ちょっと判断の答弁はできない状況で

ございます。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） はい、ありがとうございます。

難しい質問だったろうとは思いますけども、今後において、やはり、どうして

も、町道の部分に関しては、やはり、後々のことを考えれば、町道にしていただい

ておった方が地域の負担が少なくなるし、あるいは、利害関係のある畑、山林等が

あれば、町道の方が非常に維持管理等については、負担が少なく、いわゆる個人の

負担が少なくて済むという部分がございますけども、財政的な部分を考えた時に、

ただ、一般的に道路というのは、車が十分安全で通られればいい、その部分の幅が

あれば十分機能するという考え方に立てば、何も町道認定する必要もない部分もご

ざいますし、あえて農道で置いておく部分、５割負担とか、そういった事業を使っ

て、道路の維持管理をしていく方がいいという場合もございます。

ただ、今後において、町長がまた、これから先もされると思いますけども、その

町道認定についての基準をどういうふうな方針でされていくのか、やはり、財政的

な部分として考えれば、交付税算定として基礎が少しでも入るということになれ
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ば、当然、ある程度の道をすべて町道にしておいて、いわゆる町道の中で、町の独

自で１、２、３、４、５の５段階とか、６段階に分けて、どの部分に関しては、ど

ういう維持管理を行う、例えば、６段階の６だったら、これは部落で負担してか

ら、してもらう部分の町道ですよとかいった、そういう具体的な町道の区別、仕分

けの方法等についてのお考えがあれば、そのあたりについても、お聞きしたいと思

います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、６番議員さんがおっしゃいましたように、また、６番議員

さんがいつも地域的で、皆さん、隣近所寄り集まって、道路愛護週間とか、いろん

な提案をされております。本当にすばらしい提案かと思いますが、今、言いました

ように、大変、高齢者が多くなりまして、なかなかＵ字溝に草刈ったやつが流れて

きて、詰まれば、高齢者の人がなかなか上げることが不可能になったり、いろんな

諸問題が今出てきております。そのためには、やっぱり５割補助とか、いろんなこ

とがございますが、やはり、町道として認定してやるべきだろうと、１つの高齢者

に対しての福祉の一環かなと、愛情かなと、私はそのような判断のもとにしており

ます。

それと、もう１つは、町道は、今現在、地域的にはほとんど町道ではなかろうか

なと、そのように思っております。まだまだ、今回、２件出ておりますが、本当に

地域の地区のど真ん中を道路等が縦断したり、横断したりしています。その分に関

しまして、今回、町道認定をというお願いでございます。

今、申しましたように、なかなか地区で管理ができないような状況に、今なって

いるということでございますから、できる限り、行政として手助けをしていく、今

日、認定しましたから、明日から改良してどうこうということではなくて、愛情を

持って、地域の方々にお助けをしてあげるというのが、私自身の気持ちでございま

す。

○議長（相馬俊行君） 申し上げます。議案第７２号は、町道の路線廃止でございます

ので、認定については、次で出てきますので、よろしくお願いいたします。

他にございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありません
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か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７２号は、建設経済

常任委員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７３号 町道の路線の認定について

○議長（相馬俊行君） 議案第７３号、町道の路線の認定についてを議題とします。

本案について、これから質疑を行います。質疑はありませんか。１３番 佐伯金

也君。

○１３番（佐伯金也君） １３番 佐伯でございます。

今、町道の認定、７２号のところ、大体、路線廃止なんですけれども、そこで、

町長の方から認定の方の意味も含めて、いろいろと本人の考え方について、位置付

けについて、ご報告がありました。町長もなる前は、議員を８年されております。

その議員生活８年間でいろいろと町道の路線の廃止と認定という問題が実際行われ

てきました。その都度、当時の議会においては、概ねどのような形で路線を廃止し

て、どのような状況の路線を認定していくかということは、議会の中で、ほぼ意見

を一致させてきて、そういうような作業を行ってきたと、私は今思っております。

今回の路線の７２号の廃止から、それに付随して７３号の認定においても、

初、工事をする際においては、他の補助事業のかねあいから、林道、農道的な位置

付けでつくったと、そして、 終的な町の目的には、やはり、生活用道路としての

位置付けであったから、工事が完成し、償還の部分も話がついたから、町道に認定

して、今後については、町で管理をいたしますよという形である。それについて

は、何ら、問題はないのじゃないかなと思っております。

ただ、しかしながら、先ほど、企画財政課長の方から言われました町道の延長キ

ロ数が地方交付税の算定基礎の中に入っておると、ただ、それがいくらであるのか

というのは、私は、国に確認しても、はっきり言われないと思いますし、町の担当

の方でも、長年の経験を踏まえてやってきても、町道の１平方キロメートル当たり

の地方交付税の額がいくらであるのかということは、私はわからないんじゃないか

なと思います。

そうした中で、ただ、私どもが考えなければならないのは、町道にしたならば、

管理をしなければならないということですね。その管理費の額と地方交付税に算入

されてくる基礎額がお互い同じになるかということですね。そう考えた時に、部落
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道で、部落の方に管理をしていただいた方が町の負担も軽く済むし、その地域の愛

着度も深くなる、そういうことも考えて、私は町道の認定というものは進めていか

なければならないと思いますし、以前は、町道の認定を新規に１キロするんである

ならば、どこか町内において、もう部落道でもいいんじゃないかとか、もう経済効

果もそれほど上がらないんじゃないかとかという路線を１キロメートル程度廃止を

していたわけですね。大体、高森町の町道延長キロ数という分の天井は概ね、私は

その当時決まっておったというふうに考えております。

しかし、近ごろの町道の認定の仕方を見てみますと、何となく、どんどんどんど

ん町道が延長キロ数が増えているような気がするわけですね。財政が豊かで、税収

が上がって、人口が増加して、住環境がまた変わってきたということであるなら

ば、町道認定というのが、頻繁に出てきても、私はそう珍しいことではありません

し、歓迎するべきことでもあるかなと思っておりますが、ただ、このような時期に

おいて、新たに町道を認定してくるということが、本当にその地区のためになるの

か、または、この町の財政のためになるのか、何のために原材料支給、５割補助で

すね、部落道の５割補助とか、いろんな補助事業を立てていらっしゃるのか、原材

料支給は町道に限りますけれども、５割補助とか、何のためにされておるのかとい

うこともあると思うんですね。私は、今、町道認定を新たにするならば、それなり

の理由がちゃんと必要であると思いますが、今、町長が言われたとおり、高齢化が

進んで、道に生活用水が流れる、それを掃除するのも大変だから、町道にすると

か、私は、それはもう理由にはならない時期になっていると思います。

やはり、今後はそのような地域があった場合については、地域がそういう高齢化

しておる地域については、その地域の皆さんが周りにいる皆さん達が助け合ってや

っていただかなければ、私は、高森町の財政は破綻してくると私は思っておりま

す。

いかに経済効果を抜きに、町民平等にいろんな政策をやろうと思っても、１０年

前の財政と今の財政は全く違うわけです。ですから、町道認定については、私は慎

重に行っていくべきであると、町道に認定していく、そして、町が管理していくこ

とによって、その地域が経済的に、産業的に飛躍をするということがはっきりわか

っておるならば、私は町道認定というものは、どんどんしていくべきであると思い

ますが、１５年後、２０年後、その地域に何人の人間が残っていらっしゃるのか、

また、その地域の道路に対する愛着度がどの程度あるものかということを図ってい

くと、私は、安易に町道認定というのを進めていくべきことではないと思います。
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各議員のお手元に配ってあります陳情書、要望書が、今回、今議会中に配ってご

ざいますが、豆塚農道の町道化の陳情もあっているようですね。そういうようなこ

とで、すべきところは、私は先にすべきであると思っております。もう少し優先順

位については、慎重に考えて、町道認定は、私はしていただかなければならないと

思っておりますが、その点について、ちょっと長く、私の持論も含めて話をいたま

したけれども、町長さん、いかがお考えでございますか。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 確かに、今の経済状況から申しますと、大変な、私どもも考え

ていかなければならないと、十分考えておるところでございます。

今、申しましたように、地域の中心を通っている道路、そういう意味でも、なか

なか私どものお助け、今までは逆に若い方々も大変おられましたけども、本当の意

味で、高齢者の方々が多くなり、管理すること、材料支給とか、いろんな問題がご

ざいます。なかなか材料支給で工事等を施工されるというのが、大変難しくなって

いく地域が多くございます。これも今回、廃止と、認定と出ておりますけども、本

当に生活、利便性としては、一番必要なところからと思うことで、今回、議員の先

生方にお願いをしたところでございます。

いろんな陳情書もるる上がってきておりますけども、まずは、確認をし、地域の

方々、また、議員の皆様方とも話し合いながら、必要な路線につき、廃止と、認定

ということでございます。

今、町道認定ということで、多く距離が伸びているんじゃないかというふうにお

話がありましたけども、町道認定、廃止も今まで私自身はやったことがございませ

んで、今回お願いをするところでございます。地域の強い要望と、そして、私ども

が見ました地域に本当に町道認定する必要な部分じゃなかろうかなと思って、今

回、お願いをしたところでもございます。どうかよろしくお願いをいたします。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） はい、１３番です。

強い要望が地域であったということでございますが、今回、意見書等の受付処理

がなされております。議会の方も、当然、いろいろな陳情、要望を受付をいたして

おります。

１２月１日に、豆塚地区の農道を町道にしていただきたいということで、陳情書

がその地域から出されております。その件は、各議員、それぞれお手元にその陳情

書の写しがあるからわかると思いますが、じゃあ、時間的な問題もあるとは思いま
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すけれども、豆塚地区の農道が、農道でつくりましたから、それは工事費の償還、

いろいろな補助問題等が発生しておりますので、その件が解決せんことにはどうに

もなりませんが、ただ、やはり、私は今から先、今後、町道に認定していくからに

は、やっぱり以前、あったように、幅については、 低３メートル、そして、経済

効果も当然、含めることながら、やっぱりその地域の環境も考慮してやるべきであ

ると、私は思っております。

ですから、今回、私が意見を出しておるのは、この男原２号線でございます。山

之口～蔵地、社倉～戸畑線については、廃止に伴う組み替えでございますから、廃

止というか、路線の変更による新たな認定でありますから、延長キロ数は変わりま

せん。ただ、男原２号線については、その道路の地図状況を見ますと、その付近に

は、４軒か５軒ぐらいの住宅が確かに存在しているようで、それを見捨てろとは、

私は申し上げませんが、５割補助で私はできないことではない部落道ではないだろ

うかなとも、私は認識をいたしております。

ですから、やはり、今後、私は、旧高森町内辺りの道路整備もどんどん進めてい

って、住環境も進めていかなければならない時期に、やはりするべき優先順位とい

うものは、もう少し慎重に諮っていただきたいような気がいたしますけれども、そ

の点について、再度、町長さんのご意見をいただきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 十分、おっしゃいましたことを基本としてまいりたいと思いま

す。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 豆塚地区の農道は、どこらあたりでしょうか。

○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） ちょっと、私の方も確認しておりませんが、豆塚農道の件

については、県の方から県改良部分であれば、県の方で農道整備して、うちの方に

関係資料を送ってきております。ただ、その中に、まだ、名義の変更が一部、個人

名義になっていたところがあった状況の中で、確認がとれていないということで、

そのあたりの名義がはっきりしないというところがありましたから、そのあたりで

若干、手続きが遅れているものと思っておりますが、今、おっしゃっている部分の

内容がちょうどあそこのコスモスから山鳥の方に抜ける道であれば、その分につい

ては、県の方が用地の登記が済み次第、うちの方では認定していきたいというよう

な考え方で思っております。
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○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） はい、ありがとうございます。

この陳情については、これは、要するに、優先順位のことについて、町長の方に

参考として申し上げたわけですね。要するに、私としては、住民皆平等であるべき

であるというのは、確かにわかるんですよ。それはわかるんです。ただ、財政が１

０年前みたいに、ちゃんと交付税の方で、地方の財政を支えてくれている状況であ

るならば、それはそうとして、私はやっていかなければならない義務であると思っ

ております。

しかしながら、ここ数年は、地方交付税、いろんな県の交付金、国の交付金、支

出金等も見ても、そうはなっていないわけですね。やはり、田舎は辛抱しなさいよ

というようなふうに財政の締め付けをされてきていらっしゃるわけです。国の方か

ら、県の方から。そういう中において、「いや、高森は初心貫徹ですよ」という形

で、昔みたいに、どんどん町民皆平等でやっていってできるのかということです

ね。私は税収のほぼ７０％程度は、旧高森町色見、上色見等で４億９,０００万円

のうちの７０％程度は徴収されておると私は思っております。その地域が、住環境

が悪い、経済効果が上がらないようなリスクをからった地域形成である、そして一

生懸命苦労されて税金を納められておる。そして、草部南部、草部北部、野尻、河

原と、そういうふうに高齢化が進んでおる地域の人達を支えていらっしゃったんで

す。でも、もうぼちぼち旧高森の方を優先的には考えていい時期に来ているんじゃ

ないですかと言っているんですね。

そうしないと、旧高森の産業が疲弊してしまったんじゃ、山東部の方を面倒をみ

ることもできなくなりますよと、親亀がこければ、子亀もこけますよというわけで

すよ。だから、今ここで、草部地区の路線の認定が出てきておりますが、そこより

も先に、町道でするべきところが、まだ町内にはあったんじゃないかなというよう

な意見を申し上げておるんです。

町長は、その点について、町内にお住みですから、近いところは見えないかもし

れないけれども、遠いところばかりじゃなくて、もう少し足下をご覧になったらど

うですかというお話しをしているわけなんですが、その点について、再度、 後

に、町長さんのご意見を伺っておきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 本当にご意見をいただいて、ありがとうございます。

国の方も今日の新聞じゃございませんが、生活保護法は持ち家があれば、担保に
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入れて、お金を貸すとか、それが終わってしまったら、また生活保護に戻してあげ

るとか、何かとても厳しさを毎日、ひしひしと私ども感じているところでもござい

ます。

当然、今、佐伯議員さんがおっしゃいましたように、私どももやはり、地域格差

といいますか、私どもが住んでいる地域格差、その中にも今、おっしゃいましたよ

うに、大きく地域格差が町部分でも地域格差ができている分があろうかと思ってお

ります。その部分を、今回は、先ほど申しましたように、なかなか地域の高齢者の

方々が身体も思うようにいかないということで、いろんなことを考慮して、今回、

認定のお願いをしたところでございます。

今、おっしゃいましたように、確かに、町中、また、色見地域、いろんな地域で

も、まだまだ認定をしたり、また、お助けをしたり、行政面からの応援をしたり

と、いろいろあろうかと思いますが、その分につきましても、今後、十分、検討し

てまいり、また、精一杯進めてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願い

をいたします。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。１４番 後藤英範君。

○１４番（後藤英範君） １４番 後藤です。

今、いろいろ地域的な話がたくさん出ておりますが、この上色見地区に出ており

ますが、これはもうずっと前から町道認定という地元の要望がたくさんあって、陳

情をしているところでございますが、とにかく、高森は、あの根子岳は一番財産と

私は考えております。

そういうところで、上色見の学校跡地も若い者がしっかりがんばっております

が、この路線の上は根子岳の登山道路でございます。そういうところで、観光道路

でもあるし、是非、町道に地元から要望がございますので、ご協力をお願いいたし

たいと思っております。

よろしくお願いします。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） ６番 野中です。

１点だけお伺いします。町内の町道の舗装率、今現在、どれぐらいで舗装率がな

されておるか、お願いします。

○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 今、町道の舗装率は、ちょっと舗装率については、私の手

元の資料にはちょっと入っておりませんけど、改良率等でいけば、５６％になって
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おります。

申し訳ございませんが、一応、交付税の資料として、こちらの方に手元に置いて

おりますけど、一応、改良率については、ちょっとこれ入れておりません。改良率

が５６.４％ということで、ご了解いただきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。１２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） １２番 三森でございます。

いろいろと路線の認定について、それぞれの立場で意見が出ております。正直申

し上げまして、今、改良率のパーセントも課長の方からも申されております。現

在、町道に認定されておっても、まだ整備等が十分でない箇所も相当見受けられま

す。本当にこれが町道だろうかというような路線も相当あるわけですね。そういう

中で、新たに認定という形が本当に妥当であるのか、整備が追いついていくのか、

そこらあたりが非常に疑問視される部分であります。

先ほど、１３番議員の佐伯議員の方からもいろいろと交付税措置、いろいろな面

で申されております。確かに、先立つものは金ということでございます。認定をし

ますと、否応なしに、事業に入っていかなければならないというような事態になっ

てまいります。そうしてまいりますと、また、現在の町道の認定された部分の事業

が進んでいかないというのが、現実ではなかろうか、そこらあたりの整備というも

のは、まず、優先順位ではございませんけれども、そこらあたりを重視していかな

いと、本当に町道としての価値があるのか、そこらあたりが、本当に疑問的な部分

の町道というものが、相当見受けられるのが、今の高森町の現状ではないだろうか

と思います。

幸いにして、高森は広範囲な面積を有しておりまして、交付税措置も少し増額を

されたという事実もあります。そういう部分においては、こういう山東部のいろい

ろな面の地域性と申しますか、その恩典はあったかに見えますけれども、先ほどか

ら申しておりますように、それに伴う事業負担というものが、今後、どうなってい

くのか、そこらあたりが非常に心配する部分であります。

現在の認定した町道の部分と、今後、新しく認定する部分の事業高、その推移と

いうものが今後の見通しとして、企画課長、財政も握っておられます。そこらあた

りも財政の方にもちょっとお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（相馬俊行君） 企画財政課長 村上源喜君。

○企画財政課長（村上源喜君） 先ほど、建設課長の方から改良率が確か５６％という

答弁だったかと思いますが、確かに、三森議員、おっしゃいますように、認定した
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けれども、まだ整備ができていない箇所等、やはり多うございます。その辺も含め

まして、交付税措置されている分もございますけども、やはり、そこは、基幹とな

る道路を主体としながら、また、危機管理等も十分考えながら、予算の中で、議会

に諮りながら、順次整備をしていく以外にはないと。実質、事業費も先ほど、佐伯

議員もおっしゃいましたが、１０年前とはかなり、投資できる財源等も少なくなっ

ておりますので、その辺、じっくり踏まえて、十分検討しながら、予算として提案

していきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。

○議長（相馬俊行君） １２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） 現状はそうだろうと思います。要するに、折角、認定されて

おります町道について、あくまでも事業推進を早くやっていくというのが、私は現

状ではないだろうかと思います。そして、「ああ、なるほど町道だな」というよう

なお互いの町民が認識できるような町道であってほしいというのが、町の指針では

ないだろうかと思います。

部落道にいたしましても、それなりの補助が出ております。５割補助という事業

がございます。そういう面で、位置付けの中で、地域の助け合いの中でやっていく

というのも、一つの方策であるという気がいたします。そこらあたりはちゃんと噛

みしめて、事業推進すべきところは早めに小さい規模でありますけれども、この予

算の中で、早期に計画を立ててやっていくというのが、まず、優先順位ではないだ

ろうか、私はそう思います。

そこらあたりも、折角でございますので、建設課長、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 確かに、おっしゃるとおりだと思います。合わせて、男原

２号線の件で、ちょっとうちの方が陳情等もありまして、現況調査を行った結果を

若干説明させていただきたいと思います。

たまたま陳情が出まして、この道路現況で確認にまいりました。現状としては、

舗装になっているものですから、てっきり、ここは町道じゃなかったろうかという

ような状況がありましたけど、これが、農道でもありませんでした。今現在、この

道路は里道としての位置付けにしかありませんでした。

現状としまして、先ほども１３番議員のおっしゃいましたとおり、原材料支給と

かの内容については、あくまでも町道認定路線である、それから、５割補助につき
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ましては、農道、林道というような位置付けで、現在行っておりますけど、たまた

まこの路線が里道として、今まで現在残っていたというのについては、若干の疑問

視もありましたので、あえて、このあたりをご説明させていただきたいと思いま

す。

それから、１２番議員おっしゃいましたとおり、その分については、十分、今後

もそこに視点を置いて、進めていきたいというふうに考えております。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。１４番 後藤英範君。

○１４番（後藤英範君） 町道関係ですので、他の町道についてお尋ねいたしますが、

天神～前原線は測量まで進んでおりますね。そして、そこの高根切橋、そこまでや

ってから、あっちをやるという話は聞いておりますが、大体計画はありますか。私

どもがやっぱり地元の陳情で、前町長の今村町長の時でございますけれども。そし

て、測量までしておるが、道は必ずできますか。私は言われていますよ、そういう

嘘ばっかり、あんたは、信用できませんて、議員には出たがるが、こういう言葉で

ございます。私は、一生懸命にやっているつもりではございますが、なかなか町が

つくってくれんなら、次期は出られません。もう私も年ですから。絶対できあがっ

て、議員を辞める気持ちでございますが、いろんなことを聞いていただければ、す

ぱっと辞めます。本当にやる気があるかないか、できんならできん、何でできん

か、私は部落の皆さんに言わなければならない義務がございます。今まで設計して

からできていない道がどの程度ございますか。お知らせいただきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 一応、設計してできていない道は、ちょっと私の方も確認

しておりません。大体、順序として、事業推進に当たりましては、まず、計画が上

がったのが設計、それから実施というふうに上がってきておりますので、たまたま

あえて申しますならば、南片山線の方が設計が上がって、これが６年の年月を経ま

して、今回、やっと着手したような状況にあります。そのあたりも踏まえまして、

あくまでも、今おっしゃいました天神～前原線、これについては、事業の中で、年

度計画でずっと現在、まだ、今進めている状況でございますので、そのあたりにつ

いては、今後、これからどちらから先とかというようなのは、そこの地域の実情に

応じて進めてまいりたいというふうには考えております。

そのあたりで、これをうち切ったとか、どうのこうのというのは、今、ありませ

ん、私の手元ではですね。一応、ご理解いただきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） １４番 後藤英範君。
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○１４番（後藤英範君） 理解ができんですね。なぜならば、町長も替わります。議員

も替わります。また、課長さんあたりもずっと替わっていく中で、私が前町長にお

願いしたのは、あそこは危機管理道路でつくると、町長は私が言う前に言ってくれ

たような気持ちがしますね。それがだんだん替わって、やはり、親方が替わってい

けば、替わった人がこうしていきなさる。だから、つくるか、つくらんかというこ

とですよね。問題は。私は帰ってから言わんと、また初寄りがあります。「あんた

ばっかりは嘘言うやつでどんこんできん」もう悪く言われているのは何でも、聞き

流しきるけど、私どもはやっぱり地元、町発展のために出ているのは事実でござい

ます。そこら辺をはっきりとある程度してもらわんと、高根切が終わったら、こっ

ちをしますということは、課長さんからも聞いております。だから、この中身だけ

はしっかり、なるべく何も言わんで、去っていこうと思いますけど、やっぱり何

か、すっきりしないと、あの世に私も行けませんので、ご協力をお願いいたしま

す。

○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 済みません、はっきり申し上げまして、私の方の地域自立

促進計画表の中でも、平成１７年から２１年の中にも天神～前原線うたっておりま

す。それから、基本計画の中でも１６年から２０年の中に天神～前原線というもの

は入っておりますので、今の計画の中で、これをしませんというような状況じゃな

く、ただ、現状として、建設課に与えられた予算、この予算の中でやっていくもの

ですから、一応、計画に基づいて、ずっとうちの方も進めております。一応、期間

中には状況推進として残しておりますので、それは進めてまいりたいと思います

し、それを、変えるということになると、私の方からの答弁はちょっとできません

ので、一応、参考までに、事業計画の中には入っておりますし、これについては、

私どもも強力的に予算推進につきましては、財政課に予算の要求等はずっと行って

きておりますので、そのあたりでご理解いただきたいということで、申し上げてお

ります。

○議長（相馬俊行君） １４番 後藤英範君。

○１４番（後藤英範君） 現場に行って見ていますか。あそこの手前に舗装をするはず

で、大体予算があったんですよ。ところが、どうせ、橋を架けて、あそこは埋立に

なるからということで、よそに予算も送ったような気持ちがします。そういうこと

で、やるということがわかっていれば、初寄りで立派な、また皆さんに言わない

と、嘘の英範では私は死にはできませんというのが、私の気持ちでございます。よ
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ろしくお願いします。

○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 済みません、説明不足だったかと思います。確かに、そこ

の現場も確認しておりますし、おっしゃるように、河川に付随する橋もカルバート

ボックスをつないでということであっておりましたので、それについても、うちの

方で検討しております。ここが砂防地域の指定を受けておりまして、カルバートボ

ックスでの施工については、県の方と協議した結果、もう一度見直しという話があ

っておりますので、その部分が若干事業的には遅れているかと思っております。あ

そこは、カルバートボックスとかというような橋のつくりじゃなく、砂防河川のた

めにするならば、はっきりと橋りょうが必要であるというような結論に達しており

ますので、そのあたりで、現在、協議しているところでございます。

○議長（相馬俊行君） １４番 後藤英範君。

○１４番（後藤英範君） 危機管理道路というやつは、忘れんでおってください。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） 後に１点だけお伺いします。と同時に、町長に知恵をお借り

したいんですけども、町道認定があるたびに、そんなにはなかったんですけども、

地域に帰った時に、どうして町道認定、どの地域のあの道がなるんですかというふ

うな尋ねられ方をされます、地域に帰った時に。今回の場合も、例えば、私の住ん

でいる色見地域は、町道認定する際に、１本の町道を廃止して、新たにしていただ

いたという経緯がございますし、その時の執行部からの提案で、将来的に、利用価

値の少ない町道については、廃止の方向で行くと、そういった部分で、地域内でど

れを町道として残すか、そして、どれを町道として認定してもらうために廃止する

のかという部分を話し合った上で、町道認定については行うということで、執行部

からの説明がありましたので、地域でそういう旨の説明をして、やっと了解をして

いただいた上で、新たな町道廃止をして、認定をしたという経緯がございます。

当然、今回の場合も、町道認定というのが上がってまいりますので、どの路線を

じゃあ、その地域が廃止するという、そういう大きな基本としての部分ですね、そ

ういう部分をされたんですかという、多分、聞かれ方をされますし、以前もされま

したので、どう答えたがいいのかを、町長の考えをそのまま地域に持って帰って説

明したいと思いますので、町道認定に際して、判断基準が常に変わるんではなく

て、以前、そういった経緯で廃止をしたという路線がございますし、認定したとい

うことがございますので、合わせて、認定廃止についての考え方をお聞きして、終
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わりたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、６番議員さんがおっしゃいますように、本当に町道廃止と

いうのは、大変、地域の議員の先生方としては、大変ご苦労があったんだろうな

と、そのように、今想像したところでございます。

前の執行部の方々がどのような説明のもとに認定廃止をされたというのは、私も

それに参加しておりませんから、わかりませんけども、私自身は、やはり、廃止と

いうのもなかなか大変な、認定以上に廃止というのはご苦労があるんだろうなと、

そのように想像いたしております。今回は、路線名と少し若干、起点が２カ所にな

ったとかということで、変わっておりまして、廃止した部分は廃止の路線名だけ廃

止になったような形になっておりますけども、やはり、できるものなら、先ほど申

しましたように、高齢者、いろんな福祉問題から考えますと、なかなか廃止という

のは、大変だろうと、ただただ、その時の６番議員さんのご苦労に頭を下げるとい

うことでございます。説明なされますならば、町長はようやられるばいたと言うて

もらっておくとえらいありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７３号は、建設経済

常任委員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） お諮りいたします。

暫時休憩したいと思いますが、ご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） １０分間休憩いたします。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午前１１時０２分

再開 午前１１時１５分



－ 40 －

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

建設課長の方から発言の申し出があっておりますので、これを許します。建設課

長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 先ほど、野中議員の方から舗装率のお尋ねの件ですが、一

応、簡易舗装を含んで、９３.７％の舗装率です。以上です。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７４号 土地改良事業の施行について

○議長（相馬俊行君） 議案第７４号、土地改良事業の施行についてを議題とします。

本案について、これから質疑を行います。質疑はありませんか。１２番 三森義

高君。

○１２番（三森義高君） はい、１２番 三森でございます。

議案第７４号について、一言、お礼と意見を述べさせていただきます。この事業

につきましては、内山地域と言いますか、農業用水等の電気料節減ということで、

以前、県の方へ陳情いたしまして、いろいろとお願いをした経緯の中で、今日の提

案になってきたところでございます。

この提案の中で、本当に国・県の事業としてやっていただくということに対しま

しては、大変ありがたく、また感謝しているところでございますし、また、本提案

の中に、一応、農業用水事業でございまして、団体営の内山地区基盤整備促進事業

ということでなっております。この中で、一応、私がお聞きしたいことは、町費３

０％となっております。一応、金額にいたしまして、５,５５０万円ということに

なっております。これの町費という部分の中身、どういうことであるのか、これは

私からお聞きするのも大変僭越ではございますけれども、一応、念のためにお聞き

をいたしたいと思いますので、その点、よろしくお願いいたしたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 一般財源の５,５５０万円の内容ですが、基本的には、基

金繰入的な内容で、農業用水供給事業代表者会議の中で、一応お願いしておりま

す。この金額につきましては、当然、町あたりとの絡みもありますので、この内訳

については、今後、財政あたりと十分協議を重ねて、そして、結論に持っていきた

いというふうに考えております。

○議長（相馬俊行君） １２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） これにつきましては、一応、基金の方からというような答弁
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のようでございます。考えてみますと、内山地区という農業用水という位置付けで

ありますならば、農業用水基金というものがございます。その中で、当然するべき

ではないかというような気もいたします。しかしながら、この事業につきまして

は、町長も以前から申されております。あくまでも、町の市街化地域の環境水、あ

るいは、防火用水等々の内山水系の水利用ということで、大変市街地に貢献してい

るのも事実でございます。そういう意味合いにおきまして、少しでも少ない経費の

中で、水を供給したいという考えのもとで、町としても大いにやっていこうという

意気込みの中で、この事業が成り立ってきたところも事実でございます。

そういうところにおきまして、私も代表者会の役員をしておりますので、そうい

うことを踏まえて、今後、お願いいたしておきたいことは、あくまでも防火用水

的、あるいは環境水的、また、基本は農業用水事業の中での基盤整備事業というこ

とにはかわりはございません。そういうことで、大いに町としての利用価値という

ものが当然あるんではないだろうという気がするわけでございます。

そういう面におきましては、町の参入というものが不可欠ではなかろうかという

気がするわけでございます。予算措置として、町ありきでやっていくのが当然では

なかろうか、その後押しとして、農業用水としてもやっていきたいという気が当然

するわけでございます。そういう面におきまして、町長としてのご意見をまず、お

聞きいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、内山ため池の件かと思いますが、農業用水供給事業代表者

ということで、今、三森議員さんが会長をなされておられます。今、三森議員さん

の方からもお話がありましたように、数年前に金利が低金利ということで大変ご苦

労があり、前草村県議さんのもとに全員で陳情に行ったような記憶がいたします

し、また、その中でもいかに今、農業用水を守るか、また、皆様方のお助けができ

るかということで、いろんな案を考えたすえ、今回の内山ため池の新設ではなかろ

うかなと、そのように思っております。

その中にも、いろんな１３番議員さんの案が出ていたり、いろんなことを見てき

ましたけども、本当に雨水を利用すると、本当にすばらしい考え方、今頃、改め

て、ため池をつくるとは何事だという人もおるかもしれませんけども、一つのこの

経済効果、波及効果、今、三森議員さんがおっしゃいましたように、地域の環境保

全、また衛生、また防火、本当にすばらしい考え方のもとに計画なされたものと、

そのように思っております。
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ただ、負担金につきまして、もちろん経済的なものが絡んでいるわけでございま

すから、負担金につきましては、今、ここに町費と書いてございます。いろんな話

を総合いたしますと、やはり、農業用水供給事業組合の方からの負担金でというこ

とで、代表者の方々とは煮詰めてあるようにお聞きしております。

その中で、この前、ここ１０日ぐらい前に、三森議員さんをはじめとする陳情が

ございました。そのことにつきましても、今申しましたように、防火環境、町の全

体的な衛生、そして今は町中にも浄化槽というのが大変普及してまいりまして、本

当に水路につきましては、ご苦労があっているものと、そのように思っておりま

す。

できる限り、今後も農業用水供給事業の皆様方とよくご相談申し上げながら、私

どもの町単独で、応援ができる範囲内で、精一杯努力してまいろうと、そのように

思っておりますので、よろしくお願いをいたします。

○議長（相馬俊行君） １２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） はい、ありがとうございます。

その件につきましては、町長のご配慮を特にお願いするわけでございます。と申

しますのも、ただいま、町長の方からも少し触れていただきました。農業用水とい

うものは、市街地の十文字に側溝的な見地で入っております。この側溝感覚の排水

と、これが、今、要するに浄化槽普及ということで、大変水も以前よりも生活排水

等々がきれいになっているのも事実でございます。しかしながら、今なおもって、

生活排水も流されておるというのが現実でございます。

農業用水は、それに伴って、どちらが農業用水路を利用しているのか、計り知れ

ない、結果的に申しますと、農業用水排水ではなくして、生活排水のための用水路

のように見受けられるというのが、今の農業用水の事情です。市街地の中を東から

西の方に流れております用水路と申しますのは、ほとんど農業用水の用水路でござ

います。これにつきましては、昭和３３年土地改良事業組合をつくって、資金を借

りて事業を興し、そして、用水路整備をした経緯もございます。

そういう中で、今現在、浄化槽の新設につきましても、組合の方に印鑑をいただ

きにこられておる状況でございます。そこらあたりが、なかなか行政としても、ま

た、職員の皆さん方におかれても、わかっておらないというのが、現実ではなかろ

うかというようなことでございます。それほど、農業用水と、ただ、それだけを言

われると非常に農業用水水利組合としても、大変苦慮があるということでございま

す。
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ですからして、あくまでも、農業用水事業に町も参加し、一緒になって、経費節

減のために努力をするという位置付けの中で、この内山地区の基盤整備促進事業と

いうものを立ち上げていただいたものと、私どもは感じておったところでございま

すけれども、いよいよ立ち上がってみますと、中身が全然違うということで、大変

先輩の農業者代表者会の中でも、いろいろな意見が出てきたところでございます。

そういうところも勘案されまして、一応、今日の議会の中で、いろいろと意見も出

ますけれども、これがスムーズな中にいい方向で、できますことであれば、農業用

水関係者とも、また、代表者会としても、いろいろな話し合いの中で進めていきた

いなというような気がするわけでございますので、その点、今一度、町長の方から

ご意見等を賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、１２番議員さんがおっしゃいましたように、今後も十分、

内山ため池、ただ農業用水のみじゃなく、いかにそのため池が私どもの市街地に影

響を与え、メリットを受けているかということでございますから、今後、十分検討

なしながら、また、会長とも打ち合わせながら、進めてまいろうと思っておるとこ

ろでございます。

よろしくご協力いただきますように、お願いいたします。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。８番 甲斐廣國君。

○８番（甲斐廣國君） ８番 甲斐です。

私は、この事業そのものに反対するわけではございませんけれども、内容、これ

は、全く地元負担がゼロということでございますが、この算定に当たって、そこら

あたり、地元負担がゼロになったという根拠、ちょっとお尋ねをしたいというふう

に思っています。

○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 地元負担ゼロとこちらの方で上げておりますが、町費負担

の中で、基金運用というのがありますので、その分は、受益者的な要素があるとい

うことで、お含み置きいただきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） ８番 甲斐廣國君。

○８番（甲斐廣國君） 確かに、基金がありますので、その中から一部負担するという

ことであるならば、納得ができるわけでございますけれども、先に、道路関係の中

で、１３番議員さんが言われましたように、山東部、税収も全くないというような

ところは、もう少し事業を落としたらどうかという意見もございました。私どもの
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地域は全く畑作地帯です。それで、昔から全く何の恩典もない。すべてを色見も同

じですけれども、自分達で努力しなければ生きていけない地域でございます。

やっぱり、私達、いつも思っていたわけですけれども、水田地帯は、税金も払っ

ておりますけれども、あらゆる保護が重なってきておるわけです。こういった事業

が、今後、やっぱり国・県の事業が出てきて、そして、畑作地帯をもっと活かす事

業がないのか、そういうものも我々は考えるところでございます。そうしない限

り、もう畑作地帯、今年もテレビ等でありますように、作ったものをトラクターで

すきこまなければならないような状況下にあるわけですよ。ただ、水田地帯が、私

は、このゼロというのを見て、これだけ優遇されるのかと思ったわけですけれど

も、基金の中からそういうことであるならば、納得がいくわけでございますけれど

も、今後、農業問題につきましても、やっぱり山東部でも生きられるような、道筋

がほしいなと、常に考えておるところでございますので、そこ辺は執行部でも、ま

た農林課でも真剣に考えていただいて、山東部で農業で生きられる道筋を模索して

いただきたいと強く要望して、答えは要りません。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。１３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） １３番 佐伯でございます。

団体営の内山地区の基盤整備促進事業計画ということで、事業計画の目的が記さ

れております。それを読みますと、大体一番気になることは、ポンプの稼働率を軽

減して、やはり、今、農業用水の給水に係る電気料をいかに下げていくかというこ

と、それを解決しようということが伺えるわけでございます。

ただ、先ほど、町長の方からも言われました、以前、私が水資源対策課の方に提

出をいたしました農業用水供給に係るコストの軽減対策ということで、ある程度の

私案を出させていただいております。それにも、実際、高森峠の中腹に１万トン程

度のため池が必要になってくる計画でありました。それは、雨水はほんの少々、沢

の水を少々、それに大半は湧水トンネルから湧水する水をそこに供給するというも

のでありました。そうすると、莫大な電気料がかかるのじゃないかということで、

なかなか皆さん、二の足を踏まれますが、ただ、その後の施設についての説明を私

はもう少し慎重に聞いていただきたかったなと思うのは、やはり、ある程度の落差

ができる地点に１万トンのため池をつくっていただくことで、そこから、結果的

に、水が同じ湧水トンネルから出るのであるならば、簡易水道で使っている水も一

緒、農業用水の水も一緒であると、そうすれば、やはり、１万トンのため池に落と

す水をオーバーフローさせて、２,０００トンタンクに落としますと、そして、そ
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の落とす際に、落差高で発電をして、電気代を浮かせますと、そして、２４時間体

制で２,０００トンタンクに落としますから、当然、生活で使う水もムラがござい

ます。朝昼晩と、その間の時間帯には、当然、水もオーバーフローしますから、そ

れを坊ヶ平のため池に落としますと、そうすると、また、落とすことによって、落

差が生じ、電気の発電ができますと、そして、坊ヶ平の水も２４時間体制で水を入

れますから、町内にオーバーフローした水が配水されると、そうすると、町内の環

境問題もクリアされるでしょうという形での私は、私案であったと思います。

今回の計画は、明らかに湧水トンネルの水はあてにしないで、高森峠に降り注ぐ

雨水と沢の水の一部を入れるということでございますが、私は、水田農家の方達、

これは、野菜農家の方達も含めて、今の農業に従事する人達が全部考えておる関心

事でございますが、農作物についての、やはり環境管理について消費者からの非常

な厳しい注文が増してきたということ、それは、その農作物について、どういう環

境でその作物を生産されているのか、どういう肥料を使って、どういう農薬を使っ

て、何回使って、何回肥料を施して、その農作物ができるのかということに対し

て、消費者が関心を持ち始めて、それに応えるように、厚生労働省が法律を整備さ

れてきたということですね。そうした時に、今は、現時点、水田をされている皆さ

ん方は、湧水トンネルのきれいな水を使っていらっしゃる。そうした時に、じゃ

あ、高森峠に降り注いだ水が、道路を介して、ため池に入る、そうすると、皆さん

方、ご存じのとおり、道路には車が走った後のオイルとか、タイヤが摩耗したゴム

屑とかが入る、そうすることによって、油が混入してくるわけでございますが、そ

のような水を今まできれいな水で田を作っていた人達が、油が混ざるような水で田

を作るということに対して、違和感が生じないのかどうかということも、私は、そ

ういうことを確認されたのかどうかも、私はお聞きしたいと思います。

確かに、ため池をつくる際に、濾過装置もつくられると思いますよ。こされるよ

うな、何か、沈殿槽みたいなのを第１次槽でつくられて、第２次槽でとされる思う

んですが、そうすれば、特に、また、その第１次槽の清掃管理についての管理費

は、今後どういう形で計上されていくのか、今回、町費について、３０％、大体国

庫補助がある場合については、国が５０％ないし５５％、６０％、見る時には残金

については、県と町で折半だったり、県の出したやつの半分は町が出して、そし

て、残りを受益者が負担したりということが、大体国庫補助の姿であると思いま

す。

ですから、今回、地元負担金ゼロと書かれているのは、これは間違いであって、
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本来、地元負担金というものは、１５％生じておる、それを実際、地元の皆さん方

に負担がないように見せるんじゃないかな。そして、基金を使うと、基金というの

は、結果的に、農業用水受益者の皆さん方の権利のある基金でございますから、そ

の基金から拠出することによって、個人負担を賄ったという形に、通常は、帳面じ

りを合わせてしまったんじゃないかなというふうにも私はとらえるわけですが、そ

れもすべて含めて、その点について、確認事項、それぞれあると思います。ただ、

地元負担金ゼロについても、この考え方、説明を受ければ、そういうものかなと思

いますが、私どもが聞いたところでは、受益者負担はあるものだと思っておりま

す。その点についても、合わせて、担当の方のご説明をよろしくお願いをいたしま

す。

○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 確かに、１３番議員がおっしゃいますように、濾過器設置

については、そのあたりは、十分、検討していく内容だというふうに私も感じてお

ります。

それから、議案に添付しました事業内容の中で、確かに、地元負担金ゼロという

ような、この表につきましても、私としましても、そのあたりについて、配慮が足

りなかったというふうに感じております。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） １３番です。

ですから、地元に説明会、受益者に説明会されたということも、私は、参加され

た皆さん方からお話は伺いました。その際、こういう事業があるということで、私

の方にもお話があった、その際に、私が申し上げたのは、本来、私は、１２年度だ

ったですかね、以前に、高森町に対して、農業用水を半永久的、または永久的に、

コストをほとんどなくす形ですることということで、試算をした計画がありました

と、その計画については、３案ありまして、その内容は、それぞれリスクをからっ

たり、メリットがあったりということで、それは町担当、または受益者の皆さん方

が考えなければならないことでありますが、私なりに考えたのは、先ほど申し上げ

たように、高森峠中腹に１万トンタンクを設置し、そこに湧水トンネルから湧水す

る水をポンプアップすることが、私は将来的には一番いいのかと、そうすることに

よって、今回、この事業においても、ポンプの稼働率を軽減するということでござ

いますが、残念なことに、村山地区にある、もしかしたら、師走ヶ水の農業用水の

ため池、または村山のお宮の上にあります農業用水のため池等については、レベル
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的に、私は、連通管現象によって、自然給水はできないものだと、送水はできない

ものだというふうに、私は考えております。

私が言った、その計画というものは、高森峠の中腹につくることによって、そこ

から連通管現象をすれば、現在、農業用水の供給を受けていらっしゃる農家の皆さ

ん方には、すべて電気を使用しないで、そのため池から永久的に水が流されるとい

うこと、そして、オーバーフローした水はすべて、 終的には、高森の町内に流れ

ていくということ、そうすることが、高森町内の環境面の問題解決にもつながる

し、また、当時、水が枯れたことによって、途絶えた水文化というものが、再度、

生まれてくるということであるというふうに、私は位置付けをしておりました。

残念なことに、今回、ため池はつくるけども、２,０００トンタンクよりもレベ

ルは若干下ぐらいになる。環境省の問題も確かにあると思いますよ。しかしなが

ら、高森町の行く末を考えて、高森町の住環境を考えた時に、私は、財政も踏まえ

て考えれば、折角、基金があるならば、その基金をこういう形で小分け的に地元負

担で出させてするよりも、一気に使って、ある程度の事業費の負担分を出して、思

いっきり、将来的に対して、負担がないような、そして、一方では、町の環境も良

くなるような事業展開を私はしてほしかったと思います。

１億８,０００万円の事業、確かに、大きな事業ではありますが、私は、これに

よって、恩恵を受ける皆さん方というのは、もしかしたら、これに携わる土建屋の

皆さんぐらいじゃないかなと、私は思っております。 終的には、農家の皆さん達

は、泥を排出したり、管理したりする費用が生じてきて、負担にあえぐのじゃない

かなと思います。

そうすることがないように、私は、以前、平成１３年度ぐらいに、そういう試算

を出したんですが、俗に言うお蔵入り、棚の奥にしまわれておるという、非常に残

念です。町長になれば、自分の思いついたことが、こういう形で役場の中で形化さ

れてくる、私達のように、議員を何期もやっている人間は、その経験を生かして出

してきても、ぽっと出てきて、４年ぐらいの町長に、その企画はつぶされて、この

ように、１万トンタンクを簡単につくろうなんていう計画を受益者の皆さん方に説

明する、もう少し町内の環境面についても考えていただきたいと思うんですよ。雨

降りに降った雨水を１万トンタンクに溜めれば、雨降りに町内に水は流れなくな

る、今までは、雨降りに高森峠の水が流れることによって、高森の町内に濁ってい

た水がその時に下流域に流されていって、雨が降った後は、町内はすっきりしてい

たんですよ。それが溜められることによって、ちょろちょろしか流れなくなってし



－ 48 －

まうと、結果的には、町内はどうなるかということです。

夕べ、町内のある飲食店に行きましたけれども、外で出た途端に、消毒薬の臭い

がものすごかったんです。どこから臭ってくるかわかりません。側溝からだと思う

んですよ。もう臭いがよどんでいるんです、そのあたりいっぱいに。これはたまり

ませんよ。飲食店の周りで、こういう臭いがするんですから。商売が成り立つはず

がない。

合併浄化槽が増えていると言われる。合併浄化槽が増えているのは、確かに、補

助事業が今は存在していますから、その補助事業によって、新規の合併浄化槽設置

は増えております。合併浄化槽補助事業によってつくられる方達は、確かに、補助

事業申請の中に、管理点検という欄がありますから、管理点検のところに、業者の

管理点検する業者の印鑑をついて提出しますから、設置した後は、法的にちゃんと

管理点検をし、ちゃんと法律に沿った法律の規制どおりの排水の、要するに、排水

ができるように、毎月なり、２カ月に１遍なり、その機械の点検をされますから、

きれいな水を流されている、ところが、そういう補助事業が発生する以前につくら

れた方達がどれだけ点検をされているのか、昔どおりに分離の浄化槽、３次処理の

浄化槽をしている方達は、生活排水はそのまま流されているんですよ。だからこ

そ、農業用水の必要性、やっぱりこの水の大事さというのは、町内にとっては、や

っぱり住環境の面からすれば、大切なものがあるんですよ。だから、三森議員が言

われるように、上の方にこういうふうにタンクをつくって、つくられるのはいいこ

とだと言われる、それは確かにわかるんですが、私はこれでは中途半端だと言って

いるんですよ。その点について、町長、あなたは私の案についてご存じでしたが、

いかがでございますか。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、１３番議員さんがおっしゃいましたとおり、私が今、申し

ましたのは、１３番議員さんの一つの発案をもとにして、どうやって、今、この経

済的なもの、基金をいただいておりますが、その基金が０.２％の金利でどうやっ

て、この電気料、年に１,２００万円ほどかかります。それを補うかということ

が、一番のポイントだったろうと、そのように、私は思っております。そのポイン

トを見ながら、佐伯議員さんが今おっしゃいましたように、こういう案はどうだろ

うかと、ちょっと発電所を起こすのはなかなか難しい部分があるかと思いますけれ

ども、今、雨水という話が出ましたけども、できる限り、それは道路の水とか、そ

ういう意味じゃなくて、千本桜に降った水を集め、それを入れようという計画のよ
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うになっております。これも農家の地域の経済的な負担を軽減するための策とし

て、今出た案でございます。なかなかもう少し上と言いますと、なかなか環境省、

いろんな諸問題がいっぱいございまして、まだまだ緩和されたというものの、なか

なか難しいものがございます。なかなか勝手に切りいれたり、掘ったりというの

は、なかなか難しい部分がございます。今、２,０００トンタンクから約５メータ

ーぐらい下のグランドゴルフ場になっている部分に計画をされていると思っており

ますが、あれであれば、十分、村山地域にも水が供給ができるという計画に、今回

はなっている、そのように思っております。

ただ、今、経済的には今後どのような国の方針、国がどのような、また、経済面

の景気が良くなったといいますけども、あまりにも地域格差といいますか、都会と

地方の差がありすぎて、なかなか景気が良くなったというのが、実感に私どもが受

け入れられないのが現状でございます。上の方では、大きな法人とか、いろんな会

社等については、すばらしい経済的な利益を上げておられますけども、なかなか地

方におきましては、そういう面に関しましては、大変、まだまだ景気が良くなった

という部分はございません。感じません。また、その感じない分、経済的な負担が

少なくなるような、今回の計画だろうと思っております。

基本は、１３番議員さんのお話のもとにそういう計画だということであります。

もちろん、１カ所に上げて、２つのポンプで別所池から今、送っているわけでござ

いますが、まだまだその分に関しましても、電気料等の不足があると、そのように

思っております。

もちろん、地元負担ということも、先ほど、課長から申し上げましたが、これ、

本当に地域の皆様方の負担でございまして、本当に、その分に関しまして、何らか

の形で行政として応援ができるものはということで、１２番議員さんにお答えをし

たつもりでございますので、どうか、ご理解をいただきますように、お願いいたし

ます。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 地元負担がゼロ円というのは、これは元々存在しないこと

で、やっぱり正直に、地元負担は地元負担として書くべきであったと思います。農

業用水基金を使うということであれば、これは、町が管理する予算で管理する基金

です。しかし、実際の権利というのは、農業用水、受益者の皆さん方に補償されて

いる基金でありますので、私は、その基金を使うということになれば、地元負担金

はいくらですよということを正確に、私は書いて出すべきであったと思います。こ
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ういうふうに書くと、町がみてくれるんだろうということで、地元の皆さん方は、

関係者の皆さん方は、ある程度のリスクは目をつぶりますよ。ある程度の問題点は

目をつぶりますよ。こういう書き方をすれば。地元負担がないんで、つくってくれ

るんだから、ある程度のところは目をつぶろうとなる。しかしながら、地元負担金

が発生する、基金を崩しますということになってくると、受益者の皆さん方から出

てくる意見は違ってくるんですよ。それをこのペン先によって、あなた達は操作を

されたんです。もう一度、これは、受益者の皆さん方に説明してからじゃないと、

この案については、私は議会としては、私個人としては、通すことはおそらく不可

能じゃないかなと思います。元々の説明が間違っているんだから。工事の内容はそ

のままかもしれませんよ。しかしながら、一番 初の費用の面が説明が違っている

ならば、やはり、そこあたりについては、もう一度、説明をし直して、あなた達は

提案すべきことですよ。

それから、私が言った、出した私案について、参考にしていただいたということ

で、大変ありがたいことでございます。しかしながら、残念なことに、発電所をつ

くるんじゃないんですね。タービンを回して、発電をさせるということです。今

は、軽量化されておりますから、送水管の中にタービンを設置して、そこで発電を

するということも十分可能だそうです。また、今回、城山の２,０００トンタンク

の横にため池をつくることによって、村山地区の方の農業用水のため池にも水が入

るということでございますが、おそらく、かなり厳しいんじゃないかなと思いま

す。うちの豚舎が村山のため池の下にございまして、そこで、朝晩、豚に水をやり

ますが、かなりの圧が低下をいたしております。その水は、村山のキャンプ場にあ

るタンクから大体下りてくる水で、あの村山のタンクには、どういうふうにして、

水が入ってくるかと言いますと、あそこは連通管では上がってきません。ポンプア

ップで、あそこには確か上がってきていると私は思います。

ですから、当然、あそこまで水を上げるのにポンプアップをしているいうこと

は、村山のお宮の上にあるため池は当然、あそこよりも高いですから、自然に水が

上がっていくということは、私は不可能であると思います。その点についても、十

分、あなた達は計画を見直しをされて、この件については、熟知をされる必要が、

私はあると思います。

そして、 後に、もう答弁はよろしいですが、 後に、誤解が生じておったよう

ですので、一応、報告をいたしますが、前回の町道の時に、私は７０％の税収を、

この谷内でと申しました。山東部の方からは、税金を納めていないというようなと
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らえ方をされておりましたが、私は７０％ですから、当然、税金は１００％ですの

で、残り率の３０％は山東部の方で納められておるという認識は持っております。

ですから、税金を納めていない山東部には、仕事はするなとは申し上げておりませ

ん。今後、十分に慎重に事業は展開をしていただきたいと。厳しい財政の中だから

こそ、慎重に慎重に、私は、財政運用はやっていただきたいと、そのように申し上

げたつもりでございます。山東部の方もちゃんと税金を納めている方達はいらっし

ゃいますし、一生懸命町のことを考えている方もいらっしゃいますので、その方達

の気持ちを私は踏みにじっておるつもりはございません。そういう誤解がついつい

町内に広まって、私に対する悪評が出てくるわけでありますので、皆さん方、耳の

穴は十分掃除をされて、本当の意見を聞かれるように、よろしくお願いをいたして

おきます。

以上です。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７４号は、建設経済

常任委員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） お諮りいたします。

まだたくさんありますので、休憩したいと思いますが、いかがでしょうか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） それでは、これより休憩とします。午後１時から再開いたしま

す。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午前１１時５４分

再開 午後 １時００分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。
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－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７５号 高森町有機農業推進施設の指定管理者の指定について

○議長（相馬俊行君） 議案第７５号、高森町有機農業推進施設の指定管理者の指定に

ついてを議題とします。

本案について、これから質疑を行います。質疑はありませんか。１３番 佐伯金

也君。

○１３番（佐伯金也君） １３番 佐伯でございます。

指定管理者の推進、また、指定管理者に移行するという事業は、各自治体がそれ

ぞれ地域の発展のために、つくられました様々な施設において、自治体経営ではな

く、民間の力を借りて、どうにか、その目的のために、施設の経営を成り立たせよ

うということで行われているようでございます。

この指定管理者なんですけれども、皆さん、ご存じのとおり、これには、私ども

が所属する団体も応募をいたしまして、残念ながら、審査に漏れたわけでございま

すが、まず、お伺いしたいのは、指定管理者の指定管理費、以前に、管理費の金額

が出ておりまして、３９６万７,０００円という金額で出ておりました。それの内

で管理を請け負う業者があるかないかということでございました。ですから、当

然、その内で私どもも収支計算をいたしまして出しました。お伺いをいたしたいの

は、審査員さん達の審査の内容というものは、大体それぞれ皆さん方、審査の仕方

というものは違っておったと思いますけれども、金額だけではなくて、経営の内

容、目的等もさることながら、様々な面において、このアグリセンターの今後を考

えられての審査であったかなと思いますけれども、金額の推移ですね、管理費の推

移については、どのような計画でなされておったのか。

それと、あと、以前、温泉館の指定管理者の際に言われました個人というよりも

団体の方がよろしいということでございましたが、その１つの理由として、やは

り、施設というものが利益を得るばかりではなくて、中には、赤字を生じる場合が

出てくるだろうということで、その赤字が出た場合の損益の分配の比率あたりも１

つの審査の対象であるというふうに伺っておりましたが、損失が出た場合の、その

損失の補てんの内容は、どのようにされていらっしゃるのか、まずは、そのあたり

をお伺いをいたしたいと思います。どなたでしょうか。

○議長（相馬俊行君） アグリセンター長 廣木冨八君。

○アグリセンター長（廣木冨八君） それでは、お答えいたします。

指定管理者の募集をしまして、それに伴いまして、申請書が３つの組合より出て
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おります。管理費の推移ということですが、基本的には、どの組合もこの１９年度

から２２年度にわたりまして、１年１年の計算はしております。ただ、内容的に

は、３つとも特色ある内容でございました。

それから、損益分配の内容ということですが、基本的に、指定管理者に出す場

合、応募要項並びに仕様書で基本的には基準額内で受けてくれと、これはもう、要

は、約束事ですので、当然、各組合で責任をとりきるというところで、申請が上が

ってきたものと考えております。

以上です。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 任せればいいというものではなくして、任せるからには、そ

の施設で利益を上げていただくというのが、私達の１つのねらいであると思いま

す。利益を上げていただくということは、すなわち、その施設がちゃんとその地域

のために活動をして、その施設の目的である、その施設の有機質の農業推進、有機

による農業推進並びに畜産農家の廃棄物処理に寄与をするということであるという

ふうに考えております。

ですから、町から３９６万７,０００円、債務負担行為が出されておりますけれ

ども、その内であれば、町としても大変助かると、それ以上であるならば、当然、

議会の議決をその金額に要しておりますから、それ以上の方には、指定管理をお任

せするわけにはいかないということで、論外の形になってくるものだというふうに

思っておりますが、私どもが参考的に資料を出しておりますが、私が出した資料と

申しますのは、大体３８１万１,０００円程度であるだろうということで、私は出

させていただきました。これについても、非常に私は頭を悩ませました。なぜかと

申しますと、本来、アグリセンターの設立の目的ですね、というものが、設置の中

でありますとおり、町の条例でもありますが、有機農業推進施設条例ということ

で、畜産農家及び耕種農家が自然の循環型農業確立を図るために、有機農業推進の

拠点を置く施設として、今回のアグリセンターをつくるんですよということであっ

たということです。

ですから、その目的を私達は達成するためには、どういう活動をこの施設でしな

ければならないのかということに対して、私は非常に頭を悩ませておったわけでご

ざいます。アグリセンターの方から参考資料をいただきまして、年間の堆肥の販売

額、また、様々な活動をされることによっての収入の金額、それとは別に、そのア

グリセンターによって生じる経費、それがどうであるのかということをやはり、年
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間を通じて、月々ごとに分析をさせていただいて、そして、どうにかこうにか、内

部留保をしながらやっていけばできるであるだろうという金額が、私としては３８

１万１,０００円であったわけですね。

ですから、私は、自信を持っております。ですから、今回、上げていらっしゃる

方は、まだそれ以上のことでございますから、大丈夫であると思いますけれども、

私としては、その施設がこの高森町の有機農業推進施設の設置の目的に達するよう

にがんばっていただきたいというふうに希望を持っておりますが、何で私が収支で

一番苦慮したかというのは、現在、アグリセンターは、堆肥の販売と受託作業、そ

れに牧草乾燥とわらの乾燥を販売されていらっしゃいます。それが収益の中に入っ

て、そして、あと１つ、支援企業から有機農業推進支援金という形で、１回いくら

かのお金が収益として入ってきております。

本来、この有機農業推進施設の設置条例にある設置の目的を純粋に守っていこう

とすれば、受託作業、要するに、畑を深耕したり、農家の皆さん方の耕種管理の受

託をすることについては、有機農業施設の目的には合致するわけでありますが、ま

た、畜産農家から出てくる元肥を堆肥化して、それを農家に還元するというのも目

的に合致するわけでありますが、牧草乾燥とわら乾燥については、有機農業推進施

設の目的には、私としては、そうは合致しないものだというふうな認識がありまし

たから、この件については、非常な私としても、葛藤、要するに、頭の中で苦慮す

ることがありました。

しかしながら、現状においては、今までいらっしゃる従業員の皆さん方、管理者

の皆さん達が一生懸命、アグリセンターの経営の向上を図っている活動であります

から、その事業については、差詰め、存続はやむを得ないだろうと思います。しか

しながら、将来的には、やっぱり本来の目的である有機農業推進施設としての活動

が本当の姿である、それにいつかは戻していかなければならないという目的から、

計画を立てさせていただいたわけでございますが、どういうわけか、こういう結果

になったわけですね。ですから、おそらく、私達が立てた計画よりも、まだ審査員

の方達からは評価を得られるであろう計画が、この方からは上がっていたものだと

いうふうに、私は思っております。

ですから、その計画が、生産品売り払い収入についてと、農業機械の使用料につ

いて、どのような計画が将来においてなされておったのかということ、それと、私

は、今回の募集要項の中で、現在、アグリセンターで勤務していらっしゃる従業員

の皆さん方を、要するに、この機械の使用についても、また、受託作業について
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も、熟知をしておるから、雇用を再度、継続されるように、努力をしてくださいと

いうことでございましたので、当然、その方達の人件費の経費も計上をさせていた

だきましたが、そのあたりについて、どのような計画がなされておったのかという

ことをお聞かせをいただきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） アグリセンター長 廣木冨八君。

○アグリセンター長（廣木冨八君） 受託作業部門、並びに生産品販売部門の今後のど

のような計画がなされていたかということですが、先ほど来、申し上げましたよう

に、この３つの組合、個々、目標に沿った形で計画書も出ております。また、個々

に魅力ある計画もなされております。

今回、平成肉用牛生産組合が指定管理者の指定ということで、提案させていただ

いておりますが、要は、平成肉用牛生産組合につきましては、平成１３年度地域改

善対策事業によりまして、農作業の機械を購入しております。これにつきまして

は、トラクターからベーラー、レーキー、マイナスプレッター、基本的には、その

ような機械がありますし、そのような機械も今後、活用して、基本的に、今、河原

の方に施設がございますので、なかなか細かいところに対応できない部分もありま

すので、そういう部分については、待ち受け基地をつくって、そういう中継基地を

つくってやりたいと、そのような計画がなされております。

作業受託につきましては、これは、１３番議員さん、アグリセンターの内容につ

いては詳しゅうございますので、正直申し上げまして、建設当時から受託面積につ

いては、減ってきております。これは、要は、今の農家経営の内容、受託関係の機

械は、畑作関係の機械がほとんどですので、ましてや、一番お金になります休閑耕

の深耕プラウ、これは、キャベツ、大根の畑が主ですので、これについては、経営

がなかなか農家も思わしくないということで、減ってきております。

ただ、私どもの考え方としましては、この面積につきましては、現時点では、限

られておりますが、要は、移動面積等を考えますと、東部林道線がやがて開通しま

すので、一番、うちよりも畑を持っている旧波野村が一番近くになってきます。東

部林道線につきましては、５７号線まで、うちのアグリセンターから約１４キロし

かかかりませんので、そういうエリアが広がるという希望を持っておるところでご

ざいます。

以上です。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） なかなか金額を教えていただけませんけれども、収支の内容



－ 56 －

については、それぞれのところが出されていらっしゃいますが、私は、各項目の金

額については、それぞれ目的によっては違うであるだろうなと思います。今、アグ

リセンター長が言われた、肉用牛生産組合で事前に購入された農業用機械、アタッ

チメント等というものは、大体畜産農家が畜産をするために必要なアタッチメント

類であります。牧乾をしたり、自分ところにある堆肥を振ったり、混ぜたりという

ことで、現在、有機農業施設にある機械がありますが、その機械の中にもタイヤシ

ョベルが２台に、テッター、ロールベーラー、モアコン、レーキー、それぞれ同じ

機械が、当有機農業施設には存在をいたしております。

同じ機械を持つもので、その人達が入って、また、アグリセンターの、そういう

ふうに牧乾、またはわら乾をつくる機械を２台使ってやられるということになって

くると、確かに、事前に町の方から募集要項の中にありました、個々の施設に対し

て、熟知した現在の技術作業員の雇用に努めるということは、必要であると思いま

すが、私もそういうふうに、事前に聞いておりました関係で、私の組合には、現

在、アグリセンターに勤務しておる非常勤の技術員も同じ組合役員として、名を連

ねていただいております。

当然、私は受かりませんでしたので、その方達には申し訳ないということで、お

詫びを入れて、今度の指定管理者の方から同条件で雇用があるものだというふうに

考えると、ですから、そうなった時には、何も私に気にすることなく、再度、その

職場の方に従事していただきたいという旨を、この方達には告げております。

しかしながら、現時点まで、まだ、その人達に対して、指定管理者の方から雇用

の条件等についてのお話し合いの提示もあるようではございませんが、もし、この

議会に議決を得れば、この方が指定管理者として決定をするわけでありますが、条

件面で折り合わなかった時には、当然、この方がトップでありますから、条件面で

折り合わない職員を採用することは、私はないと思っております。

そうなりますと、通常ですと、議会にかける前に、非常勤のこの技術職員を雇用

してほしいということが、町の要望であるならば、審査に合格したんであるから、

議会が議決したら、トップでありますので、どうにか協力をしていただきたいと、

勤務の状態についてはこうこうで、費用についてもこうこうでというような条件提

示は私はあってもしかるべきではなかったかなと思っておりますが、議会で議決を

した後に、行かれるということになってくると、この職員達は、一方的に、この指

定管理者の条件を飲まなくてはならないような気がいたしますけれども、その件に

ついての解釈も合わせてお願いをいたしたいし、畜産機械を２台持って、その畜産
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機械で牧乾ばかりをつくっておっては、やはり、この有機農業施設の目的には、私

は合致しないような気がいたしますけれども、その点についても、お聞かせをいた

だきたいと思います。

以上です。

○議長（相馬俊行君） アグリセンター長 廣木冨八君。

○アグリセンター長（廣木冨八君） 今、ご指摘のありました１３番議員さんの組合

は、当初より現非常勤職員の２名が役員として入っております。これにつきまして

は、応募要項の中で、どの組合にもお願いしてある件ですので、平成肉用牛生産組

合さんもこの議会の議決が終われば、当然ながら、その雇用体系については、２人

の方とご相談をされるということになろうかと思います。それが、１３番議員さん

の会社が有利だったのか、平成肉用牛生産組合の方が有利だったのかというのは、

今後の煮詰めの内容次第だろうと思います。

それから、牧乾についての質問ですが、基本的に、考え方としましては、牧乾に

ついては、去年からやっておりますし、稲わらの梱包については、本年より新しい

事業として考えております。

アグリセンターの目標に合致しないという、今お話でございますが、これは、私

どもの考え方で、要は、今のここ数年の販売内容、受託作業内容を考えますと、や

はり限られてきます。当然、受託作業部門についても、面積が減ってくる、堆肥部

分についても、なかなか伸びが出てこない。要は、堆肥を販売することによって、

牛舎からの牛糞は当然、うちに入ってきません。これについては、目的に沿った形

になると、堆肥を売ることに、要は、生産完熟した堆肥を売るというのは、限度が

ございます。やはり、そこに財産を利用した新しい事業ということで、本年、稲わ

らの事業を取り組みました。

アグリセンター自体は、現金を持っておりませんので、稲わらを購入するにして

も、現金では払えません。要は、中熟堆肥ですが、振って、お返しをしておりま

す。これは、今ある財産を使って、それを価値のあるものとして、利用して、それ

の販売高を上げると、金額のことだけじゃございませんが、要は、この１１月末で

締めました金額、生産売り払い収入、牧乾、堆肥、それから、稲わらを売り上げて

おりますが、昨年１１月末、４２０万円程度上がっているものが、１１月末で８５

０万円の収益を上げております。これは、収益だけを上げる目的とすべきではない

ことはわかっておりますが、要は、堆肥を売ることが基本的には、循環していくと

いうものの考え方でやっています。
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以上です。

○議長（相馬俊行君） 企画財政審議員 甲斐敏文君。

○企画財政審議員（甲斐敏文君） 今、１３番議員さんから質問がありました。 初の

質問で、今、アグリセンターの方で雇っている２人の職員の件ですけど、当然、こ

の議会が終わった後で、平成肉用牛生産組合の方から勤務条件等について、お話が

あると思いますけど、その前に、お話し合いをされた方がいいという意見だったと

思います。一応、今回の審査会におきまして、通知を差し上げておりますが、当選

した方には、指定管理候補者として選定されましたという通知を差し上げておりま

す。そして、なお、選定された指定管理候補者は、この議会の議決を経て、指定管

理者として指定しますというふうな文書を差し上げておりますので、その筋からい

けば、当然、やっぱりこの議会で承認された後、交渉するのが当然ではないかとい

うふうに考えております。

また、交渉の際も、現在、まだ、協定書を結んでおりませんので、町と協定書を

結ぶ、また協議が必要になってまいります。その間、そういうふうな雇用の関係に

つきましても、町も入って、一緒に協議していきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） アグリセンター長がわら乾、牧乾についてお話をされまし

た。それが循環型につながっていくということでございますが、高森町有機農業推

進施設指定管理者募集要項の中で、施設の設置目的、役割等というのがございま

す。その内容が、畜産農家及び耕種農家、自然循環型農業の確立を図るために、堆

肥の加工販売並びに大型農業機械による受託作業を行う施設として建設されたもの

ですということですね。そして、指定管理者の業務として、畜産農家から排出され

た堆肥原料を確保し、製品販売して販売する業務と、大型農業機械による受託作業

を行う業務と、農業機械の貸し出しに行う業務と、その他施設の目的を達成するた

めに必要な業務という形で４つ述べられております。

純粋に、このような募集要項の中にある項目を守っていけば、当然、わら乾と牧

乾をつくって、販売することが、本当にアグリセンターの目的に合致しておるのか

という疑問が多少は出てくるわけですね。循環型と言われましたが、確かに、わら

を取れば、わらをいただいたところに中熟の堆肥を現在、振っていらっしゃいま

す。ですから、水田農家の方達に対しては、そういうふうに堆肥がはけていきます

から、有機栽培の稲ができてくるということで、目的には達すると思うんですが、
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しかしながら、現在、アグリセンターに入ってきておる堆肥の量は、年間、約３,

０００トンあまりです。それを完熟堆肥化させて販売すると、販売していらっしゃ

る、今までの実績は約１,５００トン、しかしながら、その１,５００トンの内訳は

中熟もあり、完熟もあると、現在、２１０円で販売されておる袋入りの堆肥と４２

０円で販売されておる堆肥の水分含有量は、２１０円については５４％程度、そし

て、４２０円の堆肥については４７％程度ということでございます。ほぼ５０％の

水分含有量で堆肥を製造されていらっしゃいますから、３,０００トンの堆肥、元

肥は、当然、１,５００トン程度に圧縮されてくるというのは、当然のことである

と私は思いますが、しかしながら、有機農業として、本当に農産物を製造しよう

と、要するに、産出していこうという先進的な農家については、５０％程度の水分

含有率の堆肥を堆肥として見るかどうか、より有効な国内にたくさんある堆肥メー

カーの中で、このアグリセンターが残っていくためには、１つの売り物は、刈り干

しが混入しておる堆肥であると、あとは、完璧に発酵腐葉しておる堆肥であるかな

と思っております。堆肥は肥料ではありませんで、堆肥は土壌改良材であります。

堆肥に窒素・リン酸・カリの含有物は必要なく、堆肥は腐葉率が必要であります。

どれだけ腐葉しておるか、そして、それが振られることによって、その農地がどの

ように酸素を吸収し、土地を変えていくか、そして、肥料が振られる、その肥料の

中にある三要素、窒素・リン酸・カリが根を通じて、どのように、その農産物に吸

い取られていくか。その床をつくる、一つの材料が私は堆肥であると思っておりま

す。

ですから、今回、アグリセンターが１５年からずっと堆肥をつくっていらっしゃ

いますが、堆肥の種類においても、ただ、堆肥は完熟堆肥と中熟堆肥、刈り干し堆

肥とトーマス菌堆肥というふうに、いろいろ書かれておりますけれども、今から先

の農業は、それだけでは売れないということが、私はわかってほしかったんです

ね。やっぱり目的に応じて、その土の性質というものは変えていただかなければ、

その後、肥料をどのように振っても、その農産物のためにはならないということ

を、私は考えていただきたかったなと思っております。

それと、２名の臨時職員の雇用について、今、文書的に審議員が申されました

が、じゃあ、勤めるけども、条件が折り合わなかったら雇わなくてもいいんですか

ということが、私は一つのやっぱり約束事としては、一番守るべきことだと思うん

ですね。じゃあ、議会で議決されたけれども、こちらが言う条件が向こう側に受け

入れられなかったから雇いませんよと言われれば、それまでなんですね。
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しかしながら、応募の段階で、技術作業員の雇用ということで、指定管理者は、

施設の技術作業員として、作業内容を熟知している町の非常勤職員２名を雇用する

ことに努めることと書いてあるのならば、私は、ある程度、役場の審査会で合格証

明書をいただいたならば、この非常勤職員の方達とある程度の条件のすり合わせ

は、私はしておくべきではないかなと思います。でないと、どんなに町が間に入っ

ても、指定管理者は経済事業をするわけですから、折り合わないことで妥協はでき

ないと思います。やはり、要するに、経済事業が成り立っていかないことには、雇

用はできないわけですね。そのためには、今の社会現象ですよ、経営者が労働者に

対しての賃上げを認めない、労働争議を認めないとかというふうに、今はもう社会

風潮がなってきている。近ごろ、やっと、電気労連だとか、自動車労連だとかの賃

上げ、ベースアップというのが、復活をしてまいりましたが、まだまだ田舎では経

営者が言う金額で黙って労働者は勤めなければならない状況なんですね。

だからこそ、そういうことにならないようにするためには、やはり、事前にある

程度の条件をすり合わせというものが、私は必要ではなかったかなと思います。私

は、この２名の方達に自分の組合に入っていただく条件を、要するに、応募する前

からすり合わせをいたしました。現在、この非常勤雇用職員は、日給月給というこ

とで、農業のその時の天候によっては休むと、現場に出ないということになってく

る。そうすると、どんなに１日当たりの費用が１万円でも、１０日しか出ないと１

０万円になると、そして、社会保障を引かれると、かなり下がってくる。年間は２

０万円で計算して２４０万円でも、実際、年間従事日数が少なくなってくれば、２

４０万円を下回って、２００万円以下になってしまうという悩みを聞きました。

だからこそ、じゃあ、このアグリセンターを支えてくれておる、この２名の皆の

生活保障をしなければならないなということで、値段の積み上げをいたしました。

そして、日給ではなくて月給２２万円にしましょうよとか、そして、社会保障も雇

用保険と社会保険を付けましょうよと、利益が上がったらば、年度末に期末手当を

出しましょうよとかというような条件を提示したわけですね。

私が希望するのは、今回、指定管理者に一応、今回提案されている方がそこまで

この２名の一生懸命、アグリセンターで努力をしておる職員の生活経営のことにつ

いて考えていただけるのかどうかということが、私は一番心配でございます。その

点について、いつも日ごろから、その職員２名とアグリセンター長は接していらっ

しゃいますから、いかがお考えであるのかをお聞かせをいただきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 佐伯議員の質問はこれで 後といたします。
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アグリセンター長 廣木冨八君。

○アグリセンター長（廣木冨八君） １３番議員さん、今、非常勤職員２人おります

が、その給料体系について、ご心配いただいております。私、個人的な見解も含め

まして、この指定管理者に出す理由、私自体は、当然、１３番議員さん、当初おっ

しゃいましたが、民間の能力を活用して、住民サービスに努める、これが一番です

し、また、同じくらい同様に、町の費用の削減、これが目的でございます。私は、

それ以上に後一つ目的がありましたのは、職員の雇用です。現在、２名、非常勤職

員おりますが、これは、条例に基づいて、給料、報酬ですが、支払っております。

１３番議員さんおっしゃいますように、いかにどんなに働いても、金額自体はあ

る程度で抑えられてしまう。ましてや、補償もなければ、ボーナスもございませ

ん。そういう体系ですので、やはり、指定管理者になって、やはり、その賃金体系

を確立していただきたいというのが、私の自分の考え方でございます。それについ

ては、新しい指定管理者が決まれば、当然、要望していきたいと考えております。

以上でございます。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。１２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） １２番 三森です。

ただいま、佐伯議員の方からいろいろと指定管理者についての意見が出ておりま

す。私は、指定管理者の部分ではなくして、あくまでも、この有機農業施設の問題

で、ちょっとお尋ねをいたしたいと思いますし、要望もするわけでございます。

それは何かと申しますと、あくまでも、高森町有機農業推進施設という位置付け

で立ち上げております。この施設を今後、いかに、どのような形で指定管理者に移

行するというようなことでやられておるのか、また、その位置付けとして、どのよ

うな、今度、指定管理者の中でうたっておられるのか。また、今後のやり方につい

て、どこまで町として、指導ができるのか、そこらあたりも、少し民間に委託をす

るという条件の中ですので、あえて難しいところもありますけれども、あくまで

も、町が立ち上げた部分の必要不可欠な部分もございます。目的もございます。そ

こらあたりがしっかりとしていないと、いろいろと問題点も生じてくる可能性ござ

います。

この先発として、温泉館も指定管理者に移行いたしております。その温泉館の指

定管理者移行の中でも、いろいろと問題点も出ております。そういうことがないよ

うに、指定管理者移行については、いい方向での指定管理者という形の取り組みを

なすべきであると思いますので、その点、お尋ねをいたしたいと思います。
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よろしくお願いいたします。

○議長（相馬俊行君） アグリセンター長 廣木冨八君。

○アグリセンター長（廣木冨八君） 指定管理者に移行した時の指定管理者の考え方で

すが、基本的には、今回の応募者につきましては、基本的に、今のアグリセンター

の設置目的、それから、ここ３、４年の実績に基づいた運営方針を引き継ぎたいと

いう考えで、応募をされております。

以上です。

○議長（相馬俊行君） １２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） そうであるならば、安心するわけでございますが、町として

いろいろ中に入っておりますトーマス菌とか、いろいろと今まで達成していない部

分も多々あるわけですね。そういう部分が本当に今後、この中で生かされて行きま

すならば、 も安心してお任せができるかなという期待感もあるわけです。そこら

あたりも、今後の指定管理者の中で生かしていかれますような対策を講じていただ

ければなという要望もいたしておきたいと思いますが、その点、何か、センター長

の方でお考えがありますならば、お尋ねいたしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○議長（相馬俊行君） アグリセンター長 廣木冨八君。

○アグリセンター長（廣木冨八君） 基本的に、要は、協定書の中でその内容について

は指定管理者と、町の方で協定書を結びます。当然、運営の内容につきましても、

月々の月報報告なり、年間の実績報告については、義務づけをするつもりでありま

す。

また、要は、アグリセンターと言うよりも、指定管理者に移れば、次は、町で言

えば、農政の部門になりますので、農政と指定管理者の間で、十分、今後の有機農

業推進に向けての話し合いは推進していきたいと考えております。

以上です。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］
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○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７５号は、建設経済

常任委員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７６号 高森町営住宅条例の一部を改正する条例について

○議長（相馬俊行君） 議案第７６号、高森町営住宅条例の一部を改正する条例につい

てを議題とします。

本案について、これから質疑を行います。質疑はありませんか。１３番 佐伯金

也君。

○１３番（佐伯金也君） はい、１３番 佐伯です。

提案理由で、この議案については、公営住宅法施行令第５条第３号の改正に伴

い、本条例を改正するためということでございますが、当高森町においては、町営

住宅、不足しておるのか、足りておるのか、まだ、私の方もなかなか昔はわかって

おったんですね。大体、待ち人じゃないですが、待機者が何名ぐらいいらっしゃる

ということを聞くこともあったんですが、近ごろは、私が役場の中に行って、職員

にいろいろ聞きますと、その後に職員が呼ばれて、何を聞かれたかということで、

いろいろ尋ねる職員もいるということでございますから、私も気を使いまして、役

場の職員とはなるべく話さないようにしているものですから、その辺について、待

機者がどの程度いらっしゃるのか。

それと、この解釈なんですが、既存の入居者、若しくは、同居者が加齢、病気等

ということで、「若しくは」という文言が、「又は」という文言に大体変わってく

るわけですね。この「若しくは」と「又は」という日本語をどのように解釈したら

いいものかなと思いますね。「若しくは」というのは、こういうふうな条件に照ら

したいんだけれども、この入居者はそれには合わないと、だから、仕方ないけん、

この人にという形で、入居者という形でするのが、「若しくは」かなと。そして、

「又は」というのは、仕方がないじゃなくて、 初からそういうふうに入居者とこ

の同居者は、同一ですよという解釈でいくのか、そのような日本語の解釈であると

いうふうに、私は思っておりますが、その点について、どのように解釈したらいい

のかどうかと、現在の町営住宅の待機者がどの程度いらっしゃるのかと、参考のた

めにお聞かせください。

○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 今、初めにおっしゃいました文言の内容ですが、確かに、

私もこの内容については苦慮しております。自分なりには、どうもまだ理解しがた
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いところがあるかなと思っております。かいつまんで言いますと、入所時に世帯数

で、例えば、５、６名の世帯で入所されて、長年入所されております中で、子ども

さんの就職とか、結婚とか、また、死亡とかによって、一人世帯とかになった場合

に、今までは、既存の住宅にそのまま広い住宅に入っておられるような状況が今に

もありますが、今後、この内容によりますと、一人住まいとかになれば、当然、そ

れに見合った住宅の方に変わっていただける、また、いただきたいというようなこ

とで、そういうような運用ができるというようなことで、今回、開設するものであ

りますし、というような説明を受けております。

このあたりにつきましては、今後、十分、県あたりとも、再度、連絡を取り合い

ながら、既得権の問題とかを十分踏まえた上で、進めていかなければならないかな

というふうに思っております。

それから、住宅の申し込み状況ですが、今現在、３９世帯ほど申し込みの状況が

あっております。この状況からしますと、やはり、私個人としては、まだ、住宅が

不足しているかなという感覚は持っております。

以上です。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 非常に日本語というのは、難しいものでして、議会内でも私

の発言を誤解する方達がいらっしゃいますから、特に、言葉というのは、気を付け

てしゃべらなければいけないんだなというのを近ごろ、痛感しているわけですね。

今、建設課長が言われた子ども達が就職したり、外に出たりして、その住宅が当

時は６人家族、５人家族で入居していたのが、２人になったり、１人になったりす

ると、住宅をもしかしたら、変わっていただかなければならないことがありますよ

という形だろうと思うんですが、じゃあ、逆の場合もあることかなと思うんです

ね。当然、一番、何らかの事情で、親が２人で入ってきていたと、そして、子ども

が当時は小学生ぐらいだったんだけれども、だんだん大きくなってきたと、子ども

が結婚をして、家族が増えたという場合については、当然、住宅団地等には入れな

いから、じゃあもう少し大きい住宅に居直ってもらおうとかということも考え、逆

に考えれば、考えられるのかなと思います。

そうすると、現在、待機者が３９世帯ということでございますが、山東部の方に

行けば、独居老人世帯が大変多うございまして、その独居老人世帯、または、老人

夫婦世帯の方達のお子さん達が、どちらの方に住んでいらっしゃるのかなと思いま

すと、町内も一緒なんですけどね、高森町全体考えて、子どもを町営住宅に住ませ
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て、一時期、結婚してすぐとか、しばらく慣れるまでは町営住宅で、そして、親元

の方には子どもが大きくなって帰ってこようかとかという方達もいらっしゃると思

います。

そうなってきた時に、やっぱり便利のいいものだなという町営住宅は、そういう

解釈もあるわけですが、本来の町営住宅の趣旨というものは、やっぱり目的があり

まして、住宅に困窮しているとか、様々な経済的な状況、事情があると、様々な審

査の基準がございます。それに沿うような形で、入居者は厳格に選んで入れていら

っしゃるというふうに考えておりますが、近ごろはどうか見てみれば、少し甘くな

っているんじゃないだろうかなというような考えもございますが、その点について

も、審査規定等の見直しあたりもやっていただきたいなと思いますし、ただ、今、

申し上げましたとおり、逆の方も考えられるのかということもちょっとお聞かせい

ただきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 確かに、今おっしゃる部分につきましては、逆のケースと

いうのは、考えられるというふうに私は弾力性を持った運用ができるというふう

に、今現在、認識しております。このあたりにつきましては、十分、今後、県あた

りに聞きながら、進めていかんといかんかな、認識程度というところがありますの

で、これについては、十分、今後、研鑽していきたいというふうに考えています。

それから、先ほど、言われました町内で持ち家を持って、なおかつ、今一番多い

のが、１３番議員がおっしゃった子どもさん達と一緒に住んでいらして、車の便が

悪いから、高森の住宅の方に移らせてもらって、それから、病院あたりに行きたい

んだという申し込みの内容が来ております。

ところが、今回の弾力性を持ったやり方の中で、一つ厳しいのは、持ち家がある

ところについては、同じ町内であれば厳しくなりました。というのが、今回の内容

に含まれております。ですから、一人世帯、住居、持ち家を持っていないという方

については、弾力性のある運用ができますが、持ち家を持ってやっていく分につい

ては、逆に厳しくなったというような内容になっております。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） はい、ありがとうございます。

持ち家を持っていても、高森町は大変広い地域で、午前中の議案の中にもあるよ

うに、危機管理と、要するに、いろんな危険と隣り合わせになっております。です

から、やはり、道路のリスクをからう、道の便利が非常に悪い、そういうところに
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あえて住ませていいのか、やはり、安全な地域に住ませることも、私は必要である

と思いますし、そしてまた、経済的に、やはり職場が町内にあったり、大津の方に

あったりすると、その方達に対して、もし、大津が職場だったとした時に、大津に

住んでいただくよりも、できれば、高森町に住んでいただいて、源泉所得税を多少

でも入れていただく方向を私達は選ぶべきではないかなと思っております。

ですから、そうなると、やはり、草部とか、野尻とか、山東部の方達が高森に下

りるまでに２０分かかるんだと、そして、大津の職場までは３０分ないし４０分か

かるんだと、だから、もし、高森町の町営住宅に入れなければ、大津の方のアパー

トを借りて住みますよという形になると思うんですね。

ですから、臨機応変に、私は大津が職場だったり、市内が職場だったりするか

ら、じゃあ、便利のいい大津とか、市内に住ませましょうとかという感じじゃなく

して、極力、高森の町内の町営住宅を一つの関所として、そちらの方でどうにか、

お子さんも一緒に住んでいただきたい。そして、土曜日曜は、できれば、両親がい

る草部だったり、野尻だったりに帰って、親孝行をしていただきたいなと思ってお

ります。その１つの拠点とするのが、やっぱり町営住宅ではなかろうかなと思うん

ですね。

ですから、極力、高森町に住宅があって、同じ町内で、町内の町営住宅に住むぐ

らいだったらば、そういう方達に対して、住宅は優先的に入っていただきたいとい

うふうに私は考えております。

ですから、今回の町営住宅の条例、改正をなされておりますけれども、できれ

ば、皆が喜ぶような利用の方法を使用方法というものも、町は町独自として、やは

り、条例改正というのは、東京でつくられてまいります。東京は、ほとんどが公営

の交通機関を使って、車はいらないで、地下鉄で行けば、もうすべてのところに行

ける、そういうふうに、非常に便利のいいところなんですね。そういうところの人

達がつくった条例をそのままこういうふうに、車がないと、生活できない地域の条

例にダブらせてくるんじゃなくて、それはそれなりに、また、町の条例で何らかの

手を加えて、町内の人達にも合うような形の住宅条例であるべきだというふうに、

私は考えておりますが、建設課長もお子さんもいらっしゃるし、お孫さんもいらっ

しゃる、その中で、いろいろとお悩みもあると思いますから、その点についても、

やはり、せっかく建設課長という椅子にいるならば、そのあたりを十分考えていた

だいて、今後に生かしていただきたいなと思いますが、その点、いかがお考えであ

るのか。



－ 67 －

そして、町長の方にもお子さんいらっしゃいますし、その方達とも一緒にいろい

ろと日常生活をされているようでございますが、その点について、将来的には、町

営住宅の果たすべき役割はどうであるのかということのご意見をまずは、町長の方

から聞いて、 後に、建設課長、建設課長が 初になりますと、気を使って、本当

のことを言いませんから、まず、町長の方から話を聞いて、そして建設課長さんの

方に 後にご意見をいただきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 全く、佐伯議員さんがおっしゃるとおりでございます。やは

り、住宅と申しますのは、やっぱり福祉、いろんな経済面、いろんな面が考慮され

て入居ということになるわけでございます。大変、今、３９名の方々がお待ちとい

うことでございますが、今は、核家族化と言いますか、少し激しゅうなりまして、

なかなかお子さん連れでお帰りになると、どういう言葉を使えば一番適当かわかり

ませんけれども、お子さん連れでお帰りになるという方が結構増えてもございま

す。それと、今、山東部の高齢者の方々がやはり、朝夕の病院行きとか、ちょっと

した子どもさんにお会いするためにも、何とか住宅は空かないだろうかというご希

望もあります。それに関しましては、できる限り、住宅の選定の方にもいろんな選

定、いろんなＡ・Ｂ・Ｃとランク分けてございます。 優先事項というのがござい

まして、それに従って、できる限り、そういうことは、地域の方々が本当にお困り

である方々から順次、入居できるような、そのようにしておるのも現状でございま

す。

住宅と申しますのは、皆さんの地域の方々、また町民の財産でございますから、

不公平のないように、また、公正・公平にやっていこうと、そのように思っており

ます。もちろん、いろんな先ほど、議員さんがおっしゃいましたように、臨機応変

の部分も確かにあろうかと思いますが、それは、十分、行政、また議員さん方々と

も地域の駐在員の方、また民生委員の方々、いろんな方々ともご相談申し上げて、

決定してまいろうと、そのように思っております。

○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 私も、今、町長が申しましたとおり、できるだけ、血の通

った、本当に親しみのある取り組みをしていきたいというふうに考えております。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。
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お諮りいたします。

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７６号は、建設経済

常任委員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） お諮りいたします。

暫時休憩したいと思いますが、ご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） １０分間休憩いたします。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午後１時５８分

再開 午後２時１０分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７７号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備につい

て

○議長（相馬俊行君） 議案第７７号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備についてを議題とします。

本案について、これから質疑を行います。質疑はありませんか。１３番 佐伯金

也君。

○１３番（佐伯金也君） １３番 佐伯でございます。

この件については、以前から、様々な報道等でも話を聞いておりますし、今回の

自治法の改正の内容での１つの文言の改正であるということで、どなたもご存じで

あると思いますが、助役さんが副町長になってと、収入役は言ってみれば、副町長

が見ようと思えば見れるし、会計の専任の人間を充てるということでございます。

一番、今、ちまたで言われておるのは、三役の必要性について、助役、収入役、

今までの自治法上、また、行政、自治体の流れ的には、やはり、町長は、 高の執

行者でありまして、庁舎の中にいても、そう業務的にあまりいるべきものではない

し、いろんな場面に出ていかなければならない。そうした時に、職務代理者とし
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て、助役が必要であり、その次に収入役が必要であると、収入役は大の金庫番であ

り、この方が一番、お金を動かすのには権限を有しておるということで、上手に力

の分配というものがなされておったというふうに考えております。

今回の改正では、助役さんが副町長になるかわりに、今、収入役というものがな

くなってくるんだというふうに解釈をいたしております。そうなってきますと、私

どもが考えていくのは、収入役室であります会計室、そこで、今現在、指定金融機

関がお金の管理をしていただいております。これは、以前、指定金融機関を設置す

る際に、前の収入役、有働収入役の時代だったと思うんですが、天草の方の自治体

を視察に行ったり、指定金融機関をされておるところの話を聞いたりということ

で、厳選に審査をされて、おそらく、これなら大丈夫、ここなら大丈夫ということ

で、今の指定金融機関を利用されておると思いますが、当時は、私どもの意見は、

行財政の１つの柱は、やっぱりいかに税金を徴収していくのか、いろんなお金を徴

収する際に、徴収しやすい金融機関は何かということ、議論をした記憶がございま

す。

税務課長さんが、税務課長就任当時に言われました税金未納の問題、滞納の問

題、それぞれ徴収面においての悩みを言われました。水道料にしてもしかりでござ

いますが、今度、このようにして、収入役というポジションがなくなってきます

と、その辺について、リーダーシップをとる方がどなたになってくるのかな、どう

いうふうにシステムが変わっていくのかなという疑問もございます。ですから、指

定金融機関も合わせて、今後、その収入役を取り巻く環境がどのように変わってい

くのかということをお聞かせをいただきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） まず、収入役を削るということにしておりますけれども、

改正自治法では、普通地方公共団体に会計管理者１人を置くということで、収入役

に変わる会計管理者というのができるわけでございますけれども、これは、町の補

助機関である職員のうちから、町が任命するというふうになっておるところでござ

います。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 会計管理者を置くというのはわかるわけですね。今までのシ

ステムというのは、収入役を議会に町長が指名推薦をして、議会の承認を得て、収

入役に就かれておられました。その収入役というものは、町長が公金について支払

いを命じても、収入役の権限において、おそらく、支払いをしばらくの間待たせる
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とか、支払いについての権限は収入役さんは収入役さんで大体は持とうと思えば持

てるというのが、今までの収入役というもののシステムではないかなと思うわけで

すね。

ですから、うまく力の分配が町長さん以下、特別職の助役さん、収入役さんに３

通り分配されていたんだなと思います。ところが、今回、会計管理者を置くという

ことになりますと、会計管理者は、当然、町の職員でございます。ということは、

やっぱりそこのトップは、町長であるわけで、収入役も頭は町長であることは変わ

らないと思うんですが、やっぱり特別職という立場からすると、収入役は収入役独

自の、やはり、性格を持ち得る、持ってもいいんだというふうに、私は解釈をいた

しておりますが、今回の会計管理者は、会計管理者として、独立して、町長とは違

う考えを持つことは、私は不可能ではないかなと思います。

その点について、やはり、収入役を置かないでもいいじゃないか、今はもう会計

室も指定金融機関を置いてやっているから、もう大丈夫だからという声が強いよう

でありますので、あえて、現在の今回の改正がどうだこうだとは申し上げておりま

せんが、ただ、やはり、会計管理者を置いてやっていく上において、会計の部門が

そういうふうにシステムが変わっていくのであるならば、指定金融機関の今後につ

いても、当時は、３年ほどやってみて、様々な条件等を調査し、もし、指定金融機

関がこの高森町の財政の運用上、いろんな問題点が生じるようであれば、また再

度、指定金融機関の変更もあり得るんじゃないかというようなご説明を当時の収入

役からも話を聞いております。ですから、一度、指定金融機関に指定されたところ

は、ずっと一生、この高森町の指定金融機関をされていくのかなという疑問もあり

ます。

ですから、今度、このようにして、会計の部門も変わっていくのであるならば、

指定金融機関についても、先ほど、言いましたとおり、水道料の徴収について、ま

た、税金の徴収について、未納、滞納が多い理由がどこにあるのかということをも

う少し深く考えて、やっぱり金融機関のその位置を私は、もう１回だけ精査する必

要があるような気がいたしますけれども、その点については、おそらく、総務課長

じゃなくして、収入役さんの方かなとも思いますので、どうぞよろしくお願いをい

たします。

○議長（相馬俊行君） 収入役 芹口誓彰君。

○収入役（芹口誓彰君） 現在、指定金融機関、肥後銀行を指定金融機関に指定してお

りますけれども、大体、県下のほぼ８割程度が肥後銀行が指定金融機関ということ
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でなっております。

また、収納代理機関といたしまして、信用組合、それから、農協、収納代理機関

に指定しておりますし、また、口座振替等の件につきましても、大体８割程度が口

座振替を利用されております。

そういったことで、現在のところ、肥後銀行を指定金融機関として、何の問題は

ないというふうに思っておりますし、また、銀行、それから阿蘇農協、それから信

用組合、それぞれの経営状況等も監査委員さん共々検討しておりますけれども、肥

後銀行、経営状況、何ら問題点はないというようなことで、今のところ、肥後銀行

指定としては、問題ないというふうに、私は、今のところ思っています。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 経営状況は、それぞれやっぱり地方銀行というものの中で

は、肥後銀行というのは、大変すばらしいものがあるというふうには、私も認識を

いたしております。私は、その金融機関の経営状況がどうのこうのというわけじゃ

なくして、先般、税務課長が言われたことが非常にひっかかるわけですね。税金の

滞納者を減らしてくると、水道使用料の滞納者も多いんだというようなお話をされ

ていらっしゃいます。

現在、振込が８割程度いらっしゃると言われましたが、当時、私は、指定金融機

関を肥後銀行にする際に、これだけ高齢化が進んで、お年寄りがなかなか外に出る

にも、交通の利便性が一つの障害になって、その地域から出て来れないよう状況で

あると、そうなれば、各地域に支店を持つ郵便局なり、農協なりの方が、町として

は、収納業務はしやすいんじゃないですかという話をしたわけですね。

振込を現在されていらっしゃいますから、当然、農協からも振込が、銀行の収入

役口座にはできると思います。そして、まだ郵便局については、郵政の改正が正式

にできあがってしまえば、郵便局あたりからもおそらく一般の銀行あたりにも振込

ができるものだと思います。

しかしながら、私は、その拠点となる指定金融機関が銀行じゃなくして、農協だ

ったら、まだよかったのにな、郵便局だったらまだよかったのになというふうな気

持ちが当時あったわけです。確かに、熊本県の指定金融機関は、肥後銀行とファミ

リー銀行かな、私もそこまではよく存じ上げていませんが、いろんな交付金、支出

金、補助金等が入ってくる際には、肥後銀行同士が確かに町の財政運用からすれ

ば、お金の管理からすれば、やりやすいのはわかるわけですが、しかしながら、町

の財政運用の第一前提は、町税をいかにして、スムーズに収納させていくかである
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と思いますし、水道使用料についてもしかり、いかに皆さん方が納めやすい環境に

していくかというものも、この行政側からすれば、考えることであるというふうに

考えておりますが、当時は、その収納業務においても、振込手数料の競争が行われ

ました。１件いくらというのが、しばらくは無料でしますとか、その間はいくらに

下げますとかという形で、当時、金融機関の間で、条件が提示されて、競争がなさ

れました。しかしながら、いろんな諸条件をクリアする肥後銀行が一番大丈夫だろ

うと、安全だろうということで、今に至っているわけですね。

しかしながら、やはり、先般、税務課長が言われたとおり、滞納もあるし、水道

料もそうは１００％現在入ってくる状況でもない。そう言われてくると、町民の皆

さん方が振り込みやすい、納めやすい金融機関というものを、今一度、私は考える

時期に、この機会に一緒に考えていただきたいというような気持ちがございますけ

れども、その点について、収入役は、大丈夫、問題はないということでございます

が、おそらく、収入役が問題がないと言いますから、町長も問題ないと言うと思い

ますけれども、町長さんはいかがお考えでございますか。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 地域に金融機関があると、本当に便利はよろしゅうございま

す。いろんな収入を１００％上げるのが、税の目的でございます。不公平感がない

ようにということが、一番大事ではなかろうかなと思っておるところでございま

す。

今、収納の問題につきましては、なかなか地域的に納税組合等が解散したりと

か、いろんな地域性が今、ございます。その中で、職員の方もできる限り、地域を

守り、収納に力を入れているところでございます。

また、指定金融機関は、今、肥後銀行さんということでございます。もちろん、

その当時、大きな不祥事件等があって、そういう地域性、また、確か、１３番議員

も一緒に松島町、苓北、五和町、３カ所一緒に回ったところではなかろうかなと思

っております。

その中で、肥後銀行さんというのが大半ございました。その中で、一番システム

的に経費、いろんな面、１件が１５円ぐらいではなかろうかと思いますが、その当

時は、無料で１年間していただくと、いろんな諸条件が出まして、総務委員会だっ

たと思いますが、肥後銀行さんが一番いいということで、推薦に至ったところで、

決定なされたんだろうと、そのように思っております。

今のところ、当然、管理者、収入役がなくなるわけでございますから、今、総務
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課長が申しましたように、職員の中から収入役は消え、会計管理者というのが出る

と、そのことにおいて、少し、町長さんが権限を持っておりますから、自由にやる

んじゃなかろうかなというような疑いがあるようでございますが、そこは、職員、

また、管理者になった方はそれだけすばらしい人がなるわけでございますから、そ

ういうことは決してないものと思っておりますので、どうか、ご理解をいただきま

すように。今の状況におきまして、今は会計室でございますが、今のところは、問

題ないものと思っておりますので、ご理解をいただきます。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） はい、ありがとうございます。

一度決定したところをそう変えるというのは、なかなか難しいわけですね。何ら

かの条件がなければ、事情がなければ、そうは事柄を変更するということは難しい

ものなんです。ただ、現状において、滞納者が未だ増えつつあったり、収納業務が

難しくなったりということになってくると、やはり、その地域に則した金融機関を

今後は再度、検討をしていく必要も出てくるんじゃないかなと思っております。

会計管理者ができて、町長さんがその人に命令してお金出せなんていうことは、

おそらく、今の証憑のいろんなお金の流れあたりのシステムからすると、全く不可

能なことでございますから、何も問題はないものだと思っておりますが、ただ、町

民側から立った時に、やはり指定金融機関がここだけで、本当にいいのかなと思い

ます。

実際、議会の歳費は、肥後銀行にすべて入っていきますが、私は、肥後銀行はほ

とんど利用いたしませんで、ＪＡを利用しておる。これは、私だけかもしれませ

ん。しかしながら、やはり、そういうふうな方達も中にはいらっしゃるわけです

ね。そういう人達が、今の現状を便利がいいと思われるのか、便利が悪いと思われ

るのか、そういうことも、私は、もう考えていただいてもいいんじゃないかなと。

やはり、以前、会計室並びに水資源対策課とか、税務課あたりで不祥事が発生し

て、言われたとおり、町長さんも一緒に、天草の方の自治体を見に行きました。苓

北町は、当時はＪＡでした。農協を指定金融機関にされていました。後、残りの２

つは、肥後銀行をされていらっしゃいました。それぞれ問題は、そうは発生をして

おりませんでした。あとは、どの金融機関を選ぶかというのは、その自治体のた

だ、審査の中での考え方だけであっただろうなと、物差しの長さだけであっただろ

うなと思います。そうなりますと、やっぱり今度、こういうふうに自治法が改正さ

れて、収入役室に会計管理者を置くというような形になってくる、このタイミング
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の時に、今一度、この問題について、振り返って、現状の収納状況も出していただ

いて、本当にこの金融機関で今後も行っていいのかどうかという検討はするべきこ

とではないかなと、こういう機会でもなければ、流れ的にそのままずるずる行って

しまうような気がいたします。

当時、指定金融機関を設置する際に、当時の収入役さんは、この契約は永久じゃ

ありませんと言われました。ならば、今度、こういう機会に、やはり、再度、検討

を加えて、私はいただきたいというふうにお願いをいたしておきます。

以上です。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、総務常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７７号は、総務常任

委員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７８号 平成１８年度高森町一般会計補正予算について

○議長（相馬俊行君） 議案第７８号、平成１８年度高森町一般会計補正予算について

を議題といたします。

本案について、これから質疑を行います。質疑はありませんか。６番 野中謙三

君。

○６番（野中謙三君） ６番 野中です。

独演会もちょっと疲れているようでございますので、簡単な質問、１点だけさせ

ていただきます。食糧費というのが、どこかにあったんですよね。これは、文教で

すね。２７ページの食糧費１６万円というのがありますけども、食糧費の取り扱い

方について、１８年度予算もそうでしたし、１７年度予算もそうでした。何か全体

的に、ちぐはぐな部分がありはしないかなという気がいたしました。食糧費の部分

に関しては、非常に慎重を期して、その部分はなるべく計上しないようにという部

分が、平成１１年度以降からちょっとありましたけども、また、復活した形で、食

糧費あたりが計上されてきておりますけども、そのいろんな各種委員さん達おられ

ます。そういった方々に報酬等がなくなったり、あるいは、その日の日当廃止とい
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うことで、支払いする分がないということで、食糧費を残されている部分もあろう

かと思いますけども、その食糧費の全体的な取り扱いについて、各課において、本

当に統一された計上され方がされているのかが少し不安がございますので、そのあ

たりについて、説明をしていただきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 企画財政課長 村上源喜君。

○企画財政課長（村上源喜君） 今、議員がおっしゃいましたように、食糧費について

は、基本的には、予算化はしないというのが原則でございます。ただし、各種、議

会ということではなくて、各種行政委員会ですね、そういう分について、必要があ

る分については、 低限を予算計上していただくということで、基本的には、食糧

費については、非常に予算の中でも一番厳しい査定を行っております。

○議長（相馬俊行君） 教育委員会事務局長 杉田則秋君。

○教育委員会事務局長（杉田則秋君） ６番議員さんに対して、お答えします。

この１６万円の内訳ですけど、色見、上色見のコミュニティーセンター、来週、

落成予定です。その落成費用に充てておりますので、ご理解ください。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） 式典費用とか、そういった感じならわかるんですけども、いわ

ゆる食糧費という原則をなくすということであれば、食糧費という計上の仕方に問

題があるということですね。問題は。自分のところがどうのこうのじゃないんです

けども、例えば、同じ、文教関係で出ておりますので、自分のところなんですけど

も、例えば、教育委員さん達なんかの昼食代、そういったあたりもきちっと僕達議

員みたいに自腹でされている部分ですよね。１７年度あたりは、その辺がちょっと

あやふやだったなというところがちょっと感じておりましたので、その辺はちょっ

と確認の意味で、再度、答弁していただきたいと思います。

もう１、２点。アスベスト対策補助金というのがありますけども、これは、いわ

ゆる国の方から補助が下りてくる部分ですかね、これを信用組合というふうに、提

案説明の中でございましたけども、まだ、庁舎、町の財産の中に、いわゆる昔の畜

産センター、今の商工会が入っている事務所がございますけども、あそこの２階が

アスベストが使ってあるということで、使用禁止にはなっておりますけども、きち

っとした密閉されている状態ではございませんし、あのまま放置していいのかとい

う部分がございます。撤去するにも、多額の費用を要しますけども、同じアスベス

ト対策費として計上されている部分から考えれば、町の財産である、あの建物の今

後の対策をどうされるのかを町長の方にお伺いしたいと思います。
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○議長（相馬俊行君） 教育委員会事務局長 杉田則秋君。

○教育委員会事務局長（杉田則秋君） 教育委員さんの食糧費につきましては、ただい

ま、自費でございます。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今回、当初で信用組合のアスベストということで、ご説明を申

し上げましたが、これは、信用組合の２階の方がアスベストということで、今、使

用禁止になっております。その分に関しての補助金でございます。

今の商工会の２階部分でございますが、今、商工会さんの方もいろんな移転問題

等、いろいろ苦慮をいたしております。今、アスベストの問題で２階に上らないよ

うにはしてありますが、今、おっしゃいましたように、密封はしておりません。早

い機会にできるだけ、予算措置をしながら、アスベストと言わずに、商工会も含め

て、検討してまいらなければいけないと思っております。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） はい、ありがとうございます。

アスベスト、未だにあの下で仕事をされているということで、ましてや、あれは

町の財産の中で仕事をされている、賃料を払っていただいているという部分でござ

いますから、借地借家法から言っても、家主に責任があるわけでございますので、

本来ですと、対応が僕は遅いような気がいたします。これは、早急な課題として、

取り組んでいただきたいと思います。

後に、あと１点、これは、また、さかのぼることになりますけども、２３ペー

ジの方で、物産館等の管理費の中で、電気代、加工場の電気使用料というのがうた

われてございますけども、あそこの形態の部分が今一、不透明になっております。

なかなか昔のことだからとか、引き継いでわからんだったとかいう部分も確かにご

ざいますけども、こういった部分の予算計上の仕方が、あそこが周りから見れば、

物産館は甲斐商店の方で指定管理者として経営なされておる、ましてや、町の方か

らの持ち出し分は一切ないということでされておりますけども、他の指定管理者に

ついては、いろんな部分で、人件費等を含んだ上で、指定管理料ということで支払

っておりますけども、じゃあ、この中の電気代、これを一体、どの部分の電気代な

んですかというふうな疑問が生じますけども、そのあたりの説明をよろしくお願い

します。

○議長（相馬俊行君） 農林振興課長 岩下光広君。

○農林振興課長（岩下光広君） 今回の電気代ですが、現在、裏側の加工場につきまし
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ては、直営というようなことで、町が電気代を負担しております。現在、あそこの

加工場の分が産廃の浄化槽と、それから、一般加工場、ハム加工場、大体産廃の方

が３万３,０００円ということで、一般加工場の方が１万３,０００円、ハム加工場

が３万４,０００円ということで、大体８万円ぐらい裏が電気代がかかっておりま

す。当初、３万円、わからなかったものですから、概略で組んでおりましたが、あ

と残りの５万円と、それに電気保安点検分が高圧ですので５万６,０００円という

ことで、６５万５,０００円を、今回計上させていただきました。

それから、確かに、今、ご指摘のように、物産館の方におきましては、指定管理

料なしで、甲斐商店の方が指定管理者として運営をされております。裏の方が、現

在、直営ということで、一般加工場の方が２団体、それから、ハム加工場が１団体

ということで使用されております。いろいろ前の経過等を調べましたところ、大体

１０年以上になりまして、町でも十分、助成等をやっております。したがいまし

て、来年４月以降につきましては、電気代等、利用者で負担してくださいというこ

とで、申し入れをしております。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） 課長が言われる部分はわかるんですけども、来年４月からです

よね。例えば、今のところ、直営であれば、その加工場の部分を指定管理者とし

て、きちっと僕は出してあげた方がいいと思うんですけども、直営です、直営です

と言いながら、実際は、負担していただくということになると、じゃあ、使用料を

くださいとかという規定になってしまいますけども、その辺は、僕は方向をはっき

り定めていただきたいというふうに思っておりますので、その辺についての考え

は、これは、町長の方にお伺いしたいと思いますので、４月以降について、どうい

った体系でいくかを町長の方からまた答弁願って終わりたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、管理者制度ということで、極力、できる限り、そのような

民間のまた活力を利用するということで、管理者制度に持っていっておるわけでご

ざいます。管理者制度をつくる時、皆さん方にお示しをしましたように、どの分野

を管理者にする、どの分野はもうしばらく直営で見ていかなければならないのかと

いう部分がずっと１つの線引きをして、皆様にご説明をしたところでございます。

まだ、後ろの加工場と言いますか、地域の婦人会の方々がいろんな製品をつくって

販売されておると、いろんなものがございますが、指定管理者に渡して、やってい

けるか、いろんな今は苦慮をいたしております。できる限り、１つでも２つでも、
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民間の方々の活力を得るために渡していきたいと、そのように思っております。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。１３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） はい、１３番です。

今、６５万５,０００円の使用料及び賃借料が発生していて、電気使用料という

ことでございますが、そもそも、当初予算の中で、確か、使われる方からの使用料

が大体金額が出されておりまして、その金額と、今回、こういうふうに電気使用料

あたりが出てきますが、その関係はプラスマイナスでいくと、町が出すのと、使用

料でいただくのと、どのような状態ですか。

○議長（相馬俊行君） 農林振興課長 岩下光広君。

○農林振興課長（岩下光広君） 現在、使用料が２万５,０００円、ハム加工場の方が

ですね、それから、一般の方が１時間当たり１００円となっております。現在は、

１２カ月としますと５万円の、５×６＝３０、３０万円、大体いるわけですが、そ

のうち、これでいきますと、電気代が約６０万円ですので、３０万円ちょっと町の

負担が、本年については多いということになります。すみません、当初のがありま

すものですから、 初が３６万円ですので、本年につきましては、全体的に、６０

万円ぐらいが町負担が本年は多いということになります。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 私も当初予算書、今日、持ってきておりませんから、その当

時の歳入部門でどれだけ使用料を見ていらっしゃったのかということが、私もちょ

っと記憶にないわけですね。できあがりまして１０年近くになるわけですね、これ

は。１２年ですか。そして、この機械は、わざわざ現地の方に見に行って、研修さ

れて、これがいいということで、莫大な金額を費やして使用してきております。

ハム加工をする際においての肉を扱う道具というものは、もうかなり手入れをし

ていないと痛みも激しくなります。おそらく、現在、使用されている方も修繕をし

たり、整備をしたりしながら、どうにかこうにか、持たせられてきていると思うん

ですね。もし、これを、今後、指定管理者なんかに委託しても、おそらく現状の機

械をそのまま使って、ハムを加工しましょうなんて言っても、新規の指定管理者な

んていうとは、そうは応募はしてこられないんじゃないかなと思います。

ただ、赤字部分を町が負担していただけるのであるならば、都合のいい応募者の

方がいらっしゃると思うんですが、それでは、当時、そういう加工場をつくった意

味がない。ですから、やっぱり加工場の本来の設置目的に合うように、やっぱり慎

重に今後、考えていっていただいて、町がボランティアでその方にお金を、要する



－ 79 －

に、見えないけど、使用料をもらうから、あと、こちらの方から経費は払って、経

費と使用料を計算したら、経費の方が多かったけれども、それはそれでいいわいな

なんていう軽い気持ちで経費を出すんじゃなくして、やはり、経費がかかるのであ

るならば、経費に相当する額の使用料に今後は上げていくなり、そして、また、機

械の納入についても、莫大なお金がかかっております。１０年間使われております

から、減価償却もしておりません。再度、購入するならば、もう今さらできませ

ん。ですから、それに合うような機械の使用料的なものも、やっぱり今後考えてい

かないと、町は、もうこの機械が使えなくなって、今現在、使用されている方が出

て行かれたならば、これは、役に立たないお荷物をそのまま背負う形になります。

ですから、そういうことがないように、もう今ではおそらく手遅れだとは思います

が、今からでもいいですから、来年度に向けて、もう１２月です。来年度の予算を

立てる時期に来ておりますから、使用料あたりは、もうちょっといただくように、

計算をしていただきたいと思いますので、あとで返答方をお願いいたします。

それと、農地費の中で、同じページ、２３ページ、坊ヶ平のため池と整備事業

で、見込額５,０００万円、既定額５,７００万円という形で、７００万円の減にな

っておりますね。今回の補正は、概ね減額が多くて、当初の予算よりもどんどん減

ってきておる、一時期増えて、また減ってきておる、今回初めて減ったわけです

が、私の感で行くと、おそらく、平成１８年度末には、４２億円は切って、下手す

ると、４１億円を切った状態の予算額になるんじゃないかなと、そのように思いま

す。何でかと言うと、財政の方が一生懸命絞っていると、無駄なところを省いてい

るんですね。そして、不用額については、速やかに不用調整をして、どんどん減額

修正をかけているから、おそらく、平成１８年度末、１８年度の会計を締める時に

は、４１億円を切るんじゃないだろうかなというふうに、私は考えております。そ

うしてほしいと私は思っております。

ですから、今回の補正についても、減額補正でありますから、私は、歓迎するわ

けでありますが、ただ、減額をするにしても、金額がちょっと多すぎる。従来、様

々な工事、公共工事をする際においては、基本設計、そして、実施設計、やってま

いります。そしてまた、その以前には、計画書を上げます。計画書を上げる、その

時に大体の金額は概算で出すんですが、そうした中で、当初予算で５,７００万円

という形を載せてやってきて、そして、いざ、工事をした時に７００万円減る、工

事をする前に、本設計をした、実施設計をしたら７００万円も減っちゃったという

ことは、私は、平成１８年度の予算の査定においても、当時、企画財政課の査定、
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そして、そのあとは総務課長あたりも査定に加わるのかどうか、よくわかりません

が、そこあたりの査定もあったり、または、町長の査定があったりする形で、いろ

いろと予算の縮小に努められていらっしゃいました。進められていらっしゃった中

において、あえて工事費あたりは、５,７００万円組んでいらっしゃったのに、何

で、今回７００万円減額されたのか、これは、もうすでに工事の発注は終わってお

りますが、この設計の変更がなされておりますが、この件について、その設計の、

要するに、予定額の下がった理由、どのあたりが、どのように下がって、これだけ

の金額が不用額としてなってきたのかということをお聞かせをいただきたいと思い

ます。

○議長（相馬俊行君） 農林振興課長 岩下光広君。

○農林振興課長（岩下光広君） ただいま、おっしゃられましたとおり、非常に、ハム

加工場というのは、製造業を行うところでございまして、使用料が建物の損耗品に

当たるものか、電気代等、どのようにするかということで、非常にこちらの方も、

私どもも考えているところでございます。今後は、もう少し、議員さんの意見も聞

きながら、ここ辺の対処をさせていきたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 坊ヶ平の件につきましては、ため池改修で、今年の４月に

申請を国の方に出しております。国の方から指令がきたのが、９月以降に向こうか

ら内示があっただけで、実質的には、それまでに来ておりません。一応、写しだけ

をいただいて、１１月に実施設計を組みまして、その中で、実施設計の残額という

ふうにご理解いただきたいと思います。

本来ならば、通知指令が大体７月ぐらいには、いつも来るということですけど、

なかなか指令が県の方から届いておりませんで、未だかつてまだ、手元には指令書

が届いておりません。そういうようなところがありまして、本来、実施設計を組む

際には、指令が来て、それから、計画に基づいた内容で指令が来ますので、それか

ら実施設計を組むのが順序なんですが、指令が来るのが遅すぎたがために、今回の

減額補正になっております。本来なら、９月ぐらいには、一応、実施設計組んだ時

点で減額できたんじゃかろうかと思っております。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 現在でも指令書が手元に来ていないということになります

と、もしかしたら、県が何らかの都合でじゃあやめましたなんて言われた時には、

もう町の出しかぶりになってしまう恐れがあるわけですね。そういうことはおそら
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くないと思うんですが、ただ、実施設計をして、その残が出たということなんです

が、ただ、実施設計をする前に、ある程度、当初予算に掛ける時に、私がいつも言

っている、今議会でも言いましたが、財政に余裕があるんだったらば、概ねの金額

で当初予算に計上することは、私は仕方ないと思います。しかし、財政係のがんば

りとか、財政の担当職員の話を聞いてみますと、平成１８年度の当初予算について

は、あらゆる面から圧縮に圧縮を重ねて、そして、出てきた金額が１８年度の当初

予算であったというふうに、私は認識をいたしております。

以前の議会でも前の議会であったとおり、森林組合の間伐補助についてもそうで

すね。９２０万円だったですか、間伐補助についても、そうなんですよ。要する

に、当初で減額をされて、そして、途中でどうにも足りないからということで補正

を組まれてきたんですね。それが、問題となって、議会の決議という形になってき

てしまいました。これは、増額でしたからそうなったんですね。

減額ならばいいかというと、精度に対して、要するに、精度というのが、緻密度

ですね、その正確さ、予算の正確さの観点から考えて、５,７００万円の当初予算

の設計金額から実施設計をした際に、７００万円も違ってくる、その精度というも

のが、本当に今の行政の中で許されるのかということを、私は、お聞かせ願いたい

わけですよ。再度、お願いいたします。

○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 確かに、私も１３番議員がおっしゃいますように、そこに

は、私もジレンマを感じている部分がございます。国の基準に従った算定基準に基

づいて、当初、設計します。これは、災害もしかりなんですが、これを 終的に、

指令が来ます。来た後に、実施設計を組んで、地域の実情に合わせて設計を組んで

いくと、金額の差額が出てきます。これについては、本当にどうしてこんなに変わ

ってくるのかなというのと、合わせて、これは、一括で下りますけど、それと合わ

せて、入札の残というのも含まれているというふうに、ご理解いただきたいと思い

ます。

ですから、それが実施設計組んで、それで下がり、また、入札で金額が下がっ

て、当初からすれば、あまりにもかけ離れた金額じゃないかというような誤解を招

くような内容に対して、私、本当に実際に、ジレンマを感じているところはござい

ますので、ご理解いただきたいと思います。

それから、先ほど、申されました指令についても、まだ写ししか届いておりませ

んということで、これも、振興局を通じて、再三再四、場合によっては、県まで直
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接行って、話をしようかというようなことを話しておりますけど、まだ、今、届い

ていないというのが現状でございます。

以上です。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 指令が来ていないということは、写ししか来ていないという

ことは、財政的な措置がまだなされていないということですね。国の方からはね。

そうなってくると、もし、もう入札が終わっておりますから、工事着手金とかとい

う形で、じゃあ、工事を請け負われた業者が前渡金とられた時に、その前渡金はど

ういう形で出すのかという問題も出てくるわけですね。指令書でも来ておれば、お

そらく、指令書のそれに合わせて、ある程度の予算的な措置も、予算的な裏付けも

つくから、安心して、前渡金の請求があっても、私は、前渡金は出すことが可能で

あると思います。

しかしながら、現在、指令書が写しであるということになると、その資金面にお

いて、前渡金を出す根拠というのが、いつ来るかわからない予算に対して、お金に

対して、もし、入札が終わっていますから、入札が終わって、工事に着手する業者

から前渡金の請求が発生した場合について、その前渡金の裏付けがどうなるかとい

う問題も私は出てくると思いますよ。ですから、その点については、私は入札をそ

こまで指令書が来なかったなら、急がなければならなかったのかな、坊ヶ平地区の

ため池等の整備事業ですから、来年の作付けに間に合うようにしなければならな

い。要するに、金額的なところから適正工期を逆算していくと、やはり、そうなら

ざるを得なかったというのは、確かに建設課長がジレンマだったということは理解

をいたします。しかしながら、やはり、私は財政のことしか、私は大体あまり興味

ございませんが、その前渡金を請求された時に、前渡金を出す場合において、その

予算の裏付け根拠というものが、指令書がないのであるならば、出せるのかという

ことですね。この点について、財政課長さんの方にお聞かせをいただきたいと思い

ますが。

○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 確かに、その指令の件につきまして、うちも１３番議員が

おっしゃるように、その部分は強く県の方に話をしております。県の方から写しを

もらった内容が、この日付が、向こうは７月になっております。県の方には、もう

国の方から７月付けで向こうに来ているというのはわかっているんですけど、それ

がまだ手元に届いていないというのについて、全く１３番議員がおっしゃるよう
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に、そういうな場合の取り扱い方についても、当然、県の方にはクリアできるのか

ということを踏まえた上で、準備を進めて、今回になったということで、ただ、本

日の議会までにもまだ指令書が届いていないということで、あまりにも県の担当か

もしれませんけど、私は、あえて、この議会の中で、この内容を説明させていただ

きたい。こういうような現状も知っていただきたいということで、申し上げており

ます。

○議長（相馬俊行君） 企画財政課長 村上源喜君。

○企画財政課長（村上源喜君） 前渡金の件ですけれども、私どもの方は、県の方から

入札は実施してよろしいというような連絡をいただいておるということでございま

したので、決裁をしているところでございます。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 長くなりますけれども、お許しをいただきたいんですが、じ

ゃあ、今議会で、指令書の写しということですね。これは、写しというものも、そ

ういうふうに、認識をしていいのかどうか。７月と言えば、もうあなた、やがて５

カ月になりますね。なのに、まだかつて、本通知が来ていないというような中で、

私は、それはいかがなものかなと思いますけれども、しかしながら、指令書の写し

が来たから、それはもう通知書として見なしてやれるものだろうかなと思います。

私は一般の企業だったならば、写しでは、そう簡単にお金を動かすというのはしな

いんじゃないかなと思うんですよ。特に、町長さんは、就任当時言われたですね、

民間の経済的などうのこうのでやってと言われていたんですが、官公庁はそういう

ふうなものでいいかもしれないけれども、民間だったら、おそらく無理があるんだ

ろうなと思いますが、写しで町長はお金出せますか。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、建設課長からも説明がございまして、今、写しということ

でございますが、私は、まだよく見ておりませんけども、やはり、内示が来たとい

うか、写しということは内示をいただいたという感じ方かなと、私も、今ちょっと

思い出しますならば、東保育園をお願いした経緯がございます。１７年、１８年に

またがってということでございました。厚生省の方に一緒に課長と行きましたとこ

ろ、１７年度で半分、１８年度半分と、そのようなお話をして、それは責任が持て

ますかと、工事はまさか柱立てて、屋根をかぶせないわけにはいきませんよという

お話をした経緯がございます。だから、国の方ですね、予算が県の方を通じてやら

れましたけども、厚生省の方から直接ということで、１７年度と１８年度にまたが



－ 84 －

って、保育園については補助します、何か、そのような感じが１回ございましたも

のですから、写しが来たということは、着工してもいいんじゃないかというような

感じで、私は受け取っておりました。

○議長（相馬俊行君） 大事な問題ですので、発言を許します。１３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 指令書と決定通知書と内示というのは、それぞれ、私は性格

が違うと思います。内示というのは、ほぼその上の方の機関で協議を重ねて、ある

程度の決定をしたから、その通知をされるのが内示であると思いますし、指令書に

ついても、それに類するものだというふうに言われれば、それまでかなと思います

が、しかし、今の公文書社会において、その写しがそれと同等の扱いをされるもの

だというふうには、私は思いませんし、もし、指令書の写しが来たということであ

るならば、それを目途にある程度の実施設計に入って、入札をする準備までは、ま

ずは、許せるものは許してあげたいと思っております。

しかしながら、指令書の写しによって、入札をして、もしかして、それによっ

て、前渡金の支払義務が生じるということになってくれば、私は指令書の写しは正

式なものではないというふうに認識をいたしますが、その点については、財政課長

あたり、総務課長さんあたりの方の見解をお尋ねをいたしたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 企画財政課長 村上源喜君。

○企画財政課長（村上源喜君） 私は、その事実は本日聞きましたので、具体的に、そ

の書面を見ておりませんけれども、担当課の方としましては、その写しと県の方か

ら着手してよろしいというような連絡といいますか、そういうことがあったという

ふうに理解しておりますので、今ちょっと調べておりますが、特段、問題がなかっ

たかと、法的にということであれば、今の時点で答弁をはっきり申し上げるわけに

はまいりません。もう少しきちっと整理したいと思います。

○議長（相馬俊行君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 私も企画財政課長と同じでございますけれども、普通、指

令が４カ月も、それ以上も遅れるということは考えられないわけですけれども、国

の方の日付は７月２日でございますというような、建設課のお話を聞いております

し、県の方とも打ち合わせをした上での入札ということでございますので、決裁を

当然いたして、入札も総務課の方でやっておりますけれども、前渡金の支払いとか

が、そこ辺になりますと、法的に問題がないかと言いますと、その当時の県の話で

は、どこかで日にちのしわ寄せはしてもらわなくちゃいけないと。７月２日と聞い

た時に、私もびっくりしたわけでございまして、どっかで調整をするということに
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なりますと、町村がしなきゃならないと。さかのぼってでも日にちを受け付けるか

というお話まではいたしましたけれども、国は、その７月２日で出すということで

ございますので、それは当然、県の方とも確認をされたということですので、信用

をいたしておりました。

以上でございます。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 私どもは、今まで、１６年間、議員をしてきて、役場の職員

も信用いたしておりますし、県の職員も信用いたしております。その信用した結果

も、何回か裏切られてまいりました。それが日ごろからそういうことがあったとい

うわけではございません。極々極々稀に、万に一回ぐらいの職員の裏切り行為はあ

りました。実際、不祥事もあっておりましたから、そう言わざるを得ないわけです

ね。ただ、今回の指令書の取り扱いが、それに類似するかと言われれば、類似はし

ないものだというふうに、私は思っておりますが、ただ、やはり、行政というもの

は、地方自治体というものは、地方自治法、様々なそれに付随する施行令、または

法律等に沿って、条例等に沿って、私は運用していく、運営をしていくものが、当

然であり、それが、町民の信用を勝ち取る一つの方法であると思っています。

ですから、当然、役場の職員の皆さん方も、町条例、施行令、様々な規則、自治

法、それを読みながら、それに照らし合わせながら、それに沿って、いろんな事業

を展開し、仕事を行っていらっしゃるわけですね。そうした時に、指令書の写し

で、その動きができる、コピーでできるのか、そうなってくると、信用性というも

のが、ちょっと制度というものが、精密度というものが、薄らいでくるような気が

いたします。少ない予算で、それをやりくりして実行していくならば、精密度を高

くしていかなければ、無駄も省けませんし、本当に町民が期待する事業もできなく

なってくるわけですね。そして、少ない予算でやりくりをしようと思っても、精度

が悪ければ、ロスばかり出て、 後の 後にはお金が足りなくなってしまうという

可能性もあるわけですよ。

ですから、入札を１１月にされている。そして、もう１カ月近く経っていますか

ら、もしかしたらば、前渡金の請求もあっているかもしれません。そうした時に、

指令書の写し、それを財政の方もよく確認をしない。収入役室は、それを確認する

義務があるのかどうかわかりません。しかし、この工事についての決定通知書なる

ものもまだ届いていない状況の中で、見なし的な、私達から見れば、見なし的な入

札の実行であり、発注であるというふうに、言わざるを得ないわけですが、これを
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もし、来なかった時に、どなたが責任をとられる形になるのかということを、町長

さんの方にお伺いをいたしたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 確かに、今、不手際を、１３番議員さんから注意を受けて、私

どもも執行には甘かった分があったろうと、そのように反省をするところでもござ

います。決定がなされないで、お金が来ない時はどうするかということでございま

す。私が思いますには、１つ、内示といいますか、指令書が一応は、コピーであり

ますけども、来ているということでありますので、信用して、実行に移したという

ことでございますから、 終的に、責任の度合いにつきましては、今後、そういう

不祥事があれば、責任度合いについては、十分、私が考えることだろうと、そのよ

うに思っております。

ただただ、そういうことにおきまして、早く実行、入札をし、写しでしたという

ことに関しましては、今後、十二分に気を付けてまいりたいと思っておりますの

で、どうかよろしくお願いをいたします。

○議長（相馬俊行君） １３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 元々の始まりは、既定額の５,７００万円から７００万円も

実際、実施設計額が下がったということから、こういう問題が出てきたわけです

ね。やはり、財政が豊かな時なら、何度も言うようですが、ある程度の遊びは許せ

るんですよね。予算の幅というものは許せる。しかしながら、皆さん方、ご存じの

とおり、 初、もう１２月の議会が終わりますと、早速、来年度の予算の骨格をつ

くらなければならない、その時に、あなた達に企画財政課の方から通達があるの

は、前年度予算から何割カットですよと、何割以上カットしてくださいよ、要する

に、先ほど、野中議員が言われたように、食糧費については、カットですよとか、

いろんな条件が出された中で、あなた達は事業費を出してこられるわけです。そし

て、それを何段階も査定を受けながら、 終的に決定されたのが、１８年度の当初

予算でありました。だからこそ、その厳しい財政の中だからこそ、それなりに皆が

一丸となって、予算の縮小に努めてきたわけですので、これだけの７００万円の誤

差というものは、私としては許せませんよというのと、あと、町内の中で話が出る

のは、５,０００万円という地方自治法にある入札の議会議決の必要、そういうも

のを避けるために下げたんじゃないですかという噂、だから、そういうことが生じ

るからこそ、精度を持った事業の進行をしていただきたいと思うわけです。そうい

うところで、精度の高い事業進行という面から、そういうふうにして、指令書の写
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しで事業をやってしまったということですね。今後、県の方にも、この件について

は、質していただきたい。どちらの職務怠慢であるのか。県の職務怠慢であるの

か、それとも、こちらのミスであるのか、それははっきりさせておかないと、私は

もう前渡金というものが支払われておると思いますから、それについて、町は現在

では出しかぶった状態であると私は思います。

そういう状況の中で、これを許すわけにはまいりませんので、その点について

は、今後の議会等についても、この件についての顛末は、私は必要であると思いま

すので、要望をいたしておきたいと思います。

以上です。

○議長（相馬俊行君） 他にございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、各常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７８号は、各常任委

員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７９号 平成１８年度高森町国民健康保険特別会計補正予算について

○議長（相馬俊行君） 議案第７９号、平成１８年度高森町国民健康保険特別会計補正

予算についてを議題といたします。

本案について、これから質疑を行います。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、総務常任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７９号は、総務常任

委員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第８０号 平成１８年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算について
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○議長（相馬俊行君） 議案第８０号、平成１８年度高森町簡易水道事業特別会計補正

予算についてを議題といたします。

本案について、これから質疑を行います。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。

本案は、建設経済常任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。したがって、議案第８０号は、建設経済

常任委員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２ 休会の件

○議長（相馬俊行君） 日程第２ 休会の件を議題といたします。

明日、１３日は休会といたいと思います。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。したがって、明日、１３日は休会とする

ことに決定いたしました。

なお、各委員会が開かれますので、よろしくお願いをいたします。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。本日は、これで

散会いたします。

－－－－－－－○－－－－－－－

散会 午後３時１５分



１２月１４日（木）

（第３日）
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平成１８年第４回高森町議会定例会（第３号）

平成１８年１２月１４日

午前１０時０１分開議

於 議 場

１．議事日程

開議宣告

日程第１ 一般質問について

議 席 指 名 事 項 要 旨

(1) 国道３２５号につい ① 降雪、凍結時の対策（管理体

５ 番 甲斐 直三 て 制）の経過を伺いたい。

(2) 町民バス及びスクー ① 土羽面に係る雑木除去につい

ルバス路線について て

① Ｈ１５年１２月議会で検討す

(1) 入札制度のあり方に る旨の答弁があったが、その

６ 番 野中 謙三 ついて 後の検討内容について

② 経済の活性化策と公共事業費

の削減策について

① 機構改革についての実施計画

(1) 行財政改革について は

② 財政難に伴う事業の取り組み

１２番 三森 義高 と今後の方向性

(2) 農業用水と町行政と ① 水利権の問題について

の関係は ② 農業用水の利活用について
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開議 午前１０時０１分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） おはようございます。

これから、本日の会議を開きます。

お諮りいたします。

お手元に配布してあります日程にしたがって、議事を進めていきたいと思います

が、これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。それでは、日程にしたがって議事を進め

ます。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１ 一般質問について

○議長（相馬俊行君） 日程第１ 一般質問を行います。

順番に発言を許します。５番 甲斐直三君。

○５番（甲斐直三君） ５番 甲斐でございます。おはようございます。

私は、この一般質問の時間を貴重な時間を割いていただきまして、質問をさせて

いただきますことに感謝申し上げます。

先般、６月定例議会におきまして、一般質問をさせていただきました。国道３２

５号線の山都町管内埋立から奥阿蘇大橋のあの８キロの区間のことでございまし

た。積雪により融雪剤不足、また、除雪車等の対応の遅れから大変に３２５号線を

利用する方々に弊害をもたらせたわけでございます。

そのことにつきまして、町長さんの方にお願いと申しますか、申し上げた経緯が

ございました。町長さんのお答えによりますと、上益城地域振興局、阿蘇地域振興

局に対しまして、強くこのことに対して要望する旨のことでありました。これに対

しまして、その後の経過がどんなようであったかをお伺いをしたいと思っておりま

す。どうぞ、よろしくお願いいたします。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） おはようございます。５番議員、甲斐直三さんの一般質問につ

きまして、お答えを申し上げます。

確かに、昨年の１２月の寒波の到来によりまして、大変、地域の皆様方にご迷惑

と、またご心配をおかけしたところでもございます。山都町、旧蘇陽町でございま

すけども、山都町ということで合併をいたしまして、それに関連いたしまして、国
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道・県道等につきましても、管理をする地域が大きく変わったのが現状ではなかろ

うかなと思っております。

私も５番議員さんの一般質問に関しましては、阿蘇地域振興局に行きまして、再

三にわたりまして、そういう面につきまして、何とか、対応してほしいと、山都町

から、今のおっしゃいました３２５号というのは、なかなか距離がございます。一

番離れた地域にございます。そういう意味を含めまして、即、熊本方面に通勤され

る方とか、朝早くお仕事に出られる方とか、いろんな面に私どもに不便を与えてお

るのも現状でございますということを訴えましたところ、阿蘇地域振興局の方から

も、上益城地域振興局の方にまたお願いも行っていただきました。その結果、本年

の１１月２２日付けで、文書によります除雪及び凍結防止作業につきましては、阿

蘇地域振興局の方にお願いをするというふうに決定をなされました。

内容については、国道でございますから、県の阿蘇地域振興局の方からいろんな

指示があろうかと思っております。高森峠の信号機の方から左の３２５号のみは阿

蘇地域振興局にしていただくというふうに、決定をなされた通知を受けております

ので、いち早く、地域におられます業者の方、いろんな方々にお願いをし、即対応

ができるものと、安心をいたしたところでございます。

今後とも、いろんなまだまだご不便をおかけするかと思いますけども、その対応

策をいち早くキャッチし、地域の方々の安全を守るために努力してまいろうと思っ

ておりますので、よろしくお願いをいたします。

○議長（相馬俊行君） ５番 甲斐直三君。

○５番（甲斐直三君） 自席より失礼をいたします。

ありがとうございました。私達の方から一応、その当時の事故等につきまして、

高森警察署を通しまして、矢部警察署の方からその当時の車の事故と言いますか、

物損事故、あるいは、被害を被りました人身事故ということも多々あったようでご

ざいますので、お聞きしてみたところでございます。１２月から２月までの３カ月

間でございますが、３５件の物損事故が、その期間中に起きていると、届け出ない

ものも含めますと４５件ほどあったのではないかというご報告をいただいたわけで

ございます。

ただいま、町長さんの方から誠意ある対応をしていただきまして、阿蘇地域振興

局の方に、そのようにされたということ、大変、旧蘇陽町、また、草部地区、野尻

地区の地域の皆さんもこれで安心をされて、この冬を越されるんじゃないかと思っ

ております。ありがとうございました。
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次に、私は、質問通告書に上げておりますスクールバスと町民バスということ

で、路線のことでお尋ねをいたしたいと思っております。これも、昨年の３月でご

ざいましたか、一般質問の中でお聞きした経緯がございます。危険箇所の具体策と

して、今、運行しております広域農道のところの坂の件でございますけれども、勾

配程度が７％から８％という勾配でございます。大変、車両通行も多うございまし

て、冬になりますと、大変危険箇所であるということで、お尋ねを、渡辺教育長さ

んの方にお願いをした経過がございます。

そのお答えとしまして、改修、改良を建設課の方にお願いをしてあるというご返

答をいただいておりますが、その後、何ら、対策はとれていないというのが、現在

でございます。スクールバスのスリップ事故等もあっております。むろん、個人車

にも被害を被っておるところでございますが、これは、関係課長さん、建設課長で

も結構でございますが、その点をお伺いしたいと思います。どうぞ、よろしくお願

いします。

○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 確かに、道路の雑木等、また、支障木というのにつきまし

ては、やはり、状況的に厳しいところがございます。その中で、官民境界あたりが

明確な道路敷地については、建設課において対応、また、民地等については、地権

者にお願いしまして、除去等をお願いしている現状でございます。

なかなかご質問のように、バス路線につきましては、町道に限らず、県道も含ま

っておりますし、また、草部地区においては、地籍調査等もまだ行われていないた

めに、官民境界というのが、明確な部分が示されていない部分もございまして、対

応に、正直なところ、苦慮しているところでございます。

ここについては、スクールバス路線、またバス路線等については、町道、それか

ら県道というようなことも含めてございますので、十分、今後、熊本県と協議しな

がら、対処していきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願い

申し上げます。

○議長（相馬俊行君） ５番 甲斐直三君。

○５番（甲斐直三君） 今のところは、対策がとれていないというお答えであったかと

思いますけれども、あそこの坂をこちらから上りますと、もうすでに１、２回は積

もっているような状態でございます。運転者、ドライバー等に対しましても、あそ

こに凍結のために、徐行というような立て看板でも立てていただきますならばとい

う保護者の考えでございました。
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それと、私は、法面の箇所に大変雑木等が立ち並んでおりまして、日照時間も大

変、太陽も妨げられまして、雪解けもなるところが解けないという状態にございま

す。これもお願いした経緯がございます。あそこの雑木を除去をしていただきます

ならば、何とか、融雪剤の散布が少しでも減るんではないかということも話は出て

おるわけでございます。どうか、今後また、その分も考えていただきますように、

お願い申し上げまして、次のことに移らせていただきますけれども、先日、１０日

の日でございました。

大変、今、地方分権ということで、高森町も財政が大変厳しいということで、何

から何まで、町の方にお願いするのもいかがなものかということで、地区の有志の

方によりますボランティアで、法面の立木を切ろうじゃないかというお話が出まし

て、最初は１人、２人でございましたけれども、チェーンソー揃えたり、刈払機を

やったりして、最初は２、３人でやられておりましたのが、夕方には１０人から２

０人と、２０人まではいなかったと思いますけれども、それに、２トンダンプを持

ってこられたりしまして、本当の重機も持ってきていただいたり、自費で１日作業

をされたことでございました。

その時、路肩の側溝から、上の法面の天盤までの立木を、これは切っていいもの

か、これは山主さんの方に申し上げてしなければいけないのか、これは町の関係に

なるのか、ある程度は切って行かれましたものの、ちょうど、境界部位があるとこ

ろもございます。そこはわかりますけれども、ないところに立木があったり、それ

から、垂れ下がったりしておりますので、これを今まで山主さんに相談をしたり、

切らせてくれとかやっておりましたけれども、その時、山主さんのところに行きま

すと、おられない、よそに行かれておるということもございますし、役場の方に届

けて、これは交渉してもらえんだろうかというお話もありましたけれども、今から

こういうような自分の村は自分達でやろうじゃないか、町は町でやろうじゃないか

と、そういうことで始まったボランティアでございまして、地域の活性化のために

もやろうじゃないかという一つの案でございまして、皆賛同されて、１日やってみ

た結果でございました。

大変、切るということになりますと、やはり、切るわけにはいかないと、今まで

がそのような事例がございますので、一応、この席をお借りをいたしまして、聞い

てみてはくれんかということでございますので、その点を、建設課長さんでしょう

か、総務課長さんの方でございますか、どちらでも結構でございます。詳しい方が

おられましたら、お尋ねをいたします。どうぞお願いします。
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○議長（相馬俊行君） 建設課長 色見隆夫君。

○建設課長（色見隆夫君） 大変失礼しました。先ほど、スクールバス路線ということ

で、若干、ご質問に対する回答がずれていたかと思っております。先ほど、申され

ました下切の件につきましては、融雪剤等の対応ということで、あそこの部分につ

いては、常時見回りをしていくということで、対処させていただきたいというふう

にして考えております。

それから、今、おっしゃいましたとおり、先ほど、ちょっと勘違いして、先に答

えを出したような状況ではございますが、なかなか支障木等の境の木というのにつ

きましては、やはり、所有権の問題等もありまして、これはずっとどういうふうな

周知していくかというのについては、本当に正直、苦慮しているところでございま

す。先ほど、回答の中でもちょっと申し上げましたとおり、官民境界とか、それか

らまた、地元の地権者の方とかに十分、お話をさせていただいて、今後、どういう

ようなやり方がいいかということで、今後検討させていただきたい内容だと思って

おりますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（相馬俊行君） ５番 甲斐直三君。

○５番（甲斐直三君） どうもありがとうございました。

光陰は矢のごとくと申しますか、今日をもちまして、本年もまた残すところ１

７、８日になりますか、ということになりました。新年を迎えるに当たりまして、

町長さんをはじめ、執行部の方々、また、職員の方々に対しまして、まだまだ私達

も来年の３月定例会までの責務は残っておるわけでございますけれども、ますま

す、この高森町の発展のために、また、町運営のために、ご尽力を賜りますよう、

お願い申し上げまして、私の最後の一般質問にかえさせていただきます。どうもあ

りがとうございました。

○議長（相馬俊行君） ５番 甲斐直三君の質問を終わります。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） おはようございます。６番 野中です。

私は、最後じゃありません。そのつもりで。

まず、１２月２日、３日、第５８回の全国人権同和教育研究大会について、町長

はじめ、議長、さらには議会事務局、そして教育委員会、住民生活課、皆様方に私

のわがままを聞いていただきまして、本当にありがとうございました。道後温泉日

帰りツアーという非常に厳しい行程ではございましたけれども、おかげをもちまし
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て、父の死に間に合うことができました。重ねて、お礼を申し上げます。

さて、今回の一般質問では、入札制度のあり方について、ご質問を再度、させて

いただきます。

最近、やたら頻繁にテレビ・新聞等で公共事業の入札をめぐって、首長がリベー

トを受けたり、業者と癒着しているとの報道がなされております。知事・市町村長

の公権力を乱用して、私腹を肥やすやり方は断じて許すことはできません。

しかしながら、この問題の起こす原因をよくよく考えてみると、公共事業の実施

は、予算執行の過程であって、業者の指名権などの契約はすべて市町村長の権限と

され、助役以下は補助機関とされています。

したがって、工事入札をめぐって、左にするか右にするかの最終権限は市町村長

が握っているだけに、もしかすると、業者との癒着次第では、不正に手を出すこと

になると考えられなくもありません。

市町村長の契約権は、地方自治法で定められておりますが、やはり、強い権限に

対しては、内部牽制を図ることこそ、民主政治の最も大事な要であると考えており

ます。

幸い、本町では、助役を長とする指名選考委員会を設置し、公正に業者の選定、

実績、工事経歴、技術・能力、経営状況等を十分に配慮し、内部牽制作用に努めら

れているやに思います。

そこで、平成１５年１２月定例会の私の一般質問において、入札方法について、

検討する旨の答弁がなされておりますが、その後、どういった検討がなされてきた

のか、入札方法がどう変わったのか変わらないのか、不正防止のためどんな役目を

果たされているのか、絶対に不正など考えられないと言えるのか、この４点につい

て、具体的に、詳細にまず、ご答弁を願いたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） ６番議員さんのご質問にお答えいたします。

平成１７年３月の定例会に同様な質問もあったように、見受けておるところでも

ございます。内容につきましては、平成１６年４月、５月にかけまして、郡内１２

カ町村の入札方法との調査を行い、指名候補推せん審査会委員及び工事入札審査会

委員による庁内検討委員会を設けまして、４回の検討委員会を経て、現在の高森町

工事請負業者選定要綱を作成し、平成１６年６月１４日から施行をいたしていると

ころでもございます。

工事種類、規模別に、等級に分けまして、平成１７年５月に改正をいたしており
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まして、県の経営事項審査の結果を採用しております関係上、その結果に基づき、

ランクにつきましても、その都度、改定を行っており、これに基づく入札事務を執

行をいたしておるところでもございます。

また、５社以上という指名に関しましても、入札の公平性、透明性の観点から、

極力多くの業者を指名するように指示をいたしていたところでございます。最近で

は、１２社などといった指名も多く見られるようになりました。

また、本町は熊本県公共工事契約事務連絡協議会にも加入しており、国・県の入

札に関しましても、情報、状況につきましても、説明会や意見交換会が開催されて

おり、必ず、職員を出席をさせているところでございます。

また、５月に、閣議決定なされました新たな公共工事の入札及び契約の適正化を

図るための措置に関する指針でも、不公平感がないように、不正行為から職員を守

ることから、普及した予定価格の事前公表ができる旨の規定がございます。その入

札前に公表することが、この予定価格が目安となって、競争が制限され、落札価格

が割高になっているというのも考えられます。建設業に見積もり努力を損なわせる

ということも一つのことであろうと、そのようなお話があってございます。談合等

が行われないように、また、その可能性を極力減らすようにということで、いろん

な方策が練られておるところでございます。地方公共団体におきましても、そのよ

うな弊害が生じないように、事前公表等も今いたしております。

また、逆に、事前公表をすることにおいて、先ほど申しましたように、見積もり

努力と、そのようなものが、損なわれるということもあろうかと思っております。

今後、そのようなものも含めまして、まだまだ入札制度につきましては、検討する

ことが多くあるだろうと、そのように思っております。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） ６番 野中です。自席から失礼いたします。

ただいまの答弁で、指名入札の件に関してのみのご答弁でございましたけども、

入札制度は他にもいろんなやり方がございます。そのあたりについても、確かに平

成１５年１２月議会で質問しているんですけども、その他の指名競争入札以外の方

法としての部分も検討する旨の答えがございましたけども、そのあたりについて、

再度、詳細について、お伺いしたいと思います。

さらに、予定価格を公表するしないの部分もございましたので、合わせて、予定

価格を公表しなかったころと、してからの今、落札率の変化がどう変わっていった

のか、その辺の追跡と言いますか、分析の考え方をお伺いしたいと思います。



－ 100－

その２点、お願いします。

○議長（相馬俊行君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 私の方で、お答えをいたしますけれども、公表して、かな

りの年数になっておりますので、公表をしなかったころの落札率というのは、私は

存じ上げておりません。

ただ、近年の落札率を見ますと、平成１５年度が全体で９７.８９と、１６年度

が９７.８１、１７年度が９７.６４、１８年度現在まで４７件、工事の入札を行っ

ておりますが、９６.１９、少しずつは下がっていっているような現状でございま

す。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） ありがとうございます。

新聞等でも報道されておりますけども、熊本県自体が落札率が高い県、全国で後

から２番目ですね。そもそもが、予定価格そのものが県の基準あたりもよそと比べ

てみましたら、熊本県は非常に基準単価が高い県でございます。何と申しまして

も、税金を使っていろんな工事、公共事業をやるわけでございますので、その予定

価格をもう少し下げる努力の部分も必要ではなかろうかと思いますし、さらには、

その方法論、どうしても指名競争入札での弊害もございますし、一般競争入札、あ

るいは、制限付きの指名競争入札とか、そういった部分、いろんなあたりをもう少

し検討される必要があったのではなかろうかと思います。

どうしても、大事な税金を使わせてもらうわけでございますので、多少、落札率

が下がったと申しましても、よその県、例えば、トップの県でございました長野県

あたりにしますならば、８０％台で落札されておりますので、１０％違うというこ

とになると、大変な金額の差になります。そのあたりをもう少し、本当に節減でき

るやり方、そういった部分をもう少し検討していただければなと思っております。

さらには、入札結果を、例えば、情報公開条例に基づいての閲覧なり、公開がさ

れているわけでございますけども、逆に言いますならば、落札した業者だけはきち

っと名前は出しますけども、さらに、競争入札に参加された他の会社、Ａ社・Ｂ社

・Ｃ社という表現でも結構ですけども、そのあたりがどれぐらいの金額で入札され

ていたかという部分をむしろ、行政側が積極的に、僕は公表すべきではなかろうか

と思います。

そういったことによって、一番大事である業者間の競争原理が僕は生まれてくる

ような気がいたしますので、そのあたりの考え、いわゆるきちっと落札した業者だ
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けではなく、匿名の会社がいくらぐらいで入札していたという部分まできちっと僕

は情報公開条例に基づかない部分のやり方として、検討していただきたいなと思っ

ておりますので、その点について、お考えをお聞きしたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 当然、公表規定はつくっておりますし、閲覧等により、公

表しているところでございますけれども、全社となりますと、そういう企業に与え

る影響というものもあるかと思われますし、個人情報保護の観点から、それがいい

のかどうか、まさに私どもの方で検討をさせていただきたいと思います。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） もう少し原点に返った質問をさせていただきたいと思いますけ

ども、落札率が高いというのは、全国見ても、一般的に談合がなされているという

解釈が非常に多いわけでございますけども、決してそうではない場合もあり得ると

思いますし、談合そのものを必要悪と、やはり必要である部分があるんじゃないか

なというふうに考える方がいらっしゃるかと思いますけども、原点に返ったところ

で、町長、そして、指名委員会の会長でございます助役さん、そのあたりについ

て、談合そのものを必要悪と考えられるのか、そういうふうには思っていらっしゃ

らないのか、そこを必要悪として考えられるかどうか、その考え方についてお聞き

します。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 自席から失礼いたします。

談合をするのが悪か善かという意味でしょうか。私も決して、談合を奨励してお

るわけではございませんし、当然、悪の方に所属するものだと思っております。談

合して、競争精神を忘れるということ自体はおかしゅうございますから、当然、指

名競争入札、字の如くでございます。悪だと私は思っております。

○議長（相馬俊行君） 助役 阿南哲也君。

○助役（阿南哲也君） 談合につきましては、当然、不正でございます。断じてあって

はならないというふうに認識をいたしております。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） 当然、そうですね。何でお聞きしたかと言うと、本当に談合

が、高森町もなされていないかどうかの部分なんですよ。もちろん、私も町内に住

んでおりますので、いろんな業者の方、いろんな友達、いっぱいおります。その中

で、町情報が出る前に、次の工事はどこがとるとかという部分の情報が確かに流れ
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ております。ましてや、順番が決まっている例もございます。今回の質問について

は、詳細については、まだ申しませんけども、そういった部分が流れること自体

が、非常に僕はおかしいんじゃなかろうかと思います。

当然、来年、改選でございますので、そのことについて、揺さぶったりとかとい

う部分の意思は全くございませんけども、ただ、そういう部分で、談合が確かにな

されている部分がある、じゃあ、それを防ぐために、どういった対処をするのかを

本当は指名委員会の中できちっと対処していただきたいと思うわけでございます。

指名競争入札だけがすべてじゃないという部分を原点に置いて、そういった公共

工事の必要性をもう少し考えていただけるならば、価格がもう少し下がる可能性も

ありますし、業者間の競争原理に基づいて、それぞれの業者が伸びていくんではな

かろうかと思いますので、その辺について、再度、お答え願いたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 助役 阿南哲也君。

○助役（阿南哲也君） 審査会におきましては、談合を前提として審査をしておるわけ

ではございませんので、この談合防止ということにつきましては、審査会の中で

は、協議をいたしておりません。

しかしながら、入札制度の改革につきましては、いろいろな調査報告、あるいは

提言、研究、論文等が出されておるところでございます。それらに共通いたします

のは、入札制度の改革として、一般競争入札、そして、電子入札の導入であろうか

と思っております。

熊本県を例に取ってみますと、一般競争入札は、本年あたりから一部電子入札に

よって行なわれておりますし、現在、熊本県と市町村間におきましても、そうした

電子自治体の入札研究等をやっておるところでございます。この中身につきまして

は、熊本県におきましては、平成２０年度から、そして、県下の市町村にあって

は、平成２３年度からの本格導入が予定をされておるということでございます。

今後、電子自治体としての取り組みの推移を十分に見極めながら、本町として

も、そのような形に推移できるように努めてまいりたいと思います。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） 一つ一つの質問で申し訳ないんですけども、入札をめぐって

は、非常に難しい部分もございますけども、平成何年度かは忘れましたけども、６

月か９月だったと思いますけども、一般質問の答弁において、町長の方が地場産業

育成する際にどういったやり方をしましょうかという質問に対しまして、地元企業

育成のためにも、地域型限定の入札の方向を考えるという答弁もなされておりまし
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た。今でもそういうふうなお考えのもとに進められているのかを一つ、お聞きした

いと思います。

さらに、この４年間、町が行った公共事業、すべての落札結果、内容、落札率、

業者名等々の公表を一度、たかもり広報なり、きちっとした形で示されるお考えと

いうのはないでしょうか。もちろん、５,０００万円以上については、議会の議決

を得ておりますので、その部分については、議会の方も了解しておりますけども、

それ未満の金額に関しても、たかもり広報等には時々出ておりますけども、やは

り、すべての工事の部分を再度、整理する形で、公表されていくというお考えはい

かがでしょうか。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今の質問にお答えいたしますけども、公正、競争を促進すると

いうのが、入札だろうと思っております。入札及び契約に関する法律がございま

す。一般競争入札の拡大をということで、国交省からも説明があってございます。

一般入札のメリットとしますと、一方では、それをまた不適業者と申しますか、そ

ういう方が排除できない部分があると、そのようにもお聞きいたしておるところで

ございますが、今のところ、国土交通省、いろんな県とも十分相談しながら、入札

制度については、また、議会の方とも十分相談しながらやっていこうと、そのよう

に思っておるところでございます。

また、もう一方で、一般質問等で野中議員さんの方からも質問がございました。

地場育成と、地元の業者を育成するということで、その分に関しましては、気持ち

は変わっておりませんし、また、できる限り、地区の一つの経済的な活性化、ま

た、地域の雇用の場と、大きく考えれば、地域の方々に、地元の方々に仕事をして

いただく、一番ベターではなかろうかなと、未だにその気持ちは変わっておらない

ところでございます。

また、今、町では広報等で皆様方にお知らせしておりますのは、入札の５００万

円以上を公表いたしているところでございます。また、それ以下の工事でいつも野

中先生の方からもおっしゃいましたように、１３０万円以下は随時契約ということ

でございましたが、それもできる限り、入札にかけて、また、できる限り、見積も

り等も取りながら、不公平感がないようにということで、種々、ご意見もいただい

ております。極力、入札にかけてやろうということになっております。

それと、今、５００万円以上を広報に記載してございますけども、それ以下が必

要であれば、住民の方々にお知らせするしないかは、何ら問題はないと、お知らせ
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したから、どうのこうのということはございませんでしょうから、十分、今後とも

必要なものは情報公開条例に基づきまして、皆様方にお知らせしていこうと思って

おります。

まだまだ、この分に関しましては、十分、検討してみたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） ６番 野中です。

地元還元型の入札制度というのは、確かに、聞いた感じ、見た目も非常によろし

いんですね。ある面、非常にやっていただきたい点もありますけども、一番心配な

のは、地元還元型ばかりで行くと、そのことが最も談合をやりやすくなる環境を生

んでしまうという点ではなかろうかと思っておりますし、合わせて、地域限定をす

ることによって、競争力等を抑えてしまって、事業者間の競争がなくなって、引い

ては、長い目で見た場合に、業者の育成にはつながっていないよう気がいたしま

す。

例えて申しますならば、私、議員になったのは平成１１年ですけども、それ以

前、あるいは、平成１１、２年ぐらいまでは、頻繁に業者の方が役場の中に営業に

来ておられました。「どんな小さい工事でもいいですから、ありませんか」という

ような形で。やはり、それも一つの企業努力でございましたけども、ここ数年、業

者の方が役場の中でそういった部分をされていることにあまり出くわしたこともご

ざいません。

というのは、逆に考えてみるならば、どの工事は誰が取るという部分が、ある程

度、業者同士の中でわかっている部分がありはしないかなと、勘ぐった言い方をす

れば。考え方をすれば。その点がもしかすると、町内に蔓延しているんではなかろ

うかというふうに感じている部分もございます。

やはり、業者の競争力を付けるというのが、一番、地場産業、やはり地元企業の

育成につながるという長い目で見た考え方に基づいて進めていただければなという

ふうに思っておりますので、合わせて、今後のそういった経済の業者に限らずの部

分ではございますけども、活性化策として、活性化策をどういうふうに考えられて

おられるのか、さらには、公共事業費、この部分をやはり、極力抑える努力をどう

いった形で、今後、取られていくのかをお伺いしたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、地元の地場育成ということでございますが、少し、甘えが
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出るんじゃなかろうかなと、そのように今、お聞きをしたところでございます。こ

れは、やっぱり各業者の方々、今はいろんな制度、また機械、ＩＴとか、いろんな

ものがございます。その分に関しましては、各社、一生懸命努力をなされているも

のと、そのように考えております。

また、今後の経済の活性化によります経費の節減の方をおっしゃったものと思っ

ておりますけども、やはり、公共工事の中で、占める割合というのがございます。

そのところで、極力、今、お話をしておりますのは、ハード面じゃなく、どうして

も、福祉面の方が多く予算等の配分がなされております。思うほど、地域の方々の

危機管理道路とか、いろんなものがございますけども、まだまだそこまで手が伸び

ていないのが、今の現状かと思っております。

私どもの予算内で、できるところ、そして、必要枠と、これは絶対必要だという

のが、今、高齢者、少子化、高齢化の時代であろうかと思っておりますので、そこ

を最優先しながら、ハード面、地域の危機管理用道路、地域の利便性、いろんなも

のを考慮しながら、一つ一つを進めてまいろうと思っております。

大変、経済的なものはご存じのように、厳しいものがございます。そこを何と

か、いろいろと議員の先生方、また職員とも十分検討しながら、今後とも進めてま

いろうと思います。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） 企業の方もそれなりに業者も努力されておられますし、必要な

部分というのは、当然、していかなければいけない点は、それは多々わかります。

問題は、いろんなことをやる上で、優先順位というふうに、今、町長もおっしゃら

れましたけども、じゃあ、その優先順位というのは、どの段階で優先順位が決まる

のかという点も、ちょっと疑問にも思います。当然、町の中には振興計画がござい

ますし、過疎自立促進計画もございます。そういった中で、順次、計画がなされて

おりますけども、やはり、時と場合、あるいは時代の流れによって、順序が変わっ

たりとかする場合もございますし、災害によって変わる場合もございます。

しかしながら、優先順位というのをもう少し、明確にするために、住民の方々に

もわかっていただくためにも、その方策をもう少し、町長、考えていただければな

と思っております。

やはり、従前から申し上げておりましたように、住民との話し合い、あるいは、

地域地域との話し合い、そういった部分が、まだ、不十分であるがために、折角、

町長がなされている事業も誤解を招いて、評価されてしまうという点もあろうかな
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と思っておりますので、そのあたりについて、優先順位をどういった形で、住民に

わかりやすく説明していくのか、その方策についても、再度、お聞きしたいと思い

ます。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） これは、できる限り、私も地域に出向きまして、地域の方々の

ご意見を聞き、配慮しながら、そして、優先となかなかここが１番で、ここが５番

ということではございませんで、やはり、緊急性、いろんなものを考慮しながら、

そして、皆さん方とお話をしながら、そして、議会の方にも十分説明をし、皆さん

方の許可を得て、実行していくわけでございますから、ここが１番で、ここが２番

というのは、なかなか、今お話ができる状況ではございませんで、やはり、地域の

人、また、皆さん方の意見を十分配慮しながらやるべきだろうと、そしてまた、い

ろんな中には、国の制度もございます。どういう制度を利用し、地域の発展につな

がらせるかというのも１つの大事なポイントではなかろうかなと思っております。

無理にこれが１番でこれをするということではなくて、利用ができるものを国から

も補助を半分いただくとか、そういうものができるものから、少しでも有利な事業

補助等を国の認可を受けながら、有利な事業展開をしていくと、また、その有利な

展開も、国のいろんな方針がございますから、高森町が独自で考え、独自でやると

いうのは、今の経済状況からは不可能でございます。そのように、十分、町にとり

まして、有利な方法を選びながら、それも順次、緊急性を考慮しながら、今後、進

めてまいろうと、そのように思っております。

○議長（相馬俊行君） ６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） いわゆる一番最も、言いたかった点がちょっとぼけましたけど

も、強い権限を持っておられる町長、その町長が業者とか、そういった部分に関し

て、癒着なり、談合なり、そういった部分にならないような環境、そういった部分

を町長自ら、元々、土木業出身の町長でございますので、一番お詳しいはずでござ

います。そのあたりの改革をもう少し、進めていただきたいなというのが、第１

点。

それと、やはり、どうしても税金を無駄に使いたくないという点からすれば、少

しでも電卓で弾いて９７.何％なんていうのは、積算見積もりはなくても、電卓１

つあれば、非常にできるような部分がございます。予定価格がわかっている以上。

例えば、平成１８年度が今年９６.１９％だとしたら、今度出る工事に関しては、

例えば、９６.１％ぐらいでやれば、落ちる可能性が非常に高くなるし、業者の努
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力なしにされている部分というのが、やはり、この数字に僕は現れているような気

がいたします。もう少し慎重な積算ができるような体制づくり、環境づくりを急い

でいただきたいなというのが、第２点。

さらには、優先順位の話もありましたけども、やはり、優先順位というのは、総

合計画をつくった場合に、向こう５年間に向かって進む部分でございますので、そ

の時点ではっきりと大体優先順位が決まるような計画を立てていくのが、僕は本筋

だろうと思っております。

国の事業、あるいは、県の制度事業、そういったものを５年前からすでにわかる

ような計画の立て方、非常に難しいかもしれませんけども、そういった自治体が多

々あることを考えていただいて、そういった部分の計画なりをやはり作成していた

だきたいと思っております。

当然、町長は、来年、立候補されますし、再度、町長になられた折りには、この

４年間を無駄にしないような政策をつくっていただきたいと思いますし、その部分

に関して、慎重にそういった町の計画なり、あるいは入札制度を本当に町長だから

できたという入札制度があるはずでございますし、高森町の公共事業に関しては、

非常に安心して見ておられるような、そういった環境づくりについても、努力され

ていただけたらなと思っております。

話の論点がちょっとぼけた部分もございますけども、以上を持ちまして、私の一

般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○議長（相馬俊行君） ６番、野中謙三君の質問を終わります。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） お諮りいたします。

暫時休憩したいと思いますが、ご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） １０分間休憩いたします。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午前１０時５４分

再開 午前１１時０５分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。１２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） おはようございます。ただいまから一般質問をいたしたいと

思います。１２番 三森でございます。
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本日は、行財政改革についてと、農業用水と町行政との関係はという二本柱でい

きたいと思います。

行財政改革につきましては、３月の当初予算の中で、財政面といろんな形の中で

質問をしてきたところでございます。その中で、第１点といたしまして、機構改革

についての実施計画はということで出しております。これにつきましては、平成の

大合併も実現できずに、単独町村として、元気でやっていく高森町として取り組ん

でいかなければならない行財政改革、当時から単独で行く町村として、まず、これ

は避けては通れない、これを基本として、今日まで議論し、執行部としてもこれに

向かって、一生懸命努力されていますことには、敬意を表したいと思います。

しかしながら、今日までどれだけ取り組みがはっきりと見える形で表れているの

かというのが現実ではなかなか見えてこないような気がいたします。

財政面においては、３月議会でも申し上げておりますけれども、今日、あえて、

中身について、詳しく申し上げませんけれども、これに向かって、努力する他はな

いと思います。そのためにも、機構改革というものが出てくるわけでございます。

町村への権限事務、あるいは事務事業の統廃合等問題、それなりの問題を解決する

ことがまず機構改革、そうすることが財政へつながると、私は感じているところで

ございます。

そういうことを考えてみますと、今現在、機構改革がどの程度進んでいるのか、

私が３月、申し上げた当時、一生懸命取り組んでおるというお答えでございまし

た。私といたしましては、本年は準備期間として、少しでもその軌道に乗せていた

だきたいなという気持ちで質問したところでございましたけれども、３月議会にお

いては、まだまだ準備中であるという旨の答弁でございましたので、その後、どう

なっているのか、そこらあたりからお聞きをいたしたいと思います。

その点を、まず、町長であります藤本町長に、まず、お答えを願いたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 三森議員さんの一般質問についてお答えを申し上げます。

３月の定例議会等でいろいろとご質問、また、いろいろなアドバイスがしてござ

いました。いろんなものに基づきまして、今、機構改革のための委員会をつくり、

平成１７年度だけで、高森町の集中改革プランということで、各課長補佐級の職員

によります庁内検討委員会で、行財政改革の検討委員会を立ち上げ、現在まで、約

９回の検討委員会を開催いたしているところでもございます。
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検討内容につきましては、第１に、機構改革について、第２点目には、人事評価

制度についてということで、検討の指示をいたしております。今年度に特に、機構

改革を最優先して、今年度末までには最終提言を行い、実行に移してまいりたいと

思っております。

詳細につきましては、委員長でございます、総務課長の方から答弁をさせますの

で、よろしくお願いをいたします。

○議長（相馬俊行君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） お答えを申し上げます。

これは、議会定例会毎に、議会行財政改革特別委員会には、ご説明を申し上げて

きているところでございますけれども、ただいま、町長が申し上げましたように、

庁内委員によります検討委員会を現在までに９回開催をしております。

機構改革につきましては、まず１点として、給与構造改革に伴う職務分類を基本

とすること、２点目として、１人係長は原則、廃止をすると、課の人数は最低１０

名程度といたし、少人数の課をなくしたい。出張所のあり方、統廃合によります保

育園・学校・給食等のあり方、等々について、検討をし、各課での意見集約を行い

まして、合わせまして、組織機構改革の基本方針なるものをまず、作成をいたしま

して、検討を加えてまいりました。

各課からの事務分掌の見直し、組織機構図案と言いますか、どうやったら、課を

編成したらいいんだということなども各課から提出を求めまして、現在、課、係長

の編成、また、係等の人数まで決めたところの最終の詰めに入っているところでご

ざいます。

今年内に、何とか、町長の方に提言ができればということで、今議会終了後、ま

た月曜日も委員会を開きますし、年内に２回ほどして、提言ができればなというふ

うに考えているところでございます。

○議長（相馬俊行君） １２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） はい、自席から質問させていただきますが、まず、機構改革

を進めることが前提であるというのが、行政サイドの仕事ではなかろうか、と申し

ますのは、あくまでも、本年度においては、もう３月も後わずかということでござ

います。ましてや、今現在、１９年度の骨格予算の編成時期でもあるということに

おいて、まず、この機構改革、再編問題が固まらなければ、予算反映はいたさない

と思えるわけでございます。

そうするためには、否応なしに、急いでいただかなけばならないと、私なりに感
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じているのが事実でございます。その点、今、お話をお聞きしますと、本年度末に

はというような答弁をいただいております。本年度末と言いますと、どこが本年度

末になるのか、１８年の１２月が末になるのか、３月を末と考えておられるのか、

そこらあたりが、私にはっきりわかっておりません。

それは、後でお答え願いたいと思いますけれども、要するに、１９年度の予算の

中に反映できる、また、１９年度に立ち上げて、ちゃんとして事務事業がどの程度

進んでいくのか、そこらあたりまで、はっきりとお伺いしたいという気がするわけ

でございます。

私は、合併できなった当初から申し上げております。先進地をまず視察をし、で

きるところから早く始めていただきたいということを申し上げてきております。そ

れが、否応なしに、４年を経っておると。来年３月で４年が終わるということでご

ざいます。それほど、年数というものはすぐに来るわけでございます。

そうした中で、機構改革は、まだ、今、年度末程度で終わりますと、そうなって

きますと、本当の改革というものができるのであるのか、どうしても、そこ辺が疑

問視される。

また、先の提案されております後期高齢医療広域連合という形で出てきてまいり

ました。これも団塊世代によりまして、高齢者の国保のパンク状態を支えるための

一つの策、あくまでも広域連合と申しますと、議会の中でも議論が出てまいってお

ります。負担金制度が出てきます。これが、この負担金の割合がどうなるのか、結

果的に、町村割それに人口割、ダブルでくるのか。あくまでも、人口割一辺倒でや

ってくるのか、これが、町村割と人口割でダブルで来た場合は、合併していなかっ

た小さい町村は大変苦慮するわけです。

そこらあたりも、今後、これに限らず、どんどんそういう形で締め付けと申しま

すか、負担的なものが入ってまいります。そうしますと、今の予算の中でますます

負担が太くなってくると、大きくなってくると、事業費は逆に減ってくるというよ

うな事態を生じかねない。そういう状況でございます。

そういうことを考えてみますと、早く、今申されております機構改革、時期がい

つになるのか、後で出ると思いますけれども、急がれて、いかに経費を削減し、事

業をその中で早くやれるような財政にしていく、そのためには、やはり、取り組む

姿を早く見せていただかないと、前に進めないというのが現実ではなかろうかと思

います。

ましてや、本年、４年連続の不作ということで、所得税もそう望めませんし、自
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主財源確保においても、ほとんど真新しいものが見当たらない状況でございます。

そういう中で、今の町の事業を進めていくということについて、どれだけ自信を持

ってやっていかれるのか、そこら辺を含めまして、お答えを願いたいと思います。

まず、もって、町長の方にお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今回の機構改革ということで、今、議員さんの方からもお話が

ありました。いつもそのようなお話を議員さんとも話すわけでございますが、今回

の機構改革と申しますと、他の先進地の機構改革じゃなく、高森町にふさわしい、

町として、高森町はこうですよというのが、人のまねじゃなく、本当の機構改革を

せんと、後から、これは少し間違うとると、これはまた後からやり直そうというも

のじゃなくて、これが最後の最後ですよというような改革をしてほしいということ

で、職員にも指示をいたしております。

改革と申しますと、これで終わりというのは、確かにないだろうと、毎日が改

革、毎日が、将来がずっと改革の連続だろうと思っておるのも事実でございますか

ら、職員に指示をしておりますのは、今、申しましたように、高森町独自の町とし

て一番ふさわしい、また、この合併をしないと、そういうことにふさわしい機構改

革をするべきですよということはお話をしてございます。

一生懸命、各委員、先ほど申しましたように、課長補佐、数名の方々が一生懸命

今、取り組んでおります。今、三森さんの意見では、少し遅れているんじゃないか

ということで、１９年度にできるのかというご心配かと思っておりますが、ご存じ

のように、私が言うとおかしゅうございますが、来年度は、皆さん、ご存じのよう

に、統一選挙がございます。いろんなものを含めまして、４月１日にしていいもの

なのか、次の統一選挙を終わってしていいものなのかと、本当に私自身が苦慮をい

たしております。また、経済的なものも今回は、骨格予算であろうかと、そのよう

に思います。なかなか、予算等につきましても、その予算配分につきましても、ま

だまだ国・県の方の補助金等もまだ決定をなされておらない部分と、また、交付税

につきましても、大きく見直そうと、人口割、面積割と、まだまだ、それにつきま

しても、はっきりいたしていない。６団体からの要望書を一日でも早く、国も認め

て、実行してほしいというのが、今の現状でございます。

今現在、私どものこの単独の町といたしましても、本当の歳入がどれぐらいのも

のになるのか、本当に苦慮いたしております。気持ちよくさっさと決めてできるな
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らば、こういういいことはございませんけども、少しだけ、まだまだ、そういう不

安定要素がございまして、それを、今、含んで、いろんな改革について、お話をし

ているところでございます。もうしばらくの余裕、そうしますと、４年経ったんじ

ゃないかとお叱りを受けたところでございますが、一生懸命、今、努力をし、急い

で、皆様方の議会に提出ができるように、急いでやっておりますので、もうしばら

くのご猶予をいただきますように、お願いをいたします。

○議長（相馬俊行君） １２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） 町長の考えは大体わかりました。将来的に、自分が来年、統

一地方選挙ということを一つ頭に出されました。そのやり方でありますならば、そ

れに合わせた基本計画の機構改革のプランではなかったかというようなとらえ方に

なろうかと思います。

町というものは、そういうことで立ち上げができていくとは思いません。先ほど

も申しましたように、財政というものは、否応なしに、毎年毎年、出てくるもので

ございます。それをいかにして、改革をし、いい方向へ持っていくのか、それが首

長の仕事ではなかろうかと、かように思うわけでございます。そこらあたりのお考

えは、町長としてのお考えでありましょう。

それでは、総務課長の方にその点をお尋ねいたしいと思います。よろしくお願い

いたします。

○議長（相馬俊行君） 総務課長 岩下健治君。

○総務課長（岩下健治君） 私どもは、委員会といたしましては、先ほども申しました

ように、今年、あと２回開いて、今年１２月中に町長の方に結果を提言をいたしい

というふうに思っております。そうすれば、何とか骨格予算には間に合うんじゃな

いかというふうにも考えているところでございます。

○議長（相馬俊行君） １２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） はい、ありがとうございます。

確かに、１２月議会という形で、１２月末には、結論を出したいと、ありがたい

言葉で、それくらいの気持ちがないと、本当に否応なしに、年度が変わっていくと

いうのが現実です。あくまでも、取り組む姿勢というものは、そうでなくてはなら

ないと私は思います。

その点、事務方において、ちゃんとした形でやりますという心強い言葉をいただ

いた。これはありがたいことでございます。その期待を十二分に私も受けたいと思

います。
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そして、その形がはっきりと予算の中に出てくるような方向性というものを見出

していただきたい。それを特に、期待をするところでございます。

それを踏まえまして、２番目の財政難に伴う事業の取り組みということで上げて

おります。その小さい、小さいと申しますか、財政的に厳しい状況の中で、まだ、

はっきりとわからない財政状況と、交付税等の見込みもつかめていないというよう

なお話の中で、取り組むということを申すと、非常に酷かと思います。しかしなが

ら、気持ちとしては、前向きに取り組む姿勢というものは、先ほどから申しており

ますように、必要不可欠ではなかろうかと、かように思うわけでございます。

統一地方選挙は、４年後はいつもあります。それを考えて、行政を預かっていた

だいては困ります。やった以上は、その４年間は全責任を持ってやっていただきた

いというのが、私達からの願いでもありますし、私どもも議会として、議員とし

て、その認識を持ってやっておるところでございます。

そういう中で、１９年度において、どのような取り組む姿勢というものがあるの

か、この予算の中で、また、この予算をどのような形で、財源を増やしていくの

か、また、少ない財源の中で、どのような高森町をつくっていくのか、そうするこ

とによって、どう活力を生み出していくのか、そこらあたりを町長の方にまずお尋

ねいたしたいと思います。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 財政難に伴います事業の今後の取り組みと今後の方向性という

ふうにお聞きをいたしました。議員さんの質問のように、地方財源におきまして

は、財政難ということが非常に大きな問題であります。また、三位一体改革の中

で、地方交付税の減少、また国庫補助金、負担金の改革等によります財源移譲も実

感として、厳しいものが今ございます。このような中にありまして、議会のご理解

のもとに、住民生活の向上と、生活経済拠点となります事業につきましても、積極

的に取り組んでいかなければならないと、そのように思っております。

しかしながら、財政改革と申しますと、今後のまちづくりにおきまして、避けて

は通れない大きな部分だろうと、そのように思います。

そういうことで、平成１８年３月に、高森町集中改革プランを作成し、歳出の削

減に取り組んでいるところでもございます。ちなみに、平成１７年度、１８年度の

当初予算ベースから申し上げますと、予算総額は、２億７,０００万円ほど減少し

ております。物件費につきましても、８,０００万円程度、また、建設事業につき

ましても、約６,６００万円ほどの減少をいたしているところでもございます。
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その他、単独で実施しております補助金等につきましても、効果的、また、効率

的な執行を図るよう、補助金等交付規約を設けたところでもございます。また、そ

ういう面を含めまして、指定管理者制度というのを活用しながら、施設の民間の活

力、民間委託の推進に取り組んで、今いっているところでもございます。

そういうものを含めまして、今後の財政の厳しさを感じながら、住民の方々のご

理解を得ながら、今後の町の活性化について、また進めてまいろうと、そのように

思っております。

○議長（相馬俊行君） １２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） はい、ありがとうございます。

財政でございますので、ここで、財政課長の方にもお聞きしたいと思いますが、

その前に、来年度から副町長という形になろうかと思います。助役の方に、ただい

ま、町長に質問いたしましたことにつきまして、助役のご意見をまず、拝聴いたし

たいと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（相馬俊行君） 助役 阿南哲也君。

○助役（阿南哲也君） 現在の町行政につきましては、町長、ただいま申し上げたとお

りでございます。私の意見ということでございますが、国におきましては、三位一

体改革が一段落いたしました。次のステップといたしまして、歳出、歳入一体改革

を打ち出されまして、新聞報道等によれば、２０１０年初頭のプライマリーバラン

スの黒字化を目指しながら、国家財政の健全化が進められるとしていることは、ご

案内のとおりであろうかと思います。

その中で、地方財政の見直しが議論をされておりますが、中でも、地方歳出の抑

制が大きなテーマと位置付けられておりまして、特に、地方交付税の削減が最大の

標的とされているようでございます。

地方交付税の一方的な削減がなされたといたしますならば、行政サービスの提供

にさえ、支障を来しかねず、町民生活へ直接かつ重大な影響を及ぼすことは、これ

は論を待ちません。

さらには、地域や住民のニーズを踏まえた自治体独自の事業につきましても、大

幅な見直しを余儀なくされるところでございまして、地域の実情に合ったまちづく

りを進める上で、地方自治の根幹を揺るがし兼ねないというふうに考えておるとこ

ろでもございます。

このように大変厳しい財政環境の中ではございますが、私どもの方で実施計画に

掲げた取り組みを着実に進める上で、最大限の努力をしていかなければならないと
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いうふうに考えておるところでもございます。

今後、全体といたしまして、スリム化していく中でも、基本方針に沿った町財政

の経営改革の指標といたしまして、企業誘致等、税源の増加による自主財源の確

保、人材育成、さらになる職員の意識の醸成、また、新たな民間活力の活用方法

等、将来に向けた取り組みによりまして、必要な町民サービスを確保していく未来

志向の行財政改革を進めていく必要があるというふうに、現在、考えているところ

でございます。

以上でございます。

○議長（相馬俊行君） 企画財政課長 村上源喜君。

○企画財政課長（村上源喜君） ただいま、町長、助役申し上げましたとおりでござい

ます。私は、事務的な範囲で申しますと、私に与えられております仕事は、限られ

た財源の中で、いかにまちづくりを進めていくかということで、各課上がってまい

りました予算要求等に対しまして、そういった見地からきちっとした査定をして、

町長に提出すると、そういうことが私の使命だと思っておりますので、そういうこ

とに努めてまいりたいと思っております。

○議長（相馬俊行君） １２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） はい、ありがとうございます。

今、財政課長の財政に与えられたというような言い方をされました。当初予算に

つきましては、来年は骨格予算でございますけれども、１８年度の当初予算の出し

方のようなことがないように、理路整然とした形で予算策定をしていただきたいな

と、強く要望するものでございます。

それでは、第２番目といたしまして、農業用水と町行政との関係はということで

質問させていただきます。

まず、第１点目といたしまして、水利権の問題について、お尋ねいたします。

今、湧水館、また湧水トンネル、高森町の観光事業として取り組み、千本桜、温

泉館、あるいは、食文化としての田楽の味巡り、また、南阿蘇のトロッコ列車等、

観光としての位置付けができつつあります。

湧水トンネルにおいては、入場料８,０００万円程度の収入もあり、町の目玉で

もあります。まだまだ開発の進んでいない自然の景色、阿蘇五岳、外輪山のすばら

しさは、県外からの観光客にいたしますれば、観光の宝庫でもあるし、宝の山に見

えると申されております。

その観光の源であります源水、トンネルから出ております湧水は、阿蘇カルデラ
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の一部、高森峠を分水嶺とし、白川への源流となっている貴重な源水であります。

その源が、昭和５０年に鉄道工事の中で泉源を分断され、出水事故が発生したの

は、皆様方、ご承知のとおりであります。

旧高森町の自然湧水は、南在地区に位置しています芝源水系、宮之谷水系、車水

系、笹源水系、内山水系、含蔵寺水系、また、塩井社水系、村山地区に位置してい

ます師走ヶ水水系、また村山水系と、その当時の１１水系、あったわけでございま

す。現在においては、１０水系ということになっておりまして、塩井社の方がもう

抜けております。

まず、南在地区の水系においては、農業用水と部落水道として利用され、部落水

道においては、町の簡易水道として変更をなされたものでありますし、農業用水と

簡易水道という形で、今、やっておられます。また、私の所属いたしております内

山水系においては、今の旧高森町の市街地に大変影響いたしております。と申しま

すのは、明治４４年、飲料水利用契約に基づき、市街地一部地域の人との給水が始

まっております。これは、契約によってでございます。また、その後、昭和２８年

に、新たに高森町上水道設置につき、当時の町長、津留要氏を甲とし、山村乙次郎

氏以下４２名を乙とし、飲料水使用に関する契約が結ばれております。当然、自然

湧水でありますので、長期の晴天が続きますと、否応なしに、町の飲料水も減水を

いたします。時には断水が起きていたというのが、現実であります。そういう時に

は、否応なしに、農業用水を半減してでも、飲料水の方に回しておったという経緯

がございます。

源水のあるところから生活は始まっております。水のあるところから生活環境が

できております。それは、昔から言われておることでございます。水のないところ

に人は住めないというのが、現実でございます。坊ヶ平水系、あるいは、村山水

系、別所水系、南在の水系等においても、そのような歴史がございます。

農業用水と人との係わりは、このような形で始まっております。また、町との係

わりもそうでございます。始まりは、農業用水から町の飲料水へと変わってきてお

ると、その一部を飲料水へと変わってきておるというのも、現実でございます。

内山水系を今一度、申し述べてみたいと思いますが、昭和３３年８月２２日に、

内山土地改良組合として、組合組織をいたしました。それは、何かと申しますと、

内山水源から下町へかけての用水路整備ということで、事業を起こさなければなら

ない、そのためには、組合組織をあえてしなければならないという県からの達しの

中で行っている組合組織でございます。これをもって、農林漁業資金を借り、その
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当時、２００万円ほどの資金を調達し、内山から下町、柏塚周辺地区まで用水路の

整備をやっておると、そのような経緯もございます。

それから、今日まで、何回となく、改修、修理をやっているのが、現在までの用

水路でございます。その後、５６年には、その土地改良組合も解散をいたしまし

て、その後は任意団体として、内山水利組合として改編をしているところでござい

ます。

今現在、取水しています水は、湧水トンネルを正面に見、右側を流れております

水につきましては、あくまでも、農業用水として位置付けされております。また、

左側を流れております少ない水、これは、あくまでも、少しずつでありますけれど

も、流さなければ、いろいろな形で観光としてやるにしても、いけないということ

で、流しております。しかしながら、この水が少ないからと言って、増やすわけに

はまいりません。許可なくして、増やされないというのが現実でございます。あく

までも、右側を流れております農業用水につきましては、南在津留地区においての

農業用水としての水でございます。そういう位置付けができておるのも事実でござ

います。

そういうことを踏まえまして、今現在、その水利権というものを今申し上げてお

りますけれども、その位置付けというものは、町の方にも残っているはずでござい

ます。これについて、まず、町長にお尋ねいたしたいと思いますけれども、そこら

あたりのご認識というものをまず、お聞きいたしたいと思います。よろしくお願い

いたします。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 湧水トンネル、水利権の問題についてということでお聞きなさ

れております。湧水トンネルの公園整備につきましては、当然、代表者会と相談し

ながら、今まで施行してきているものと思っております。農業用水関係の施設につ

きまして、ご説明を申し上げますと、高森トンネルは昭和４８年１２月１日に着工

されました。昭和５０年以降、度重なるトンネル内の出水事故に伴いまして、旧高

森町の自然湧水、地下水の枯渇、また、飲料水、農業用水の供給が停止する事態に

至ったところでございます。

このために、昭和５３年から完全給水体制確立のために、永久的な施設の整備と

維持管理費について、日本鉄道建設公団と協議をしてきたところと伺っておりま

す。

平成元年９月３０日に、日本鉄道建設公団の大阪支社と高森との間で、高森トン
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ネル工事を原因として発生いたしました町内農業用水渇水対策に関し、補償契約が

締結してございます。補償の内容につきましては、トンネル構内の湧水を資源とす

る、さらに、設置した施設の譲渡、新たに設置する施設の工事費相当額ということ

で、補償施設に係ります維持管理費相当額の１８億３,１５０万円を金銭渡しで切

るというふうになっております。これに基づきまして、被害水田に対しましては、

補償水量に応じた覆水を行うということが約束され、現在に至っているところでご

ざいます。

平成元年１１月１６日に、先に譲渡されました施設につきましては、津留南在地

区の農業用水路の管理施設、公園整備等の土地利用計画書を送付し、無償譲渡の要

望をいたしまして、平成４年６月８日、譲渡の申請を経て、平成４年１０月２６

日、国鉄清算事業団から譲渡を受けたところでございます。

以後、県の方にもお願いをし、湧水トンネル公園の湧水館施設、また、周辺整備

等につきまして、今現在、４億８,０００万円ほどの投資をいたしておるところで

ございます。

今、おっしゃいました水利権につきましては、農業用水渇水対策関係の文書等を

一生懸命調査をさせておりますが、期日に見合っていないというのが、現状でござ

います。

まだまだ、今後、皆様と十分ご相談申し上げながら、解決策を見つけたいと、そ

のように思っておりますが、今現在、ずっと調べておりますことには、水利権とい

うのはうたってございませんので、申し添えておきます。

○議長（相馬俊行君） １２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） 水利権というものを見つけださないと、水利権というもの

は、そういうものではありません。あくまでも、今、申し上げましたように、水利

権というものは、これは、先ほどから年度を追って、申し上げてきたところでござ

います。水利権は、あくまでも、発生した時から水利権というものは、権利として

あるわけでございます。それを分断したから、補償したから、水利権がどこに記録

されておるかという問題ではないということをあえて申し上げたい。あくまでも、

分断をされておりますけれども、その水というものの権利というものは、水利権と

いうものは、生きておるというのが現実でございます。

なぜならば、先ほど、湧水トンネルから出ております水の流れについて、勝手に

動かされない、引かれないという現実があります。これについて、町長として、ど

のような認識を持っておられるのか、その点を、今一度、お尋ねいたしたい。
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○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、申しましたように、農業用水に関しましては、補償の水量

に応じた覆水をしてあると、そのように覆水をするというふうにうたってございま

す。その補償につきましてが１８億３,１５０万円の金銭渡し切りと、そのような

うたい文句となってございます。

今、トンネルから出ております水、判断の仕方はいろいろあるかと思いますが、

トンネルで水脈を切ったということで、１カ所に集中的に、出てまいりました。そ

れを各地区のため池、また、各地域の個人の方々の１つの水路に落とすということ

を、今やっておるということでございますから、なかなか、私もこの水利権という

のは、判断をしかねておるところでございます。初めて、今、水利権と大きくクロ

ーズアップされましたものですから、ただ、私が答弁いたしましたのは、水利権と

いうのが、契約書、そういうものについて、書いてございませんということを今、

申し上げたところでございます。

ただ、水利権と、今、言いますなら、今、トンネルの中から覆水、坊ヶ平なら坊

ヶ平に上げてあるという形になっております。そのもとに、覆水を可能としてある

ならば、水利権は、どの辺から水利権が生まれるものかなと、そのように思ってお

ります。ただ、今まで、そういう分について、十分、検討いたしておりませんか

ら、今後の大きな検討課題だろうと、そのように思っております。

○議長（相馬俊行君） １２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） その点は、しっかりと検討していただきたいと思います。な

ぜならば、今後において、この湧水トンネルにおきましても、指定管理者制度とい

う制度がございます。これにつきましても、町としても、指定管理者に移行したい

というようなお話も出てきたところでございます。当然、この問題が片づかなけれ

ば、指定管理者移行そのものができないというのが現実ではなかろうかと、私はあ

えて申し上げたい。そのために、水利権というものを打ち出してきたところでござ

います。これをはっきりとうたっていないと、指定管理者へ簡単に移行ということ

にはつながらない。その点を一番心配しているところでございます。

その中で、私は、２点目として、農業用水の利活用についてということでうたっ

ております。この問題について、少し述べさせていただきたいと思います。

平成元年１０月２日、高森トンネルの水脈切断問題ということで、１５年振り

に、先ほどから町長の方から金額的に申されております。補償問題が解決いたして

おります。上水道施設の維持管理費として６億２,０００万円、また、灌漑用水の
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給水施設の新設工事８億６,５００万円、また、その維持管理費として９億６,６５

０万円、合わせまして２４億１５０万円という形で出ております。農業用水におき

ましては、１８億３,１５０万円という形になっております。これは、現在、基金

として残っておる、全部ではありませんけれども、基金として残っておるというの

が、今の現況でございます。

平成２年当時をちょっとさかのぼって申し述べてみますと、その基金、預けてお

ります、当然。平成２年、３年、その基金の利息がいくらあったかと申しますと、

当時にいたしますと、１年間の利息が５,０００万円ほど付いておったと、それほ

ど、利息が高かった、それはなぜかと言いますと、７.６５％、一番高いものでで

すね。そのような金利の高い時期であったということで、３年、４年ではなかろう

かと思いますけれども、当時の簡易水道、水資源対策課ですか、当時は、水資源対

策課だったでしょうね。その時の職員さんは、この金の中から運営しておったと、

予算的に充てておったという事実もあったろうかと思います。

しかしながら、平成４年から毎年毎年、金利が１年に２度ほど下がった時期もご

ざいます。軒並み下がっておりまして、平成３年の８月には６.９％、また平成４

年には３.４％、平成５年には３.１５％、平成６年には２.３５％と、今現在は、

ゼロ金利と、それが少し回復しておるというような低金利になっているというの

が、現実でございます。

そのために、この基金がありますためにと申しますか、あくまでも、一本化をし

ていかなければならないということで、農業用水の代表者会というものを立ち上げ

て、発足をいたしております。これは何かと申しますと、この湧水トンネル、これ

を払い下げるための１つの手立てでもあるということになっております。それは何

かと申しますと、無償払い下げをするために、どうしても、代表者会なるものを立

ち上げておかなければならない、なぜならば、水利権というものがございます。そ

れが条件的な項目として入っておるわけです。その後、平成７年に湧水館、これが

開館をいたしております、１１月３日に。これにつきましては、ただいま、申し上

げております代表者会、この代表者会が委託契約の中で、管理運営という形になっ

ております。それはなぜならば、代表者会というべきものを入れておかないと、そ

れが条件的になっておるわけです。

そのために、委託契約により、代表者会、今、私が代表者として、契約をしてい

るところでございます。そのような位置付けで、平成７年には、湧水館ができてお

るということでございます。
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それから、平成１１年に、観光目的に活用したいという町長以下代表者会の皆さ

ん方のお考えで、先進地をまず視察をしてみようということで、宮崎県の北方町へ

視察をいたしております。その当時、初めてではなかったろうかと思います。風力

発電、今はもうどこらそこら立っておりますけれども、風力発電が観光目玉として

できておるということで、そこに視察に行かれております。当時の住吉課長を筆頭

に、町長はじめ、代表者会のメンバーがその時に視察に行かれておるということで

す。

その後においては、それを基本といたされまして、当時の住吉課長、水資源課長

が少しずつなりとも、公園の整備ということで、努力をされておったというのが、

その流れではなかろうかと思うわけでございます。

そして、当時の高森トンネル払い下げについては、町に無償払い下げ、平成４年

の１２月６日、国鉄清算事業団ですね、これによって、払い下げております。それ

が、先ほど申しました地域の渇水対策として、トンネルから出る地下水を利用する

ための管理施設などを設置するという条件付きで、払い下げられたものでありま

す。そのための湧水館という形になったと認識をいたしております。その湧水館が

結果的には、代表者会で委託契約と、管理者という形にその当時はなっておるとい

う流れになっておるものであります。

今日、お聞きの皆さん方には、どれほどご理解できるかわかりませんけれども、

流れとしては、そういう流れで、事務的に進められ、そして、農業用水代表者会と

町が一体となって、観光開発にそれから動き出したというのが、現実でございま

す。そこらあたりは、初めてお聞きの方もあるかと思いますけれども、流れとして

は、そういう流れになっております。

以前、野中議員が簡易水道、農業用水ということで、一般質問をされておりま

す。その中に、電気代が足らない、経費が不足しているという話の中から、町長答

弁の中に、雨水もあるし、そのあたりをため池等も整備しながら、つくって、電気

代の節約にもなるんじゃなかろうかと、そのような計画をしている、その自然の雨

水を集水することにおいて、市街地に流す水、または、農業用水に流したり、ま

た、防火用水等にも使用できるとともに、市街地の側溝等にも流して、市街地の衛

生面からも特に役立つんじゃなかろうかと思っていると答弁されております。

現在は、市街地地域には、浄化槽の整備が大変進んでいるために、悪臭を発する

ところもあるように思われております。そのためにも、早急にその改善策をしてい

かなればならないと、町長の方からすばらしい答弁をされております。町として
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も、そのことを早く改善したいという答弁をされております。私は、それが言いた

いわけです。言葉の中に側溝という言い方をされておりますけれども、これにつき

ましても、側溝ではなく、あくまでも、農業用水路として位置付けはしてほしいな

と感ずるところでございますし、今は、特に、中心市街地におきましては、県の方

から改良工事費の中で、補償工事として、側溝当たりも側溝という形になっていい

ような状況でございます。改良されております。しかしながら、正直なところ、農

業用水としての位置付けというものは、変わっていないと考えるわけでございま

す。

そういうことを踏まえて、農業用水と一緒になって、町と一緒になって、まちづ

くりの一環としてやっていく、それこそ、町の水づくり、町の水の利活用ではない

だろうかと私は考えるわけでございます。その点について、町長にもお尋ねいたし

たいと思います。

また、先ほど、経緯ということでありましたけれども、農業用水代表者会の中で

も、今、計画を検討いたしております。それは何かと申しますと、パイプライン方

式でございます。あくまでも、基金の中からやっていきたいと、それも基金だけで

は到底、達しませんので、事業に載せてやっていきたいということで、パイプライ

ン方式をやろうという計画をし、今、検討をしているところです。それはどういう

ことかと申しますと、パイプラインによって、１枚１枚に水をかけていくと、そう

なりますと、今、申し上げております農業用水路というものは、１滴も流れないと

いう形になろうかと思います。そうなってきますと、大変、町としても、苦慮する

んではなかろうかというような気がするわけでございます。そうならないがために

も、私どもは、いろいろな形で町と一体化をし、いいまちづくりのために、農業用

水代表者会として考えているところでございます。そこらあたりも踏まえて、町長

としてのご意見を拝聴したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（相馬俊行君） 町長 藤本正一君。

○町長（藤本正一君） 今、農業用水の利活用ということで質問がございました。私

も、今、議員さんがおっしゃいましたように、前回もそのように答弁したかと、ま

た、今も全く、その気持ち、やろうとすることには何ら変わりはございませんとい

うことです。

農業用水が、今、環境水、また、私どもが言います一般的消防用水と、いろいろ

なものに大きな役割を果たしていただいておるということは、十分、認識をいたし

ております。このために、私どもの町の行政の方からも、例年１０月１日から翌年
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の４月１９日までの農業用水を使用しない期間は、環境水を流していただく、ま

た、衛生面からも大変重要なことでございますから、衛生費の中から年間１００万

円ほど農業用水供給事業特別会計に振り込んでおるところでございます。

また、この基金運用につきましては、大変、厳しいものがございます。そういう

ことで、雨水を利用したらどうだろうかということで、いろんな案をつくっていた

だき、その案に向かって、国のそういう制度を認めていただきながらやろうという

ことで、今回は、ポンプの稼働率の軽減、また、ポンプの負担をなくし、ポンプの

寿命の延長を図るということで、目的といたしましては、内山ため池施設事業等に

よります土地改良事業にお願いをして、今回、議会の方に提案をいたしているとこ

ろでございます。まだまださらには、町の方も農業用水供給事業に対しまして、応

分の負担をいただきたいということで、１２月４日に会長さん以下、数名の方がお

いでになりまして、陳情がございました。これも含めまして、今、平成１９年度に

どのような対応ができるのか、また、どのような皆様方のご心配を軽減できるのか

と、今、それを含めまして、検討をいたしているところでございます。

どうか、ご理解いただきますように、よろしくお願いをいたします。本当に、

今、三森さんがおっしゃいましたように、本当にそのとおりでございますから、で

きる限りの行政としての考え方、そしてまた、それに対しての皆様方にご理解がい

ただけるような対応をしてまいろうと思っておりますので、よろしくお願いをいた

します。

○議長（相馬俊行君） １２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） もう時間が来ますので、あえて申しませんけれども、今、い

ろいろと申し上げました、なかなかこのような話は、いつもはできないというのが

現実でございます。しかしながら、年代は変わりまして、なかなか知っておられる

人が少ないというのが現実です。町長さんをはじめ、いろいろな形で勉強しなけれ

ばならないというような状況ではなかろうかという思いではございます。私も初め

て、代表者会の会長として、今までの公文書を全部当たってみて、調査してみたと

ころでございます。あらゆる形で資料が残っています。これは、当然、町にも残っ

ているはずです。そこらあたりをあえて、私は申し上げたところでございます。こ

れについて、折角、質問いたしておりますので、水資源対策課長の方にもこの点に

ついて、今後、いろいろな形で展開するであろう、また指定管理者へ移行するであ

ろう、そのあたりを踏まえて、課長の方にお気持ちをお聞かせ願いたいなという気

がしますので、よろしくお願いいたします。
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○議長（相馬俊行君） 水資源対策課長 後藤秀希君。

○水資源対策課長（後藤秀希君） 三森議員の今、質問の中にございました過去の経

過、いろいろ聞かせていただきまして、知らない部分、たくさんありまして、いろ

いろ教えていただきながら、代表者会の方を進めさせていただきたいと思っており

ます。

○議長（相馬俊行君） １２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） どうもありがとうございました。

貴重な答弁をいただき、大変感謝するわけでございます。時代の流れと申します

か、大変、１年１年と早いもので、月日は流れていくし、職員の方におかれまして

も、なかなか退職というものがございますので、その引き継ぎが全部が全部できて

いないというのが現実でございます。そういう中で、某か、１つのそういう議事録

の中に残しておきたいなというのが現実であります、または、先ほど申しましたよ

うに、指定管理者に移行するためには、この問題を解決なくして、移行はできない

というのが、私の考えでございます。どうか、そのあたりを認識され、今一度、資

料の見直し等をされて、今後の方向性を見出していただけたらなという期待を持っ

て終わりたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○議長（相馬俊行君） １２番、三森義高君の質問を終わります。

これで、一般質問は終了しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日は、これで散会いたします。

－－－－－－－○－－－－－－－

散会 午前１２時０２分



１２月１５日（金）

（第４日）
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開議 午前１０時０２分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） おはようございます。

これから、本日の会議を開きます。

１２番 三森義高君からの発言の申し出があっておりますので、これを許可しま

す。１２番 三森義高君。

○１２番（三森義高君） １２番 三森でございます。

昨日の質問の中で、私の整理の方がなかなかまとまっておりませんで、数字の訂

正方がございますので、発言をいたしたいと思います。

農業用水関係で発言をいたしております基金の年間の利息が５,０００万円とい

うような形で発言をいたしております。利息でありますので、はっきりとしっかり

とした数字でないといけないと思いますので、あえて発言を求めました。元金Ａ基

金におきましては、７億６,０００万円、平成２年６月２９日から平成３年３月１

１日まで７.２０％、利息にいたしまして３,８２２万４１１円、それから、同じ

く、７億６,０００万円の平成３年３月１１日から平成３年６月１０日まで、あく

までも、７.６５％、１,４４９万５,１７８円、合わせまして、５,２７１万５,５

８９円です。それから、Ｂ基金、１億４,６７８万８,４８８円、平成２年６月２９

日より平成３年３月１１日まで、７.０５％、７２２万９,８３１円、平成３年３月

１１日から平成３年６月１０日まで、７.６０％、２９１万８,３３０円の計の１,

０１４万８,１６１円、合計いたしますと、年間に少し日にちが足りませんけれど

も、６,２８６万３,７５０円となっております。

以上、ご訂正方をお願いいたしまして、報告を終わります。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） お諮りいたします。

お手元に配布してあります日程にしたがって、議事を進めたいと思います。これ

にご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。それでは、日程にしたがって議事を進め

ます。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１ 意見案第３号 全国森林環境税の創設を求める意見書について

○議長（相馬俊行君） 日程第１ 意見案第３号、全国森林環境税の創設を求める意見
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書についてを議題といたします。

本案について、趣旨説明を求めます。提出者を代表いたしまして、５番 甲斐直

三君。

○５番（甲斐直三君） ５番 甲斐でございます。おはようございます。

提出者を代表いたしまして、全国森林環境税の創設を求める意見書の趣旨説明を

いたします。

ご存じのとおり、森林の持つ役割は、我々人間が生活していく上で、必要不可欠

な機能を持っていることは周知の事実でございます。しかしながら、森林が主にあ

る山間地域は、過疎化や少子化による後継者不足などにより、必要な手入れがされ

ることなく、放置される森林が急増しております。

我が高森町には、１３,０３９ヘクタールの森林がございますが、荒廃する森林

が多く見られるようになりつつあります。そのような状況において、森林は水を育

み、大気を浄化し、災害から国土を守る国民共有の財産として、山村地域の住民や

自治体だけでなく、都市部や海辺の住民、自治体も一緒になって保全していかなね

ばならないと考えます。

このようなことから、高森町議会といたしましても、森林を有する山村地域の市

町村が森林の維持、育成の財源とするため、森林の持つ公益的機能に対する新税と

して、全国森林環境税を早急に創設されるよう、関係機関に対し、意見書をもって

強く求めるものでございます。

よって、このことを十分にご理解をいただきますようお願いいたしまして、趣旨

説明とさせていただきます。以上です。

○議長（相馬俊行君） 趣旨説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本意見案については、原案のとおり採択したいと思います。これにご異議ありま

せんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］
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○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、意見案第３号、全国森林環境税

の創設を求める意見書については、原案のとおり採択することに決定いたしまし

た。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２ 意見案第４号 障害者自立支援制度の充実強化を求める意見書について

○議長（相馬俊行君） 日程第２ 意見案第４号、障害者自立支援制度の充実強化を求

める意見書についてを議題といたします。

本案について、趣旨説明を求めます。提出者を代表いたしまして、３番 山室克

尋君。

○３番（山室克尋君） おはようございます。３番 山室です。

提出者を代表いたしまして、障害者自立支援制度の充実強化を求める意見書の趣

旨説明をいたします。

本年４月から施行された障害者自立支援法は、従来の支援費制度の課題を克服

し、今後、増大多様化する障害福祉サービスのニーズに応えること等を目的として

制定されております。

しかしながら、障害者の方々にとっては、法施行後８カ月を経過した今日、利用

者負担額の増大や家族の負担増などが切実な問題となってきています。地方自治体

にとっても、今後の大きな課題になるものと懸念されています。障害者自立支援制

度については、法施行後３年を目途に検討し、必要な措置を講ずるとされてはいる

が、大きな不安を感じながら、日々生活しておられる多くの方々の現実をしっかり

と受け止め、早急に対策を講ずるべきだと考えます。

このようなことから、高森町議会といたしましても、障害者の方々が安心して生

活をしていただくためにも、障害者自立支援制度の充実強化を早急に図られること

を関係機関に対し、意見書をもって強く求めるものであります。

よって、このことを十分にご理解をいただきますようお願いいたしまして、趣旨

説明といたします。以上です。

○議長（相馬俊行君） 趣旨説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論ありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］
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○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本意見案については、原案のとおり採択したいと思います。これにご異議ありま

せんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、意見案第４号、障害者自立支援

制度の充実強化を求める意見書については、原案のとおり採択することに決定いた

しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３ 付託案件の委員長報告並びに採決について

○議長（相馬俊行君） 日程第３ 付託案件の委員長報告並びに採決についてを議題と

いたします。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７１号 熊本県後期高齢者医療広域連合の設置について

○議長（相馬俊行君） 議案第７１号、熊本県後期高齢者医療広域連合の設置について

は、総務常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。総務常

任委員長 甲斐廣國君。

○総務常任委員長（甲斐廣國君） ８番 甲斐です。

総務常任委員会に付託されました議案第７１号、熊本県後期高齢者医療広域連合

の設置については、１２月１３日午前１１時３０分より、第１・２委員会室におい

て、全委員出席、税務課より甲斐課長、橋本課長補佐他各係に出席を求め、詳細に

説明を受け、慎重に審議を行った結果、全委員異議なく可とすることに決しまし

た。

報告終わります。

○議長（相馬俊行君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。
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本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議案第７１号、熊本県後期高齢

者医療広域連合の設置については、委員長の報告のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７２号 町道の路線の廃止について

○議長（相馬俊行君） 議案第７２号、町道の路線の廃止については、建設経済常任委

員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。建設経済常任委員長

後藤和昭君。

○建設経済常任委員長（後藤和昭君） ９番 後藤です。

建設経済常任委員会に付託されました議案第７２号、町道の路線の廃止について

ご報告いたします。

平成１８年１２月１３日午前１１時１５分より、第４委員会室において、全委員

出席のもと、建設課長、建設課長補佐、及び各関係係長に出席を求め、詳細に説明

を受け、午後１時より、現地確認も行い、慎重に審議した結果、全委員異議なく可

とすることに決しました。

報告終わります。

○議長（相馬俊行君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議案第７２号、町道の路線の廃

止については、委員長の報告のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－
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議案第７３号 町道の路線の認定について

○議長（相馬俊行君） 議案第７３号、町道の路線の認定については、建設経済常任委

員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。建設経済常任委員長

後藤和昭君。

○建設経済常任委員長（後藤和昭君） ９番 後藤です。

建設経済常任委員会に付託されました議案第７３号、町道の路線の認定について

ご報告いたします。

平成１８年１２月１３日午前１１時１５分より、第４委員会室において、全委員

出席のもと、建設課長、建設課長補佐、及び各関係係長に出席を求め、詳細に説明

を受け、午後１時より、現地確認も行い、慎重に審議した結果、全委員異議なく可

とすることに決しました。

報告終わります。

○議長（相馬俊行君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論はありませんか。６番 野中謙三君。

○６番（野中謙三君） ６番 野中です。

私は、この議案第７３号、町道の路線の認定について、反対する意見を述べさせ

ていただきます。

反対する理由といたしまして、路線番号２０３号、男原２号線についてでござい

ますけれども、この路線について、果たして、町道認定として妥当かどうかという

点に疑問を抱いております。町道認定の基準が非常に曖昧という点、さらには、利

用率から申し上げても、この地域においては、車が通れる部分を確保するだけで十

分ではなかろうかという点、さらには、質疑の中で、町長のご答弁にもございまし

たけども、明確な町道認定の基準が不透明であった点で、この男原２号線に関して

のみ、反対するものでございます。

なお、町道路線の認定については、それぞれの路線毎の議案提出をさせていただ

くことがさらに望ましいかという私の意見を付け加えて、反対意見とさせていただ

きます。

○議長（相馬俊行君） 他に討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］
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○議長（相馬俊行君） これで討論を終わります。

これから、議案第７３号について、採決いたします。

本案については、起立採決によって行います。

議案第７３号については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立

を願います。

［賛成者起立］

○議長（相馬俊行君） 起立多数です。よって、議案第７３号、町道の路線の認定につ

いては、委員長の報告のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７４号 土地改良事業の施行について

○議長（相馬俊行君） 議案第７４号、土地改良事業の施行については、建設経済常任

委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。建設経済常任委員長

後藤和昭君。

○建設経済常任委員長（後藤和昭君） ９番 後藤です。

建設経済常任委員会に付託されました議案第７４号、土地改良事業の施行につい

て報告いたします。

平成１８年１２月１２日午後４時より、及び１３日午後１時１５分より、第４委

員会室において、全委員出席のもと、建設課長、建設課長補佐、及び係長に出席を

求め、担当係長から事業内容の詳細な説明を受け、また、１４日には、水利権者か

らの意見も聞き、慎重に審議した結果、全委員とも、基金運用の取り扱いについ

て、各水利組合に対しての説明不足等の理由により、今後、十分審議の必要があり

ますので、継続審議とすることに決しました。

報告終わります。

○議長（相馬俊行君） 委員長報告は継続審査であります。これから、委員長の報告に

ついて、質疑を行います。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

これから、委員長報告について、討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

これから、議案第７４号の委員長報告について、採決いたします。

お諮りいたします。
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本案については、委員長の報告のとおり継続審査とし、閉会中の審査を建設経済

常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議案第７４号、土地改良事業の

施行については、委員長の報告のとおり、継続審査とし、閉会中の審査を建設経済

常任委員会に付託することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７５号 高森町有機農業推進施設の指定管理者の指定について

○議長（相馬俊行君） 議案第７５号、高森町有機農業推進施設の指定管理者の指定に

ついては、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めま

す。建設経済常任委員長 後藤和昭君。

○建設経済常任委員長（後藤和昭君） ９番 後藤です。

建設経済常任委員会に付託されました議案第７５号、高森町有機農業推進施設の

指定管理者の指定について、報告いたします。

平成１８年１２月１３日午前１１時３０分より、第４委員会室において、全委員

出席のもと、アグリセンター長に出席を求め、慎重に審議した結果、全委員異議な

く可とすることに決しました。

以上、報告終わります。

○議長（相馬俊行君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。１３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） 審査の内容について、お伺いをいたしますが、質疑付託の際

に、アグリセンターのセンター長の方から、私の質問に対しましてのお答えがござ

いました。その後、建設経済常任委員会の方で審査をされました。その際の参考資

料等についての提示はなされておったのかどうかについて、お尋ねをいたしたいと

思います。

○議長（相馬俊行君） 建設経済常任委員長 後藤和昭君。

○建設経済常任委員長（後藤和昭君） 詳細な説明は、アグリセンター長の方にお願い

します。

○議長（相馬俊行君） アグリセンター長 廣木冨八君。

○アグリセンター長（廣木冨八君） 常任委員会の席上の説明につきましは、私の口頭

説明、審査内容の口頭説明のみでございます。

○議長（相馬俊行君） 他に質疑はありませんか。
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［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論はありませんか。１３番 佐伯金也君。

○１３番（佐伯金也君） １３番 佐伯でございます。

議案第７５号につきましては、それぞれの審査会において、それぞれ応募されま

した皆さん方の参考資料をそれぞれ審査員の皆さんが審査した結果でございます。

当然、建設経済常任委員会の方でも同等の審査をしてほしかったわけでございます

けれども、私といたしましては、このアグリセンターにつきましては、今後、高森

町のお荷物とならないようにすることが第１の目的であるかなと思っております。

それからいたしますと、審査に対しても、口頭だけでの審査ということでござい

ますので、私は、審査不十分であると思いますので、反対をいたしたいと思いま

す。

以上です。

○議長（相馬俊行君） 他に討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） これで討論を終わります。

これから、議案第７５号について、採決いたします。

本案については、起立採決によって行います。

議案第７５号については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立

を願います。

［賛成者起立］

○議長（相馬俊行君） 起立多数です。よって、議案第７５号、高森町有機農業推進施

設の指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７６号 高森町営住宅条例の一部を改正する条例について

○議長（相馬俊行君） 議案第７６号、高森町営住宅条例の一部を改正する条例につい

ては、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。

建設経済常任委員長 後藤和昭君。

○建設経済常任委員長（後藤和昭君） ９番 後藤です。

建設経済常任委員会に付託されました議案第７６号、高森町営住宅条例の一部を

改正する条例について、報告いたします。

平成１８年１２月１３日午前１１時１５分より、第４委員会室において、全委員
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出席のもと、建設課長、建設課長補佐、及び各関係係長に出席を求め、慎重に審議

した結果、全委員異議なく可とすることに決しました。

報告終わります。

○議長（相馬俊行君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議案第７６号、高森町営住宅条

例の一部を改正する条例については、委員長の報告のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７７号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

について

○議長（相馬俊行君） 議案第７７号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備については、総務常任委員会に付託してありましたので、総務常任

委員長の報告を求めます。総務常任委員長 甲斐廣國君。

○総務常任委員長（甲斐廣國君） ８番 甲斐です。

総務常任委員会に付託されました議案第７７号、地方自治法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備については、１２月１３日午前１０時より、第１・

２委員会室おいて、後藤委員欠席され、他は全員出席、総務課より岩下課長、古澤

課長補佐、各係に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議をした結果、全委員

異議なく可とすることに決しました。

報告終わります。

○議長（相馬俊行君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］
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○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議案第７７号、地方自治法の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備については、委員長の報告のとおり

可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７８号 平成１８年度高森町一般会計補正予算について

○議長（相馬俊行君） 議案第７８号、平成１８年度高森町一般会計補正予算について

は、各常任委員会に付託してありましたので、各委員長の報告を求めます。総務常

任委員長 甲斐廣國君。

○総務常任委員長（甲斐廣國君） ８番 甲斐です。

総務常任委員会に付託されました議案第７８号、平成１８年度高森町一般会計補

正予算については、１２月１３日午前１０時より、第１・２委員会室おいて、４委

員出席、後藤委員欠席されております。総務課より岩下課長、古澤課長補佐他各

係、また、１１時より、企画財政課より村上課長、甲斐審議員、他各係、また、１

１時３０分より、税務課より甲斐課長、橋本課長補佐他、各係に出席を求め、詳細

に説明を受け、慎重に審議した結果、全委員異議なく可とすることに決しました。

なお、税務課の審査より後藤委員出席でございます。

以上、報告終わります。

○議長（相馬俊行君） 文教厚生常任委員長 野中謙三君。

○文教厚生常任委員長（野中謙三君） ６番 野中です。

文教厚生常任委員会に付託されました議案第７８号については、全委員出席のも

と、教育長、関係各課に出席を求め、慎重に審議した結果、全委員異議なく可とす

ることに決しました。

以上、報告終わります。

○議長（相馬俊行君） 建設経済常任委員長 後藤和昭君。
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○建設経済常任委員長（後藤和昭君） ９番 後藤です。

建設経済常任委員会に付託されました議案第７８号、平成１８年度高森町一般会

計補正予算（第５号）について、報告いたします。

平成１８年１２月１３日午前１０時より、第４委員会室において、全員出席のも

と、関係各課長、アグリセンター長、農業委員会事務局長、各課長補佐、及び関係

係長に出席を求め、慎重に審議した結果、全委員異議なく、可とすることに決しま

した。

報告終わります。

○議長（相馬俊行君） 各委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、各委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議

ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議案第７８号、平成１８年度高

森町一般会計補正予算については、各委員長の報告のとおり可決されました。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第７９号 平成１８年度高森町国民健康保険特別会計補正予算について

○議長（相馬俊行君） 議案第７９号、平成１８年度高森町国民健康保険特別会計補正

予算については、総務常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求め

ます。総務常任委員長 甲斐廣國君。

○総務常任委員長（甲斐廣國君） ８番 甲斐です。

総務常任委員会に付託されました議案第７９号、平成１８年度高森町国民健康保

険特別会計補正予算については、１２月１３日午前１１時３０分より、第１・２委

員会室において、委員全員出席、税務課より甲斐課長、橋本課長補佐他各係に出席

を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議した結果、全委員異議なく可とすることに

決しました。
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報告終わります。

○議長（相馬俊行君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議案第７９号、平成１８年度高

森町国民健康保険特別会計補正予算については、委員長の報告のとおり可決されま

した。

－－－－－－－○－－－－－－－

議案第８０号 平成１８年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算について

○議長（相馬俊行君） 議案第８０号、平成１８年度高森町簡易水道事業特別会計補正

予算については、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を

求めます。建設経済常任委員長 後藤和昭君。

○建設経済常任委員長（後藤和昭君） ９番 後藤です。

建設経済常任委員会に付託されました議案第８０号、平成１８年度高森町簡易水

道事業特別会計補正予算（第３号）について、報告いたします。

平成１８年１２月１３日午後１時より、第４委員会室において、全委員出席のも

と、水資源対策課長に出席を求め、慎重に審議した結果、全委員異議なく、可とす

ることに決しました。

報告終わります。

○議長（相馬俊行君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 質疑なしと認めます。

討論を行います。討論はありませんか。
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［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、議案第８０号、平成１８年度高

森町簡易水道事業特別会計補正予算については、委員長の報告のとおり可決されま

した。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第４ 常任委員会の所管事務調査報告について

○議長（相馬俊行君） 日程第４、常任委員会の所管事務調査報告についてを議題とい

たします。申し出があっている常任委員会から報告をしていただきます。文教厚生

常任委員長 野中謙三君。

○文教厚生常任委員長（野中謙三君） ６番 野中です。

文教厚生常任委員会における所管事務調査報告をさせていただきます。

１２月１３日午前１１時３０分より、第３委員会室において、全委員出席のも

と、保健福祉課課長、佐伯課長、岩下補佐、阿部保健推進係長、阿南福祉係長に出

席を求め、環境衛生に関する事項の調査といたしまして、草部野尻地区の可燃物ゴ

ミの収集についての検討会を開催いたしました。

草部野尻地区において、現在は、２週間に１回の可燃物ゴミの収集を行っている

ところでありますが、収集回数を増やしてほしいとの地域からの要望が強かったも

のの、なかなか現実には要望に応えることができていませんでした。

そこで、委員会で慎重に審議し、検討した結果、草部・野尻の両出張所に、可燃

物収集所をそれぞれに設置し、各家庭が責任を持って出張所に持ち込むことによ

り、週１回の収集日を追加するとの意見でまとまり、両地区の可燃物ゴミ収集回数

を増やすことになりました。

以上、文教厚生常任委員会所管事務報告を終わります。

○議長（相馬俊行君） 以上で、常任委員会の所管事務調査報告を終わります。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第５ 特別委員長報告について

○議長（相馬俊行君） 日程第５ 特別委員長の報告についてを議題といたします。
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交通総合対策特別委員長の報告を求めます。交通総合対策特別委員長 甲斐正一

君。

○交通総合対策特別委員長（甲斐正一君） １０番 甲斐です。

本年９月定例会以来の交通総合対策特別委員会の状況について、報告いたしま

す。

まず、平成１８年１１月１６日開催しました委員会の結果について、報告いたし

ます。午前１１時から第１・第２委員会室において、委員全員と総務課、岩下課

長、同古澤課長補佐、保健福祉課、佐伯課長、教育委員会事務局、杉田事務局長、

後藤事務局次長、企画財政課、村上課長、甲斐審議員、同後藤課長補佐に出席を求

め、委員会を開催いたしました。

まず、企画財政課から、コミュニティーバス運行に伴い、馬見原線の廃止につい

て、山都町から打診されている旨の報告を受け、利用状況から廃止については、や

むを得ないとのことから、了承いたしました。

なお、今後の補助金については、町民バス、コミュニティーバスをそれぞれの負

担で運行することを協議しているとの報告を受けました。その他、町民バス６路線

の幼稚園前バス停留所設置及び熊本空港経由空港バスの時刻改正に伴う町民バスの

時刻改正、草部南部線の運行経路変更について、検討している報告を受け、障害が

ないよう進めるよう要望し、また、今後、乗り合いタクシーの導入も視野に入れた

検討をするよう、申し入れました。

また、教育委員会からスクールバスの運行管理委託について、説明があり、平成

１９年４月から完全民営化委託を検討している高森東中学校スクールバスについ

て、町有バスの有効利用や負担軽減を考慮し、運行のみの委託を検討しているとの

報告を受け、委託業者選定の方法、サービスの維持及び人事関係を考慮し、進めて

いくよう要望いたしました。

次に、本定例会における委員会の開催の結果について、報告します。平成１８年

１２月１１日午後２時１０分から、第３・第４委員会室において、委員全員と総務

課、岩下課長、同古澤課長補佐、保健福祉課、佐伯課長、教育委員会事務局、杉田

事務局長、後藤事務局次長、企画財政課、村上課長、同甲斐審議員、同後藤課長補

佐に出席を求め、委員会を開催しました。

まず、企画財政課より、町民バスの輸送人員と補助金の実績について、報告を受

けました。協議の結果、町民バス運行開始以来、２年半を経過しており、補助金軽

減等で今後ともバスを運行していくために、料金設定や運行回数、運行方法を再検
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討するよう要望しました。

また、教育委員会からは、高森東中学校スクールバス完全民営化について、町内

外６社が参加し、事業説明会が実施されたことの報告を受けました。

次に、建設課から、冬季時の路面凍結について、融雪剤等を利用し、敏速に対応

するとの報告を受け、さらなる安全確保について、要望いたしたところでございま

す。

以上、報告を終わります。

○議長（相馬俊行君） 議会広報特別委員長の報告を求めます。議会広報特別委員長

本田生一君。

○議会広報特別委員長（本田生一君） ７番 本田でございます。

１２月１３日、第４委員会室におきまして、９時４０分より、全委員出席をいだ

きまして、委員会を開きました。委員会の中身につきましては、今回の広報につき

まして、日程、また、中身について、協議をいたしました。前回の９月定例会の広

報につきましては、関係のある議員の皆さん方には大変ご協力をいただきました。

今回の１２月の定例会の広報誌づくりにつきまして、私どもが最後の広報誌づくり

になります。最終の美を飾るように、いい広報誌ができますように、私どもも努力

してまいりますので、関係のある議員の方、早急に原稿等、よろしくお願いを申し

上げます。

以上、終わります。

○議長（相馬俊行君） 企業等誘致特別委員長の報告を求めます。企業等誘致特別委員

長 後藤和昭君。

○企業等誘致特別委員長（後藤和昭君） ９番 後藤です。

企業等誘致特別委員会の報告をいたします。

９月定例以降の当委員会の活動事業について報告いたします。

すでに新聞等でご存じのことと思いますが、高森工業団地内の青山製作所、代表

取締役社長、青山義光氏より、１１月３日、一般寄附をお受けいたしたことを報告

いたします。

なお、今議会中においては、特別に案件がなく、会議を開催しませんでした。

以上、報告いたします。

○議長（相馬俊行君） 行財政改革特別委員長の報告を求めます。行財政改革特別委員

長 甲斐廣國君。

○行財政改革特別委員長（甲斐廣國君） 行財政改革特別委員会の報告をいたします。
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１２月１４日午後１時５０分より、第１・２委員会室において、佐伯委員は急用

で欠席されましたが、他は全員出席、総務課より岩下課長、古澤課長補佐に出席を

求め、９月定例会以降の動向について、説明を受けたところでございます。

庁舎内の会議を３回ほど開き、集中改革プランに沿って、新年度より実施できる

ような方向で進めておると、その内容につきましては、現在、９課あります課を６

課、これも実質は５課でございますが、会計室が課に変わることから、６課２局制

にすると、そして、出張所長制を廃止、そのような素案を固めつつあるということ

でございまして、新年度に間に合わせるよう、努力されるということでございま

す。

また、駐在嘱託員につきましても、大幅とまではいきませんけれども、これも削

減したいということ、それにまた、新規職員の採用をなるべく抑制して、改革プラ

ンに沿った８０名程度に持っていくということの説明を受けました。特別委員会の

委員の中で、課の編成について、思い切って３課ぐらいにしたらどうかという強い

意見も出ておることを申し添えましたけれども、今のところ、さっき説明いたしま

したような６課ということで、一応、進めていきたいというような内部検討会での

報告を受けたところでございます。

今後、残された期間、もう何カ月もございませんけれども、特別委員会といたし

ましても、町民にわかりやすい形で、これが実施に移せるような方向性ができます

ことを強く要望し、報告を終わりたいと思います。

以上です。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第６ 委員会の閉会中の継続調査申出書について

○議長（相馬俊行君） 日程第６ 委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題と

いたします。

各常任委員長並びに議会運営委員長から所管事務及び所掌事務のうち、会議規則

第７５条の規定によって、お手元の配りました調査事項について閉会中の継続調査

の申し出があっております。

お諮りいたします。

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（相馬俊行君） 異議なしと認めます。よって、各委員長の申し出のとおり、閉
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会中の継続調査とすることに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） これで、本日の日程は全部終了いたしました。

大変お疲れでございました。本年も残すところ、あと少しになりましたけれど

も、本年もいろいろございました。特に、都市部については、景気回復と申します

けれども、地方においては、逆に非常に厳しい状況になっております。そういう厳

しさの中、町執行部おかれましては、大変なご苦労もあったと思います。そのご苦

労に対しまして、感謝を申し上げます。そして、同時に、議会議員、町長さん、来

年は、町民の審査を受けなければなりません。議員、町長、立場は違いますけれど

も、目指すところは一緒でございます。それは、町民の幸せと町発展でございま

す。残された期間、皆さんと一緒にがんばっていきたいと思っております。

来る年がいい年でありますように、お祈りをしながら、閉じたいと思います。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（相馬俊行君） 会議を閉じます。

平成１８年第４回高森町議会定例会を閉会いたします。お疲れでした。

－－－－－－－○－－－－－－－

閉会 午前１０時４６分
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